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第
一
条

こ
の
条
例
は

山（
趣 口 県
旨 県 平 が
） 県 条 成 出

が 例 二 資
出 第 十 等
資 一 四 を
等 号 年 し
を 三 て

伴間障
うにが
関おい
係い者
条て制
例障度
の害改
整者革
備等推
にの進
関地本
す域部
る生等
条活に
例をお

条
例

目

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

し 月 い
て 二 る
い 十 法
る 一 人
法 日 で
人 知
で 事
知 の
事 調
の 査
調 等
査 の

支け
援る
す検
る討
たを
め踏
のま
関え条 係て
法障
律害
の保
整健
備福

次

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。

等 対
の 象
対 と
象 な
と る
な も
る の
も の
の 範
の 囲
範 を

に祉
関施
す策
るを
法見
律直
のす例 施ま
行で
にの

三 三
一 〇 七 二 一

以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）

囲 定
を め
定 る
め 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布

る金
条属
例く
ず
類
回
収
業
に
関
す
る

正知
す事
る等
条の
例給
与
の
特
例
に
関
す

第
百
五
十
二
条
第
一
項
第
三

山 す
る口 。

県
知
事

二

条
例
及
び
山
口
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業

る
条
例
及
び
非
常
勤
職
員
の
報
酬
の
特

号
及
び
同
条
第

一 四
項
第
二

井

関

成

者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

八 七 七
三 一 〇

七 六 六 六 六 六 六 五 五
〇 八 七 六 五 二 二 五 〇

四 四 四 四 四 四 三
九 九 七 七 六 六 八

条

例
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こ
う
し
た
中
、
山
口

県 と
民 の ス 附 第 第
共 交 ポ 則 二 一
通 流 ー 章 章
の 及 ツ
文 び は ス 総
化 地 、 ポ 則
と 域 心 ー （
し と 身 ツ 第

目 山
前 次 口
文 県

山 条
口 例
県 第
ス 二
ポ 号
ー

山 こ に
平 口 の 相
成 県 条 附 当
二 ス 例 す
十 ポ は 則 る
四 ー 、 額
年 ツ 平 以
三 推 成 上

第 第 （
三 出 二 調 号
条 資 条 査 の

し 等 規
政 て 政 の 定
令 い 令 対 に
第 る 第 象 基
百 一 百 と づ
五 般 五 な き

県
に
お
い
て
は
、
全
て
の
県
民

て 地 の の 一
県 域 健 推 条
民 と 全 進
生 の な に 第
活 交 発 関 六
の 流 達 す 条
向 を 、 る ）
上 促 健 基
や 進 康 本
地 し 及 的
域 、 び 施
社 地 体 策

ツ
推
進
条
例

月 進 二 二
二 条 十 分
十 例 四 の
一 を 年 一
日 こ 四 に

こ 月 相
に 一 当
公 日 す
布 か る
す ら 額
る 施 未
。 行 満

十 社 十 る 、
二 団 二 法 県
条 法 条 人 が
第 人 第 の 出
四 及 一 範 資
項 び 項 囲 等
第 一 第 ） を
二 般 三 し
号 財 号 て
の 団 の い
条 法 条 る
例 人 例 法

が
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
、
観
る

会 域 力 （
の の の 第
健 一 保 七
全 体 持 条
な 感 増
発 や 進 第
展 活 、 二
に 力 精 十
不 を 神 条
可 醸 的 ）
欠 成 な

す の
る 額
。 の

債
務
を
負
担
し
て
い

で 並 で 人
定 び 定 で
め に め 知
る 株 る 事
法 式 法 の
人 会 人 調
は 社 は 査
、 と 、 等
県 す 県 の
が る が 対
そ 。 資 象

、
又
は
支
え
る
立
場
か
ら
参

な す 充
も る 足
の こ 感
と と の
な に 獲
っ よ 得
て り 、
い 、 自
る 地 律
。 域 心

の そ

る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

の 本 と
者 金 な
の 、 る
た 基 も
め 本 の
に 金 の
そ そ 範
の の 囲
資 他 を
本 こ 定
金 れ め

加
し
た
お
い
で
ま
せ
！
山
口

活 の
性 他
化 の
に 精
も 神
重 の
要 涵
な 養
役 等
割 に
を 資

山
口
県
知
事

二

財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社

、 ら る
基 に も
本 準 の
金 ず と
そ る す
の も る
他 の 。
こ の
れ 四
ら 分
に の

国
体
及
び
お
い
で
ま
せ
！

果 す
た る
し と
て と
お も
り に
、 、
今 人
日 と
、 人

井

関

成

と
す
る
。

準 一
ず 以
る 上
も 二
の 分
の の
四 一
分 未
の 満
一 を

二
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４
と
が ス
で ポ
き ー
る ツ
よ は
う 、
、 障

３ ２
じ た 競
。 め ス 技 ス
） 特 ポ 水 ポ
、 に ー 準 ー
家 重 ツ ツ（
庭 要 は 以 は
及 で 、 下 、
び あ と 山「

第 （
い る 二 基 し る
。 場 条 本 、 と

所 理 も と
に ス 念 っ も
お ポ ） て に
い ー 県 、
て ツ 民 ス
、 は の ポ

第 合 動（
一 目 的 に
条 的 か 参

） 第 つ 画
こ 一 計 す
の 章 画 る
条 的 こ
例 総 に と
は 則 推 を

あ ス 山
こ る こ ポ 口
こ 。 の ー 大
に 成 ツ 会
、 果 に を
私 を 関 契
た 次 す 機
ち 代 る と
は に 取 し

障 害
害 者
の の
種 自
類 立
及 及
び び
程 社
度 会
に 参
応 加
じ の

地 る り 競 口
域 と わ 技 県
住 の け 水 の
民 認 心 準 ス
そ 識 身 」 ポ
の の の と ー
他 下 成 い ツ
の に 長 う 選
関 、 の 。 手
係 学 過 ） が
者 校 程 の 全
相 、 に 向 国

自 、 心 ー
主 こ 身 ツ
的 れ の の
に を 健 推
そ 通 全 進
の じ な に
関 て 発 関
心 幸 達 す
及 福 、 る
び で 明 施
適 豊 る 策
性 か く

、 進 通
ス す じ
ポ る て
ー た 、
ツ め 健
の 、 や
推 こ か
進 の で
に 条 心
つ 例 豊
い を か
て 制 な

、 引 組 て
将 き の 、
来 継 普 ス
に ぎ 及 ポ
わ 、 、 ー
た 山 ス ツ
り 口 ポ に
、 県 ー 対
各 の ツ す
々 貴 施 る
の 重 設 関
関 な の 心

必 促
要 進
な に
配 重
慮 要
を な
し 役
つ 割
つ を
推 担
進 う

互 ス あ 上 的
間 ポ る に な
の ー 青 資 規
連 ツ 少 す 模
携 団 年 る の
を 体 に 諸 ス
図 よ 施 ポ（
り ス る 策 ー
な ポ ス 相 ツ
が ー ポ 互 の
ら ツ ー の 競

の
等 な 豊 基
に 生 か 本
応 活 な と
じ を 県 な
て 営 民 るス む 生 事ポ こ 活 項ー と の をツ が 形 定に 人 成 め親 々 及

、 定 県
基 す 民
本 る 生
理 。 活
念 及
を び
定 活
め 力
、 あ
並 る
び 地

心 財 充 が
、 産 実 一
適 と 等 層
性 し 、 の
等 て 今 高
に 活 後 ま
応 用 の り
じ し ス を
て 、 ポ 見
、 健 ー せ
日 康 ツ る

さ も
れ の
な で
け あ
れ る
ば こ
な と
ら に
な 鑑
い み
。 、

推 の ツ 有 技
進 振 活 機 会
さ 興 動 的 に
れ の が な お
な た 生 連 い
け め 涯 携 て
れ の に を 優
ば 事 わ 図 秀
な 業 た り な
ら を る つ 成
な 行 県 つ 績

るし の び こむ 権 活 とこ 利 力 にと で の よが あ あ りで る る 、き こ 社 スる と 会 ポよ に の ーう 鑑 実
ツに み 現

に 域
県 社
及 会
び の
ス 実
ポ 現
ー を
ツ 目
団 指
体 す
の こ

常 で の と
的 活 推 と
に 力 進 も
ス に の に
ポ 満 た 、
ー ち め 選
ツ た の 手
に 県 重 の
親 づ 要 指
し く な 導
み り 基 体

障
害
者
が
自
主
的
か
つ
積
極

い う 民 、 を
。 こ の 効 収

と 心 果 め
を 身 的 る
主 の に こ
た 健 推 と
る 康 進 が
目 の さ で
的 増 れ き
と 進 な る
す と け よ

のす 、 に
推る 県 寄
進こ 民 与
にと が す
関を 生 る
す旨 涯 こ
ると に と
施し わ を
策て た 目
を、 っ 的
総推 て と

責 と
務 を
並 決
び 意
に し
県 、
民 ス
及 ポ
び ー
事 ツ
業 の

、 を 盤 制
ス 進 を の
ポ め 得 整
ー て た 備
ツ い 。 に
を く よ
楽 こ る
し と 競
み は 技
、 、 力
又 私 の

的
に
ス
ポ
ー
ツ

三 を
行
う
こ

る 豊 れ う
団 か ば 、
体 な な ス
を 人 ら ポ
い 間 な ー
う 性 い ツ
。 の 。 に
以 涵 関
下 養 す
同 の る

合進 あ す
的さ ら る
かれ ゆ 。
つな る
計け 機
画れ 会
的ば と
にな あ
推ら ら

な ゆ 進

者 推
の 進
役 に
割 関
を す
明 る
ら 施
か 策
に を
す 総

は た 向
ス ち 上
ポ 山 、
ー 口 地
ツ 県 域
を 民 に
支 の 根
え 責 差
る 務 し
活 で た
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第
二
章

ス
ポ

第 第（ （
ポ 六 県 力 五 ス
ー 条 民 す 条 ポ
ツ 及 る ー
の 県 び よ ス ツ
発 民 事 う ポ 団
展 及 業 努 ー 体
及 び 者 め ツ の
び 事 の る 団 責

２ 第 （
的 四 市 う
な 県 条 町 に
助 は と 配
言 、 県 の 慮
そ 市 は 連 し
の 町 、 携 た
他 が ス ） 施
の 自 ポ 策

３ ２ 第 （
者 合 三 県

県 、 県 的 条 の
は 市 は に 責
、 町 、 策 県 務
地 等 前 定 は ）
域 の 項 し 、
の 間 の 、 前
振 の 施 及 条

６ ５
い て 進
。 、 ス さ ス

当 ポ れ ポ
該 ー な ー
地 ツ け ツ
域 は れ は
に 、 ば 、
お 人 な こ

ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的

将 業 役 も 体 務
来 者 割 の は ）
の は ） と 、
世 、 す 基
代 ス る 本
へ ポ 。 理
の ー 念
継 ツ に
承 が の
に 県 っ
配 民 と
慮 生 り

必 主 ー を
要 的 ツ 推
な か の 進
支 つ 推 す
援 主 進 る
を 体 に よ
行 的 関 う
う に す 努
よ そ る め
う の 施 る
努 地 策 も
め 域 を の

興 連 策 び に
に 携 を 実 規
関 を 策 施 定
す 促 定 す す
る 進 し る る
施 す 、 責 ス
策 る 及 務 ポ
と よ び を ー
連 う 実 有 ツ
携 努 施 す の
し め す る 推
て る る 。 進

け 々 ら れ
る が な を
全 そ い 通
て の 。 じ
の 居 て
世 住 県
代 す 民
の る の
人 地 心
々 域 身
の に の
交 お 健

施
策

す 活 、
る 及 ス
よ び ポ
う 地 ー
努 域 ツ
め 社 の
る 会 推
こ に 進
と お に
に い 主
よ て 体

る の 策 と
も 特 定 す
の 性 し る
と に 、 。
す 応 及
る じ び
。 た 実

ス 施
ポ す
ー る
ツ に

ス も に に
ポ の 当 関
ー と た す
ツ す っ る
の る て 基
推 。 は 本
進 、 理
を 県 念
図 民 （
る の 以
よ 意 下

流 い 康
が て 及
促 、 び
進 主 体
さ 体 力
れ 的 の
、 に 保
か 協 持
つ 働 増
、 す 進
地 る が

っ 果 的
て た に
、 す 取
ス 役 り
ポ 割 組
ー に む
ツ つ と
の い と
推 て も
進 の に
に 理 、

の 当
推 た
進 っ
に て
関 は
す 、
る 市
施 町
策 と
を の
策 連

う 見 「
努 を 基
め 反 本
る 映 理
と さ 念
と せ 」
も る と
に よ い
、 う う
行 努 。
政 め ）

域 こ 図
間 と ら
の に れ
交 よ る
流 り よ
の 身 う
基 近 、
盤 に ス
が 親 ポ
形 し ー
成 む ツ

積 解 県
極 を が
的 深 実
な め 施
役 る す
割 と る
を と ス
果 も ポ
た に ー
す 、 ツ
も 地 の

定 携
し に
、 努
及 め
び る
実 も
施 の
す と
る す
こ る
と 。

の る に
各 と の
分 と っ
野 も と
に に り
お 、 、
い 県 ス
て 民 ポ
、 、 ー
ス ス ツ
ポ ポ の

さ こ を
れ と 行
る が う
も で 者
の き の
と る 安
な よ 全
る う の
よ に 確
う す 保
推 る に

の 域 推
と に 進
す お に
る け 関
。 る す

主 る
体 施
的 策
な に
ス 協

を
促
進
す
る
た
め
、
技
術

ー ー 推
ツ ツ 進
の 団 に
推 体 関
進 、 す
に 学 る
資 校 施
す 、 策
る 事 を
よ 業 総

進 と 必
さ と 要
れ も な
な に 配
け 、 慮
れ こ を
ば れ し
な を つ
ら 通 つ
な じ 推

四
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第
す 十
る 一
機 条
会
の 県
提 は
供 、
、 障

２ 第（
障 他 の 十
害 の 県 促 条
者 必 は 進
ス 要 、 そ 県
ポ な 学 の は
ー 施 校 他 、
ツ 策 教 の 地
の を 育 必 域

第（ （
青 境 九 競 を 営
少 の 条 技 講 す
年 整 水 ず る
の 備 県 準 る ス
ス 、 は の も ポ
ポ 医 、 向 の ー
ー 学 競 上 と ツ
ツ 、 技 ） す 団

第 ５ ４（
八 生 る
条 涯 前 知 。

ス 二 事
県 ポ 項 は
は ー の 、
、 ツ 規 推
県 の 定 進
民 推 は 計

３ ２ 第 （
う 推七

知 推 。 進条
進 ） 計事
計 を 画は 知
画 策 ）、 事
は 定推 は
、 し進 、
ス な計 ス

障 害
害 者
者 が
ス 自
ポ 主
ー 的
ツ か
に つ
関 積
す 極
る 的
普 に

推 講 に 要 に
進 ず お な お
） る け 施 け

も る 策 る
の ス を 青
と ポ 講 少
す ー ず 年
る ツ る に
。 活 も よ

動 の る
の と ス
充 す ポ

活 歯 水 る 体
動 学 準 。 （
の 、 の 以
充 生 向 下
実 理 上 「
） 学 を 地

、 図 域
心 る ス
理 た ポ
学 め ー
、 、 ツ
力 ス ク

が 進 、 画
生 ） 推 を
涯 進 策
に 計 定
わ 画 し
た の た
っ 変 と
て 更 き
そ に は
の つ 、
関 い 遅
心 て 滞

ポ け画 ポ
ー れ ーの
ツ ば ツ案
の な のを
推 ら 推作
進 な 進成
に い にし
関 。 関よ
すう す
ると る
施す 施
策

及 ス
啓 ポ
発 ー
そ ツ
の を
他 行
の う
必 こ
要 と
な が
施 で

実 る ー
を 。 ツ
図 活
る 動
た の
め 充
、 実
ス を
ポ 図
ー る
ツ た

学 ポ ラ
等 ー ブ
の ツ 」
ス 選 と
ポ 手 い
ー の う
ツ 計 。
に 画 ）
関 的 の
す な 活
る 育 動

又 準 な
は 用 く
適 す 、
性 る こ
等 。 れ
に を
応 公
じ 表
て し
身 な
近 け

る 策
をと の
総き 総
合は 合
的、 的
かあ かつら つ計か 計画じ 画的め 的に、 な推

策 き
を る
講 よ
ず う
る に
も す
の る
と た
す め
る 、
。 障

に め
関 、
す 学
る 校
教 、
員 家
の 庭
資 及
質 び
の 地
向 域

諸 成 の
科 、 支
学 ス 援
の ポ 、
知 ー 多
見 ツ 様
の の な
活 指 ス
用 導 ポ
の 者 ー
促 の ツ

に れ
ス ば
ポ な
ー ら
ツ な
に い
親 。
し
む
こ
と

県 推進民 進すの をる意 図た見 るめを たの反 め基映 、本す ス的る ポな
こ ー事

害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ

上 の
、 連
地 携
域 に
に よ
お る
け 青
る 少
ス 年
ポ の
ー 体

進 確 活
そ 保 動
の 及 に
他 び 参
の 養 加
必 成 す
要 、 る
な ス 機
施 ポ 会
策 ー の
を ツ 提

が
で
き
る
よ
う
、
地
域
に
お

と ツ項
が のそ
で 推の
き 進他
る に必
よ 関要
う すな
に る事
適 計項
切 画を
な 定 （

た
ス
ポ
ー
ツ
活

五 動
に
参
加

ツ 力
の の
指 向
導 上
者 に
の 向
活 け
用 た
そ 取
の 組

講 選 供
ず 手 そ
る の の
も 練 他
の 習 の
と の 必
す た 要
る め な
。 の 施

環 策

い
て
住
民
が
主
体
的
に
運

措 以め
置 下る
を も 「
講 推の
ず 進と
る 計す
も 画る

」の 。
とと

す い
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（
顕
彰
）

第 ３ ２ 第（
十 人 ポ 十
七 材 県 ス ー 六
条 の は ポ ツ 条

育 、 ー 推
県 成 ス ツ 進 県
は ） ポ 推 月 民
、 ー 進 間 の
ス ツ 月 を 間

第 ２（ （
ス よ 十 ス
ポ る 五 ポ 県
ー ス 条 ー は
ツ ポ ツ 、
推 ー 県 団 県
進 ツ は 体 民
月 活 、 及 、
間 動 ス び ス

第 （
策 活 十 県 の ク
を 動 四 民 と ラ
講 条 運 す ブ（
ず 以 動 る へ
る 下 県 の 。 の
も は 促 参「
の 県 、 進 加
と 民 県 ） の

第 第（ （
十 ス 対 十 健
三 ポ す 二 康
条 ー る 条 及

ツ 研 び
県 を 修 県 体
は 通 、 は 力
、 じ ス 、 の
ス た ポ ス 保

ポ 推 間 設 に
ー 進 は け 広
ツ 月 、 る く
の 間 毎 。 ス
推 の 年 ポ
進 趣 十 ー
を 旨 月 ツ
担 に と に
う ふ す 対
専 さ る す
門 わ 。 る
的 し 関

） へ ポ 企 ポ
の ー 業 ー
支 ツ に ツ
援 の よ 団
そ 普 る 体
の 及 ス 、
他 又 ポ 学
の は ー 校
必 競 ツ 、
要 技 活 事
な 水 動 業
施 準 へ 者

す 運 民 促
る 動 が 進
。 」 生 、

と 涯 地
い に 域
う わ の
。 た 特
） っ 性
の て に
促 そ 応
進 の じ
を 関 た

ポ 地 ー ポ 持
ー 域 ツ ー 増
ツ の に ツ 進
を 活 お を ）
通 性 け 通
じ 化 る じ
て ） 事 た
地 故 県
域 の 民
に 防 の
お 止 健
け に 康

な い 心
人 事 と
材 業 理
を を 解
育 実 を
成 施 深
す す め
る る る
た も と
め の と
、 と も

策 の の 、
を 向 支 市
講 上 援 町
ず を ） 等
る 図 と
も る 連
の 上 携
と で し
す ス 、
る ポ 県
。 ー 民

図 心 ス
る 及 ポ
た び ー
め 適 ツ
、 性 に
県 等 関
民 に す
運 応 る
動 じ 取
に て 組
関 身 へ

る 関 及
世 す び
代 る 体
間 知 力
及 識 の
び の 保
世 普 持
代 及 増
内 啓 進
の 発 を
交 そ 図

研 す に
修 る 、
の 。 積
実 極
施 的
そ に
の ス
他 ポ
の ー
必 ツ
要 の

ツ 運
団 動
体 を
及 促
び 進
企 す
業 る
が た
果 め
た の
す 体

す 近 の
る に 支
普 ス 援
及 ポ 、
啓 ー 各
発 ツ 種
、 に の
県 親 競
民 し 技
運 む 会
動 こ 等

流 の る
又 他 た
は の め
地 必 、
域 要 運
間 な 動
の 施 の
交 策 習
流 を 慣
を 講 の
促 ず 確

な 推
施 進
策 に
を 関
講 す
ず る
る 活
も 動
の を
と 行
す う

役 制
割 を
の 整
重 備
要 す
性 る
に も
鑑 の
み と
、 す
ス る

の と の
推 が 開
進 で 催
に き 又
寄 る は
与 社 誘
す 会 致
る の そ
人 実 の
材 現 他
の に の

進 る 立
し も に
、 の 向
地 と け
域 す た
の る 取
活 。 組
性 の
化 促
を 進
図 、

る 意
。 欲

を
高
め
る
た
め
、
ス

ポ 。
ー
ツ
団
体
及
び
企
業
に

育 向 必
成 け 要
そ た な
の 県 施
他 民 策
の の を
必 自 講
要 主 ず
な 的 る
施 な も

る ス
た ポ
め ー
、 ツ
地 の
域 指
ス 導
ポ 者
ー 等
ツ に

六
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第 第
三 二
章 章

助 基
産 本
施 的
設 事

目 山
第 次 口
一 県
章 児 条

童 例
総 福 第
則 祉 三

施 号（
第 設

第
児 こ 二

平 童 の 十
成 福 条 附 条
二 祉 例
十 施 は 則 県
四 設 、 は
年 の 平 、
三 設 成 ス

３ ２（
財 も 等
政 の 県 の 前
上 と は 利 項
の す 、 便 の
措 る 県 性 規
置 。 民 の 定
） に 向 に

と 上 よ

第 第（
な 十 施 寄 十
施 九 設 与 八
策 条 の し 条
を 整 た
講 県 備 者 県
ず は 及 を は
る 、 び 顕 、
も 県 利 彰 県

項（
第 （
十 第
五 三
条 条
・
第 第
十 十
六 四
条 条
） ）

一 の
条 設
・ 備
第 及
二 び
条 運
） 営

に
関
す
る
基

月 備 二 ポ
二 及 十 ー
十 び 四 ツ
一 運 年 の
日 営 四 推

に 月 進
関 一 に
す 日 関
る か す
基 ら る
準 施 施
を 行 策

っ を り
て 図 ス
身 る ポ
近 よ ー
な う ツ
ス 努 施
ポ め 設
ー る を
ツ も 整
活 の 備
動 と す
の す る

の 民 用 す 民
と が ） る の
す 身 も ス
る 近 の ポ
。 に と ー

ス す ツ
ポ る に
ー 。 対
ツ す
に る
親 関
し 心

準
を
定
め
る
条
例

定 す を
め る 推
る 。 進
条 す
例 る
を た
こ め
こ 、
に 必
公 要
布 な

場 る に
の 。 当
充 た
実 っ
を て
図 は
る 、
た 当
め 該
、 ス
学 ポ

む 及
こ び
と ス
が ポ
で ー
き ツ
る を
よ 行
う う
、 意
ス 欲

す 財
る 政
。 上

の
措
置
を
講
ず
る
よ

校 ー
そ ツ
の 施
他 設
の の
施 利
設 用
を の
容 実
易 態
に 等

ポ を
ー 高
ツ め
施 る
設 た

め（
ス 、
ポ ス
ー ポ
ツ ー
の ツ

山
口
県
知
事

二

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

利 に
用 応
す じ
る て
こ 、
と 安
が 全
で の
き 確
る 保
よ を

設 で
備 顕
を 著
含 な
む 成
。 果
以 を
下 収
同 め
じ た
。 者

七

井

関

成

う 図
必 る
要 と
な と
施 も
策 に
を 、
講 障
ず 害
る 者

） 及
の び
整 ス
備 ポ
そ ー
の ツ
他 の
の 推
必 進
要 に
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第
二
章

基
本

５ ４ ３ ２
ら ば
な 児 児 児 な 児
い 童 童 童 ら 童
。 福 福 福 な 福

祉 祉 祉 い 祉
施 施 施 。 施
設 設 設 設
の に は は

第 第（ （
二 一 趣一（
条 般 障 旨条

原 害 ）
児 則 児 こ
童 ） 入 の
福 所 条
祉 施 例
施 設 は

附 第 第 第 第
則 十 十 十 九

第 二 一 章 章
一 章 章
章 児 情

雑 児 童 緒
総 則 童 自 障
則 家 立 害（

第 第 第 第 第
八 七 六 五 四
章 章 章 章 章

児 児 保 母 乳
童 童 育 子 児
養 厚 所 生 院
護 生 活（ （

的
事
項

構 は 、 、
造 、 そ 地
設 法 の 域
備 の 運 社
に 目 営 会
は 的 の と
、 を 内 の
採 達 容 交
光 成 に 流
、 す つ 及
換 る い び
気 た て 連

設 及 、
は び 児
、 児 童
入 童 福
所 発 祉
者 達 法
の 支 （
人 援 昭
権 セ 和
に ン 二
十 タ 十
分 ー

第 庭 支 児
五 支 援 短
十 援 施 期
五 セ 設 治
条 ン 療（
） タ 第 施

ー 四 設
十（ （

第 六 第
五 条 四
十 十
二 第 二

施 施 第 支 第
設 設 二 援 十

十 施 七（ （
第 第 八 設 条
三 三 条 （
十 十 第 第
六 二 第 二 二
条 条 三 十 十

十 二 一
第 第 一 条 条
四 三 条 ）
十 十 ） 第

、 め 自 携
照 に ら を
明 必 評 図
、 要 価 り
保 な を 、
温 設 行 児
、 備 い 童
清 を 、 の
潔 設 そ 保
保 け の 護
持 な 結 者

二
に を 年
配 除 法
慮 く 律
す 。 第る 以 百と 下 六と 同 十も じ 四に 。 号、 ） 。個 の

条 五 条
十

第 一 第
五 条 四
十 ） 十
四 五
条 条
） ）

一 五 二
条 条 十
） ） 七

条
）

そ け 果 及
の れ を び
他 ば 公 地
入 な 表 域
所 ら す 社
者 な る 会
の い よ に
保 。 う 対
健 努 し
衛 め 、
生 な そ

以人 設 下の 備
人 及 「

法格 び 」を 運 と尊 営 い重 に うし 関 。、 す ）そ る 第の 基
及 け の
び れ 運
安 ば 営
全 な の
に ら 内
つ な 容
い い を
て 。 適
十 切
分 に
な 説

四運 準
十営 を
五を 定
条行 め
第わ る
一な も
項け の
のれ と
規ば す
定な る
にら 。

考 明
慮 す
を る
払 よ
わ う
な 努
け め
れ な
ば け
な れ

基な
づい
き。
、
児
童
福
祉
施
設

八
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２
な

児 け
童 れ
福 ば
祉 な
施 ら
設 な
は い

第 ５ ４（
法 七 食

条 事 児 前（
第 ） 童 項
十 児 福 の
四 童 祉 訓
条 福 施 練
の 祉 設 の
規 施 は う

３ ２ 第
を 防 じ 六

児 整 児 災 て 条
童 備 童 計 、
福 し 福 画 地 児
祉 、 祉 」 震 童
施 こ 施 と 、 福
設 れ 設 い 風 祉
は ら は う 水 施

第 ２（ （
非 五 差 ら
常 条 別 児 な
災 的 童 い
害 児 取 福 。
対 童 扱 祉
策 福 い 施
） 祉 の 設

施 禁 は

第 第（ （
四 職 て 三 職
条 員 、 条 員

の 児 の
児 知 童 児 要
童 識 の 童 件
福 及 福 福 ）
祉 び 祉 祉
施 技 に 施

、 。
児
童
の
食
育
の
推
進
に
努
め

定 設 、 ち
に 前 、（
よ 助 二 避
り 産 項 難
、 施 の 及
当 設 訓 び
該 を 練 消
児 除 の 火
童 く 結 の
福 。 果 訓
祉 以 に 練
施 下 基 は

、 の 、 。 害 設
非 体 施 ） 、 は
常 制 設 を 火 、
災 に 内 策 災 消
害 つ 防 定 そ 火
に い 災 し の 器
備 て 計 な 他 、
え 定 画 け の 非
る 期 に れ 災 常
た 的 基 ば 害 口
め に づ な が そ
、 職 き ら 発 の

設 止 、
は ） 職
、 員
入 に
所 対
者 し
の 、
国 そ
籍 の
、 資
信 質
条 の

設 能 関 設
の の す の
職 向 る 職
員 上 知 員
は 等 識 は
、 ） 及 、
常 び 健
に 技 全
自 能 な
己 を 心
研 修 身
鑽 得 を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設 こ づ 、
の の き 毎
調 項 、 月
理 に 施 一
室 お 設 回
を い 内 以
兼 て 防 上
ね 同 災 行
て じ 計 わ
い 。 画 な
る ） の け

こ 員 、 な 生 他
れ 及 非 い し の
に び 常 。 た 非
対 入 災 場 常
す 所 害 合 災
る 者 時 に 害
不 等 の お に
断 に 関 け 対
の 周 係 る す
注 知 機 安 る
意 す 関 全 必

、 向
性 上
別 の
、 た
社 め
会 に
的 必
身 要
分 な
又 研
は 修

に し 有
励 た し
み も 、
、 の か
法 で つ
の な 、
目 け 豊
的 れ か
を ば な
達 な 人
成 ら 間

他 は 検 れ
の 、 証 ば
社 入 及 な
会 所 び ら
福 者 必 な
祉 に 要 い
施 食 な 。
設 事 見
の を 直
調 提 し
理 供 を

と る へ の 要
訓 と の 確 な
練 と 通 保 設
を も 報 の 備
す に 及 た を
る 、 び め 設
よ 市 連 の け
う 町 絡 体 る
努 等 の 制 と
め と 体 及 と
な の 制 び も

経 の
済 機
的 会
地 を
位 確
に 保
よ し
っ な
て け
、 れ
差 ば

す な 性
る い 及
た 。 び
め 倫
に 理
必 を
要 備
な え
知 る
識 と
及 と

室 す 行
に る わ
お と な
い き け
て は れ
調 、 ば
理 当 な
す 該 ら
る 児 な
方 童 い
法 福 。

け 連 並 避 に
れ 携 び 難 、
ば 協 に の 周
な 力 入 方 辺
ら 体 所 法 の
な 制 者 等 地
い を を を 域
。 整 円 定 の

備 滑 め 環
し に た 境
な 避 防 及

別 な
的 ら
取 な
扱 い
い 。
を
し
て
は
な
ら

び も
技 に
能 、
の 児
修 童
得 の
、 福
維 祉
持 の
及 増
び 進

九

を 祉
含 施
む 設
。 内
） で
に 調
よ 理
り す
行 る
わ 方

け 難 災 び
れ 誘 計 入
ば 導 画 所
な す 者（
ら る 以 の
な た 下 特
い め 性「
。 の 施 等

体 設 に
制 内 応

な
い
。

向 に
上 熱
に 意
努 の
め あ
な る
け 者
れ で
ば あ
な っ
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（
社
会
福
祉
施
設
を
併

２ 第 ２（
の 十 苦 な
職 児 三 情 け 児
員 童 条 の れ 童
以 福 処 ば 福
外 祉 児 理 な 祉
の 施 童 ） ら 施
者 設 福 な 設
を の 祉 い は

第 第（
十 秘 濫 第 十
二 密 用 三 一
条 を し 項 条

守 て の
児 る は 規 児
童 義 な 定 童
福 務 ら に 福
祉 ） な よ 祉

第 ２（ （
懲 し 十 虐 ら
戒 て 条 待 児 な
に は 等 童 い
関 な 児 の 福 。
す ら 童 禁 祉
る な 福 止 施
権 い 祉 ） 設
限 。 施 は

第 第（ （
九 衛 切 八 健
条 生 な 条 康

管 措 管
児 理 置 児 理
童 等 を 童 ）
福 ） 講 福
祉 じ 祉
施 な 施

置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員

関 う 施 。 、
与 ち 設 職
さ 乳 は 員
せ 児 、 又
な 院 入 は
け 、 所 職
れ 児 者 員
ば 童 又 で
な 養 は あ
ら 護 そ っ
な 施 の た
い 設 保 者

施 い り 施
設 。 懲 設
の 戒 の
職 に 長
員 関 は
又 し 、
は そ 入
職 の 所
員 児 中
で 童 の
あ 等 児
っ の 童

の 設 、
濫 の 感
用 職 染
の 員 症
禁 は 又
止 、 は
） 入 食

所 中
中 毒
の の
児 発
童 生

設 け 設
は れ （
、 ば 児
入 な 童
所 ら 厚
者 な 生
の い 施
使 。 設
用 及
す び
る 児
設 童

） 。 、 護 が
情 者 、
緒 等 正
障 か 当
害 ら な
児 の 理
短 苦 由
期 情 が
治 の な
療 適 く
施 切 、

た 福 等
者 祉 に
は の 対
、 た し
正 め 、
当 に 法
な 必 第
理 要 四
由 な 十
が 措 七
な 置 条

に を
対 予
し 防
、 し
法 、
第 又
三 は
十 そ
三 の
条 ま
の ん

備 家
及 庭
び 支
飲 援
用 セ
に ン
供 タ
す ー
る を
水 除
に く

設 か そ
及 つ の
び 迅 業
児 速 務
童 な 上
自 処 知
立 理 り
支 の 得
援 た た
施 め 人
設 に の

く を 第
、 と 一
そ る 項
の と 本
業 き 文
務 は の
上 、 規
知 心 定
り 身 に
得 の よ
た 苦 り

十 延
各 を
号 防
に 止
掲 す
げ る
る た
行 め
為 必
そ 要
の な

つ 。
い ）
て は
、 、
衛 入
生 所
的 者
な の
管 健
理 康
に 状

は 必 秘
、 要 密
苦 な を
情 措 漏
の 置 ら
解 を す
決 講 こ
を じ と
図 な が
る け な
た れ い

人 痛 親
の を 権
秘 与 を
密 え 行
を 、 う
漏 名 場
ら 誉 合
し 及 で
て び あ
は 尊 っ
な 厳 て

他 措
当 置
該 を
児 講
童 ず
の る
心 よ
身 う
に 努
有 め
害 な

努 態
め に
、 注
又 意
は を
衛 払
生 う
上 と
必 と
要 も
な に

め ば よ
、 な う
当 ら 必
該 な 要
児 い な
童 。 措
福 置
祉 を
施 講
設 じ

ら を 懲
な 害 戒
い す す
。 る る

等 と
そ き
の 又
権 は
限 同
を 条

な け
影 れ
響 ば
を な
与 ら
え な
る い
行 。
為
を

措 、
置 健
を 康
講 保
じ 持
な の
け た
れ め
ば に
な 適

一
〇
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２
委

心 託
理 す
療 る
法 乳
を 児
行 院
う に

第 ３（
栄 な 十 職
養 配 八 員 前
士 慮 条 ） 二
及 が 項
び 必 乳 に
調 要 児 規
理 な 院 定
員 児 す（

２ 第 ２（
く 十 設

乳 室 七 備 第
幼 、 条 ） 第 二
児 相 四 種
十 談 乳 章 助
人 室 児 産
未 、 院 乳 施
満 調 児 設（

第 ３ ２ 第（
十 第 十
六 二 五「 「
条 種 第 第 条

助 二 一
第 産 種 種 助
二 施 助 助 産
種 設 産 産 施
助 の 施 施 設

第（
種 す 社 十
類 る 会 四
） 第 職 福 条

三 員 祉
章 に 施 児

つ 設 童
助 い の 福
産 て 設 祉

必 あ
要 っ
が て
あ は
る 調
と 理
認 員
め を
ら 置
れ か
る な
乳 い

を 童 乳 る
置 に 幼 設
か 対 児 備
な 応 十 に
け す 人 関
れ る 未 し
ば 職 満 必
な 員 を 要
ら を 入 な
な い 所 基
い う さ 準
。 。 せ は

を 理 乳 院 の
入 室 児 嘱
所 、 又 託
さ 浴 は 医
せ 室 幼 は
る 及 児 、
乳 び 産（
児 便 以 婦
院 所 下 人
は を 科「
、 設 乳 の
乳 け 幼 診

産 職 設 設 は
施 員 」 」 、
設 ） と と 第
に は は 一
は 、 、 種
、 医 医 助
医 療 療 産
療 法 法 施
法 に 設（
に 規 昭 及
規 定 和 び
定 す 二 第

施 は 備 施
設 、 及 設

こ び は
の 職 、
限 員 他
り に の
で 兼 社
な ね 会
い る 福
。 こ 祉

と 施
が 設

幼 こ
児 と
又 が
は で
そ き
の る
保 。
護
者
十
人

た 以 る 、
だ 下 乳 規
し 同 児 則
、 じ 院 で
乳 。 を 定
幼 ） 除 め
児 、 く る
二 家 。 。
十 庭 ）
人 支 に
以 援 は

幼 な 児 療
児 け 」 に
の れ と 相
養 ば い 当
育 な う の
の ら 。 経
た な ） 験
め い 十 を
の 。 人 有
専 未 す
用 満 る

す る 十 二
る 助 三 種
職 産 年 助
員 所 法 産
の で 律 施
ほ あ 第 設
か る 二 と
、 助 百 す
規 産 五 る
則 施 号 。
で 設 ）

で を
き 併
る せ
。 て
た 設
だ 置
し す
、 る
入 と
所 き
者 は

以
上
に
心
理
療
法
を
行
う
場

下 専 、
を 門 規
入 相 則
所 談 で
さ 員 定
せ め（
る 児 る
乳 童 員
児 の 数
院 家 の
に 庭 医

の を 者
室 入 で
及 所 な
び さ け
相 せ れ
談 る ば
室 乳 な
を 児 ら
設 院 な
け を い
な 除 。

定 を に
め い 規
る う 定
員 。 す
数 る
の 病
専 院
任 又
又 は
は 診
嘱 療

の 、
居 必
室 要
及 に
び 応
各 じ
児 当
童 該
福 児
祉 童
施 福

合
に
は
、
規
則
で
定
め
る
員

あ 復 師
っ 帰 又
て 等 は
は の 嘱
個 支 託
別 援 医
対 を 、
応 行 看
職 う 護
員 者 師
を を 、

け く
れ 。
ば ）
な は
ら 、
な 寝
い 室
。 、

観
察
室

託 所
の で
助 あ
産 る
師 助
を 産
置 施
か 設
な を
け い
れ う

設 祉
に 施
特 設
有 の
の 設
設 備
備 及
並 び
び 職
に 員
入 の

数
の
心
理
療

一 法
一 担

当
職
員

、 い 個
調 う 別
理 。 対
の 以 応
業 下 職
務 同 員
の じ （
全 。 個
部 ） 別
を 、 的

、
診
察
室
、
病
室
、
ほ
ふ

ば 。
な
ら
な
い
。

所 一
者 部
の を
保 併
護 せ
に て
直 設
接 置
従 す
事 る
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な
い
。

第 （
二 養 四 三 二 一
十 育
一 の 知 乳 社 医
条 原 事 児 会 師

則 が 院 福 で
乳 ） 前 の 祉 あ
児 三 職 士 っ
院 号 員 の て

第 ２（
た 二 長 め
め 十 の る 看
の 条 資 。 護
研 格 師
修 乳 ） は
を 児 、
受 院 保
け の 育

第 ７ ６
き 十 課 第
者 九 程 心 十 家
を 条 を 理 三 庭
置 修 療 条 支
か 乳 め 法 第 援
な 幼 て 担 二 専
け 児 卒 当 項 門
れ 十 業 職 各 相

５ ４ ３
て （

医 前 、 看 心
師 項 代 理護
又 の え 療師
は 保 る 法は
嘱 育 こ を、
託 士 と 行保
医 の が う育

に に と 資 、
お 掲 し 格 小
け げ て を 児
る る 三 有 保
養 者 年 す 健
育 と 以 る に
は 同 上 者 関
、 等 勤 し
乳 以 務 て
幼 上 し 学
児 の た 識
の 能 者 経

た 長 士
者 は 又
で 、 は
あ 次 児
っ の 童
て 各 指
、 号 導
人 の 員
格 い を
が ず も
高 れ っ
潔 か て

ば 人 し 員 号 談
な 未 た は の 員
ら 満 者 、 い は
な を で 学 ず 、
い 入 あ 校 れ 社
。 所 っ 教 か 会

さ て 育 に 福
せ 心 法 該 祉
る 理 当 士（
乳 療 昭 す 若
児 法 和 る し
院 の 二 者 く

は ほ で 職士
、 か き 員又
小 、 る をは
児 乳 看 い児
科 幼 護 う童
の 児 師 。指
診 二 の 以導
療 十 員 下員
に 人 数 同（
相 以 は じ児
当 下 、 。童
の を 規 ）

心 力 験
身 を を
及 有 有
び す す
社 る る
会 と 者
性 認
の め
健 る
全 者
な で

で に こ
識 該 れ
見 当 に
が し 代
高 、 え
く か る
、 つ こ
乳 、 と
児 厚 が
院 生 で
を 労 き

に 技 十 で は
は 術 二 な 精
、 を 年 け 神
規 有 法 れ 保
則 す 律 ば 健
で る 第 な 福
定 も 二 ら 祉
め の 十 な 士
る 又 六 い の
員 は 号 。 資
数 こ ） 格

の
経 入 則 を生
験 所 で 置活
を さ 定 か指
有 せ め な導
す る る けをる 乳 。 れ行者 児 ばうで 院 な者な に らをけ は ないれ 、 い

発 あ
達 っ
を て
促 、
進 規
し 則
、 で
そ 定
の め
人 る
格 も

適 働 る
切 大 。
に 臣 こ
運 が の
営 指 場
す 定 合
る す に
能 る お
力 者 い
を が て
有 行 、

の れ に を
嘱 と 規 有
託 同 定 す
医 等 す る
、 以 る 者
看 上 大 、
護 の 学 乳
師 能 の 児
、 力 学 院
家 を 部 に
庭 有 で お

うば 規 。。な 則 以ら で 下な 定 同い め じ。 る 。員 ）数 をの
も保
っ育

の の
形
成
に
資
す
る
こ
と
と
な

す う 代
る 乳 え
も 児 る
の 院 こ
で の と
な 運 が
け 営 で
れ に き
ば 関 る
な し 看
ら 必 護

支 す 心 い
援 る 理 て
専 と 学 乳
門 認 を 幼
相 め 専 児
談 ら 修 の
員 れ す 養
及 る る 育
び 者 学 に
調 で 科 五
理 な 若 年

て士
こを
れ置
にか
代な
えけ
るれ
こば
とな
がら
でな

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な 要 師
い な の
。 知 員

識 数
を は
習 、
得 規
さ 則
せ で
る 定

員 け し 以
又 れ く 上
は ば は 従
こ な こ 事
れ ら れ し
に な に た
代 い 相 者
わ 。 当 又
る す は
べ る 法

きい
る。
。
こ
の
場
合
に
お
い

一
二
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四 三

知 母
事 子
が 生
前 活
三 支
号 援

第
二 一 な 必 二

け 要 十
社 医 れ な 四
会 師 ば 知 条
福 で な 識
祉 あ ら を 母
士 っ な 習 子
の て い 得 生

３ ２ 第（
長 ら る 二
の 第 な 心 職 十
資 十 い 理 員 三
格 八 。 療 及 条
） 条 法 び

第 を 調 母
七 行 理 子
項 う 員 生

５ ４ ３（
職 準
員 第 乳 乳 ず
） 一 幼 幼 る

項 児 児 設
、 三 三 備
第 十 十 を
三 人 人 設
項 以 未 け

２ 第 ２（
二 設

乳 十 備 乳
幼 二 ） 第 児
児 条 五 院
を 章 に
入 母 お
所 子 母 け
さ 生 子 る

に 施
掲 設
げ の
る 職
者 員
と と
同 し
等 て
以 三
上 年
の 以
能 上

資 、 。 さ 活
格 精 せ 支
を 神 る 援
有 保 た 施
す 健 め 設
る 又 の の
者 は 研 長

小 修 は
児 を 、
保 受 次
健 け の
に た 各

の 必 又 活
規 要 は 支
定 が こ 援
は あ れ 施
、 る に 設
前 と 代 に
項 認 わ は
の め る 、
心 ら べ 規
理 れ き 則
療 る 者 で
法 母 を 定

及 上 満 な
び を を け
前 入 入 れ
項 所 所 ば
に さ さ な
規 せ せ ら
定 る る な
す 母 母 い
る 子 子 。
設 生 生
備 活 活
に 支 支

せ 活 生 家
る 支 活 庭
母 援 支 環
子 施 援 境
生 設 施 の
活 は 設 調
支 、 整
援 母 は
施 子 、
設 室 乳
は 、 幼
、 集 児

力 勤
を 務
有 し
す た
る 者
と
認
め
る
者
で

関 者 号
し で の
て あ い
学 っ ず
識 て れ
経 、 か
験 人 に
を 格 該
有 が 当
す 高 し
る 潔 、

担 子 置 め
当 十 か る
職 人 な 員
員 以 け 数
に 上 れ の
つ に ば 母
い 心 な 子
て 理 ら 支
準 療 な 援
用 法 い 員
す を 。

関 援 援
し 施 施
必 設 設
要 は は
な 、 、
基 医 静
準 務 養
は 室 室
、 及 を
規 び 設
則 静 け

付 会 の
近 、 家
に 学 庭
あ 習 の
る 等 状
保 を 況
育 行 に
所 う 応
又 室 じ
は 及 、
児 び 親

あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も

者 で か
識 つ
見 、
が 厚
高 生
く 労
、 働
母 大
子 臣
生 が
活 指

（
る 行 母
。 う 子

場 の
合 生
に 活
は 支
、 援
規 を
則 行
で う
定 者

で 養 な
定 室 け
め を れ
る 設 ば
。 け な

な ら
け な
れ い
ば 。
な
ら

童 相 子
厚 談 関
生 室 係
施 を の
設 設 再
が け 構
利 な 築
用 け 等
で れ が
き ば 図
な な ら

の 支 定
援 す
施 る
設 者
を が
適 行
切 う
に 母
運 子
営 生
す 活

め を
る い
員 う
数 。
の 以
心 下
理 同
療 じ
法 。
担 ）
当 、

な
い
。

い ら れ
等 な る
の い よ
理 。 う
由 行
に わ
よ な
り け
必 れ
要 ば
が な

一
三

る 支
能 援
力 施
を 設
有 の
す 運
る 営
も に
の 関
で し

職 嘱
員 託
を 医
置 、
か 少
な 年
け を
れ 指
ば 導
な す

あ ら
る な
と い
き 。
は
、
保
育
所
に
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２

満
二
歳
以
上
の
幼

第 ２ 第（
二 設 合 二
十 備 前 に 十
八 ） 第 項 つ 七
条 六 の い 条

章 保 て
乳 育 準 次
児 保 所 用 章
又 育 に す （

第（ （
保 機 安 二 生
育 関 定 十 活
所 と が 六 支
に の 図 条 援
準 連 ら の
ず 絡 れ 母 原
る 調 る 子 則
設 整 よ 生 ）

五 四 三
に 文 く
従 部 は 学 精 社
事 科 通 校 神 会
し 学 常 教 保 福
た 大 の 育 健 祉
も 臣 課 法 福 士
の が 程 に 祉 の

第 （
二 一 二 母

を 十 子
保 卒 地 五 支
育 業 方 条 援
士 し 厚 員
の た 生 母 の
資 者 局 子 資
格 長 支 格

児
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
は
、

は 所 準 る 保
満 ず 。 育
二 る 士
歳 設 に
に 備 係
満 の る
た 保 部
な 育 分
い 士 を
幼 の 除
児 員 く
を 数 。

備 を う 活
） 行 、 支

う 個 援
等 々 施
の の 設
支 母 に
援 子 お
に の け
よ 家 る
り 庭 生
、 生 活
そ 活 支

こ に 規 士 資
れ よ 定 の 格
と る す 資 を
同 十 る 格 有
等 二 高 を す
以 年 等 有 る
上 の 学 す 者
の 学 校 る
資 校 若 者
格 教 し
を 育 く
有 を は

を 又 援 ）
有 は 員
す 地 は
る 方 、
者 厚 次

生 の
支 各
局 号
長 の

い（
以 ず
下 れ

保
育
室
又
は
遊
戯
室
、
屋
外

入 は ）
所 、 の
さ 規 規
せ 則 定
る で は
保 定 、
育 め 第
所 る 二
は 。 十
、 二
乳 条

の 及 援
自 び は
立 稼 、
の 働 母
促 の 子
進 状 を
を 況 共
目 に に
的 応 入
と じ 所
し 、 さ

す 修 中
る 了 等
と し 教
認 た 育
定 者 学
し 校（
た 通 を
者 常 卒

の 業（
以 課 し
下 程 た

か「
地 に
方 該
厚 当
生 す
局 る
長 者
等 で
」 な
と け
い れ

遊
戯
場
（
保
育
所
の
付
近
に

児 第
室 二
又 項
は の
ほ 規
ふ 定
く に
室 よ
、 り
医 母
務 子

、 就 せ
か 労 る
つ 、 施
、 家 設
そ 庭 の
の 生 特
私 活 性
生 及 を
活 び 生
を 児 か
尊 童 し

以 者「
学 外 、
校 の 同
教 課 法
育 程 第
修 に 九
了 よ 十
者 り 条
等 こ 第
」 れ 二
と に 項

う ば
。 な
） ら
の な
指 い
定 。
す
る
児
童
福

あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る

室 生
、 活
調 支
理 援
室 施
及 設
び に
便 保
所 育
を 所
設 に

重 の つ
し 養 つ
て 育 、
行 に 親
わ 関 子
な す 関
け る 係
れ 相 の
ば 談 再
な 、 構
ら 助 築

総 相 の
称 当 規
す す 定
る る に
。 学 よ
） 校 り
で 教 大
あ 育 学
っ を へ
て 修 の
、 了 入

祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る

べ
き
場
所
を
含
む
。
以
下

け 準
な ず
け る
れ 設
ば 備
な を
ら 設
な け
い る
。 場

な 言 等
い 及 及
。 び び

指 退
導 所
並 後
び の
に 生
関 活
係 の

二 し 学
年 た を
以 者 認
上 を め
児 含 ら
童 む れ
福 。 た
祉 ） 者
事 又 若
業 は し

学
校
そ
の
他
の
養
成
施
設

一
四
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四 三

学 社
校 会
教 福
育 祉
修 士
了 の

２ 第 （
二 一 三 職

児 十 員
保 地 童 三 ）
育 方 の 条
士 厚 遊
の 生 び 児
資 局 を 童
格 長 指 厚

２ 第 第（
三 設 の 三

児 十 備 人 十
童 二 ） 第 格 一
館 条 七 の 条
そ 章 形
の 児 成 保
他 童 児 に 育
の 遊 童 資 所

第（ （
保 に 三 職 理
育 あ 十 員 の
の っ 条 ） た
原 て め
則 は 保 の
） 、 育 加

調 所 熱
理 に 、

第 ３（
い 二 設 同
て 十 備 前 じ
、 九 の 二 。
当 条 特 項 ）
該 例 に 、
保 規 ） 規 調
育 則 定 理
所 で す 室

者 資
等 格
で を
あ 有
っ す
て る
、 者
二
年
以
上
児

を 等 導 生
有 の す 施
す 指 る 設
る 定 者 に
者 す は は

る 、 、
児 次 規
童 の 則
福 各 で
祉 号 定
施 の め
設 い る

屋 園 厚 す に
内 そ 生 る お
の の 施 こ け
児 他 設 と る
童 の と 保
厚 屋 な 育
生 外 る は
施 の も 、
設 児 の 家
は 童 で 庭
、 厚 な と
集 生 け の

員 は 保
を 、 存
置 規 等
か 則 の
な で 機
い 定 能
こ め を
と る 有
が 員 す
で 数 る
き の 設
る 保 備

外 定 る 及
で め 設 び
調 る 備 便
理 要 に 所
し 件 関 を
搬 を し 設
入 満 必 け
す た 要 な
る す な け
方 保 基 れ
法 育 準 ば
に 所 は な

童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も

の ず 員
職 れ 数
員 か の
を に 児
養 該 童
成 当 の
す す 遊
る る び
学 者 を
校 で 指
そ な 導

会 施 れ 緊
室 設 ば 密
、 は な な
遊 、 ら 連
戯 広 な 携
室 場 い の
、 、 。 下
図 遊 に
書 具 、
室 及 養
及 び 護

。 育 を
士 備
、 え
嘱 る
託 も
医 の
及 と
び す
調 る
理 。
員

よ は 、 ら
る 、 規 な
こ 第 則 い
と 七 で 。
が 条 定
で 第 め
き 一 る
る 項 。
。 の
こ 規
の 定

の の け す
他 れ る
の ば 者
養 な を
成 ら 置
施 な か
設 い な
を 。 け
卒 れ
業 ば
し な

び 便 及
便 所 び
所 を 教
を 設 育
設 け を
け な 一
な け 体
け れ 的
れ ば に
ば な 行
な ら う

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場 に
合 か
に か
お わ
い ら
て ず
も 、
、 当
当 該
該 保
保 育

た ら
者 な

い
。

ら な こ
な い と
い 。 に
。 よ

り
、
乳
幼
児
の
健

。
た
だ
し
、
調
理
の
業
務
の

育 所
所 の
は 満
、 三
当 歳
該 以
保 上
育 の
所 幼
に 児
お に

一
五

全
な
発
育
を
促
進
し
、
そ

全
部
を
委
託
す
る
保
育
所

い 対
て す
行 る
う 食
必 事
要 の
が 提
あ 供
る に
調 つ
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４

第
十
八
条
第
六
項

３ ２
ば ら て び
な 実 な 心 は に
ら 習 い 理 栄 乳
な 設 。 療 養 児
い 備 法 士 が
。 を を を 入

設 行 、 所
け う 調 し

第 ３ ２ 第（
三 職 三
十 員 前 児 十
七 ） 二 童 六
条 項 三 条

に 十
児 規 人 児
童 定 以 童
養 す 上 養

２ 第（ （
設 な 三 非
備 第 け 十 常
） 第 六 れ 五 災

八 条 ば 条 害
章 な 対（

第 ら 児 策
児 三 な 童 の
童 項 い 遊 特

第 （
な 三 遊 六 五
け 十 び
れ 四 の 規 学
ば 条 指 則 校
な 導 で 教
ら 児 の 定 育
な 童 原 め 法
い 厚 則 る の

の
規
定
は
、
第
一
項
の
家
庭
支

て 必 理 て
職 要 の い
業 が 業 る
指 あ 務 児
導 る の 童
を と 全 養
行 認 部 護
う め を 施
場 ら 委 設
合 れ 託 に
に る す あ
は 児 る っ

護 る を 護
施 設 入 施
設 備 所 設
に に さ は
は 関 せ 、
、 し る 児
規 必 児 童
則 要 童 の
で な 養 居
定 基 護 室
め 準 施 、
る は 設 相

養 を 。 園 例
護 除 そ ）
施 く の
設 。 他

） の
の 屋
規 外
定 の
は 児
、 童
前 厚
項 生

。 生 ） 者 規
施 で 定
設 あ に
に っ よ
お て り
け 、 、
る 児 幼
遊 童 稚
び 厚 園
の 生 、
指 施 小
導 設 学

援
専
門
相
談
員
に
つ
い
て
準

、 童 児 て
規 十 童 は
則 人 養 看
で 以 護 護
定 上 施 師
め に 設 を
る 心 に 置
員 理 あ か
数 療 っ な
の 法 て け
職 を は れ

員 、 は 談
数 規 、 室
の 則 医 、
児 で 務 調
童 定 室 理
指 め 及 室
導 る び 、
員 。 静 浴
、 養 室
嘱 室 及
託 を び

の 施
児 設
童 に
厚 お
生 い
施 て
設 は
に 、
つ 地
い 震
て 、

は の 校
、 設 、
児 置 中
童 者 学
の 校（
自 市 、
主 町 高
性 以 等
、 外 学
社 の 校
会 者 又

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

業 行 調 ば
指 う 理 な
導 場 員 ら
員 合 を な

に 置 い（
児 は か 。
童 、 な た
の 規 い だ
職 則 こ し
業 で と 、
指 定 が 児

医 設 便
、 け 所
保 な を
育 け 設
士 れ け
、 ば な
個 な け
別 ら れ
対 な ば
応 い な
職 。 ら

は 風
、 水
適 害
用 、
し 火
な 災
い そ
。 の

他
の
災

性 が は
及 設 中
び 置 等
創 す 教
造 る 育
性 児 学
を 童 校
高 厚 の
め 生 教
、 施 諭
地 設 と

て
、
同
条
第
六
項
中
「
乳
児

導 め で 童
を る き 四
行 員 る 十
う 数 。 人
者 の 以
を 心 下
い 理 を
う 療 入
。 法 所
以 担 さ
下 当 せ

員 な
、 い
家 。
庭
支
援
専
門
相
談
員

害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け

域 に な
に あ る
お っ 資
け て 格
る は を
児 、 有
童 知 す
の 事 る
健 ） 者
全 が
な 適

院
」
と
あ
る
の
は
「
児
童

同 職 る
じ 員 児
。 を 童
） 置 養
を か 護
置 な 施
か け 設
な れ に
け ば あ
れ な っ

、
栄
養
士
及
び
調
理
員
並

る
避
難
の
方
法
等
を
定
め

育 当
成 と
に 認
資 め
す た
る も
よ の
う
行
わ

一
六
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九 八

学 学
校 校
教 教
育 育
法 修
の 了

七 六 五
に は

外 学 よ 学 こ
国 校 り 校 れ
の 教 大 教 ら
大 育 学 育 に
学 法 院 法 相
に に へ に 当

第 （
四 三 二 一 三 児

十 童
学 精 社 地 九 指
校 神 会 方 条 導
教 保 福 厚 員
育 健 祉 生 児 の
法 福 士 局 童 資
に 祉 の 長 指 格

四 三 二 一 な
い

知 児 社 医 。
事 童 会 師
が 養 福 で
前 護 祉 あ
三 施 士 っ
号 設 の て

第 ５（
識 三 長 養
を 十 の 第 護
習 八 資 十 施
得 条 格 八 設
さ ） 条 」
せ 児 第 と
る 童 七 、
た 養 項 「

規 者
定 等
に で
よ あ
り っ
、 て
小 、
学 二
校 年
、 以
中 上
学 児

お 規 の 規 す
い 定 入 定 る
て す 学 す 課
、 る を る 程
社 大 認 大 を
会 学 め 学 修
福 院 ら の め
祉 に れ 学 て
学 お た 部 卒
等 い 者 で 業
を て 、 し
専 、 社 た

規 士 資 等 導 ）
定 の 格 の 員
す 資 を 指 は
る 格 有 定 、
大 を す す 次
学 有 る る の
の す 者 児 各
学 る 童 号
部 者 福 の
で 祉 い
、 施 ず
社 設 れ

に の 資 、
掲 職 格 精
げ 員 を 神
る と 有 保
者 し す 健
と て る 又
同 三 者 は
等 年 小
以 以 児
上 上 保
の 勤 健
能 務 に

め 護 の 乳
の 施 規 幼
研 設 定 児
修 の は の
を 長 、 養
受 は 第 育
け 、 二 」
た 次 項 と
者 の の あ
で 各 心 る
あ 号 理 の
っ の 療 は

校 童
、 福
高 祉
等 事
学 業
校 に
又 従
は 事
中 し
等 た
教 も

修 社 会 者
す 会 福
る 福 祉
学 祉 学
科 学 等
又 等 に
は を 関
こ 専 す
れ 攻 る
ら す 科
に る 目

会 の か
福 職 に
祉 員 該
学 を 当
、 養 す
心 成 る
理 す 者
学 る で
、 学 な
教 校 け
育 そ れ

力 し 関
を た し
有 者 て
す 学
る 識
と 経
認 験
め を
る 有
者 す
で る

て い 法 「
、 ず 担 児
人 れ 当 童
格 か 職 の
が に 員 指
高 該 に 導
潔 当 つ 」
で し い と
識 、 て 読
見 か 準 み
が つ 用 替

育 の
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格

相 研 の
当 究 単
す 科 位
る 又 を
課 は 優
程 こ 秀
を れ な
修 ら 成
め に 績
て 相 で
卒 当 修

学 の ば
若 他 な
し の ら
く 養 な
は 成 い
社 施 。
会 設
学 を

卒（
以 業
下 し

あ 者
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も

高 、 す え
く 厚 る る
、 生 。 も
児 労 の
童 働 と
養 大 す
護 臣 る
施 が 。
設 指
を 定
適 す

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
知

業 す 得
し る し
た 課 た
者 程 こ

を と
修 に
め よ
て り
卒 、
業 同
し 法

た「
社 者
会
福
祉
学
等
」
と
い
う

の 切 る
に 者
運 が
営 行
す う
る 児
能 童
力 養
を 護
有 施
す 設

事
が
適
当
と

一 認
七 め

た
も
の

た 第
者 百

二
条
第
二
項
の
規
定

。
）
を
専
修
す
る
学
科
又

る の
も 運
の 営
で に
な 関
け し
れ 必
ば 要
な な
ら 知
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３

心
理
療
法
担
当
職

２ 第 ２（
理 支 四 職

医 員 援 十 員 前
師 を 専 三 ） 項
は 置 門 条 に
、 か 相 規
精 な 談 情 定
神 い 員 緒 す
科 こ 、 障 る

第 ４（
所 四 設
を 十 備 児
設 二 ） 第 童
け 条 九 養
な 章 護
け 情 施
れ 緒 情 設
ば 障 緒 に

３ ２ 第
が 援 養 四
で 児 に 児 い 十
き 童 よ 童 、 一
る 養 り 養 か 条
よ 護 行 護 つ
う 施 わ 施 、 児
、 設 な 設 将 童
適 に け に 来 養

第（ （
生 整 四 養 十
活 を 十 護
指 行 条 の 三
導 い 原 年
等 つ 児 則 以
の つ 童 ） 上
原 児 養 児
則 童 護 童

員
は
、
学
校
教
育
法
に
規
定
す

又 と 栄 害 設
は が 養 児 備
小 で 士 短 に
児 き 及 期 関
科 る び 治 し
の 。 調 療 必
診 理 施 要
療 員 設 な
に を に 基
相 置 は 準
当 か 、 は
の な 規 、

な 害 障 お
ら 児 害 け
な 短 児 る
い 期 短 家
。 治 期 庭

療 治 環
施 療 境
設 施 の
は 設 調
、 整
児 は
童 、

切 お れ お 自 護
な け ば け 立 施
相 る な る し 設
談 職 ら 学 た に
、 業 な 習 生 お
助 指 い 指 活 け
言 導 。 導 を る
、 は は 営 生
情 、 、 む 活
報 勤 児 た 指
の 労 童 め 導
提 の が に は

） を 施 福
養 設 祉
育 に 事
す お 業
る け に
こ る 従
と 養 事
に 護 し
よ は た
り 、 者
、 児 で
児 童 あ

る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学

経 け 則 規
験 れ で 則
を ば 定 で
有 な め 定
す ら る め
る な 員 る
者 い 数 。
で 。 の
な た 医
け だ 師
れ し 、

の 児
居 童
室 の
、 家
医 庭
務 の
室 状
、 況
静 に
養 応
室 じ

供 基 そ 必 、
等 礎 の 要 児
及 的 適 な 童
び な 性 知 の
必 能 、 識 自
要 力 能 及 主
に 及 力 び 性
応 び 等 経 を
じ 態 に 験 尊
行 度 応 を 重
う を じ 得 し

童 に っ
の 対 て
心 し 、
身 て 知
の 安 事
健 定 が
や し 適
か た 当
な 生 と
成 活 認
長 環 め

を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は

ば 、 心
な 調 理
ら 理 療
な の 法
い 業 担
。 務 当

の 職
全 員
部 、
を 児
委 童

、 、
遊 親
戯 子
室 関
、 係
観 の
察 再
室 構
、 築
心 等
理 が

実 育 た る つ
習 て 学 こ つ
、 る 習 と 、
講 と を が 基
習 と 行 で 本
等 も う き 的
の に こ る な
支 、 と よ 生
援 児 が う 活
に 童 で 行 習
よ が き わ 慣

と 境 た
そ を も
の 整 の
自 え
立 る
を と
支 と
援 も
す に
る 、
こ 生

こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修

託 指
す 導
る 員
情 、
緒 保
障 育
害 士
児 、
短 看
期 護
治 師

検 図
査 ら
室 れ
、 る
相 よ
談 う
室 行
、 わ
工 な
作 け
室 れ

り そ る な を
行 の よ け 確
わ 適 う れ 立
な 性 、 ば す
け 、 適 な る
れ 能 切 ら と
ば 力 な な と
な 等 相 い も
ら に 談 。 に
な 応 、 豊
い じ 助 か

と 活
を 指
目 導
的 、
と 学
し 習
て 指
行 導
わ 、
な 職
け 業

め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同

療 、
施 個
設 別
に 対
あ 応
っ 職
て 員
は 、
、 家
調 庭

、 ば
調 な
理 ら
室 な
、 い
浴 。
室
及
び
便

。 た 言 な
職 、 人
業 情 間
選 報 性
択 の 及
を 提 び
行 供 社
う 等 会
こ の 性
と 支 を

れ 指
ば 導
な 及
ら び
な 家
い 庭
。 環

境
の
調

一
八
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２
則
で 前
定 項
め の
る 設
。 備

以
外

第 （
規 四 設 親
定 十 備 子
の 六 ） 第 関
例 条 十 係
に 章 の
よ 児 再
る 童 児 構
。 自 童 築

２ 第 （
施 四 心 四 三

情 設 十 理
緒 を 五 療 知 情
障 退 条 法 事 緒
害 所 等 が 障
児 し 情 の 前 害
短 た 緒 原 三 児
期 後 障 則 号 短

第
二 一 能 の 四

力 運 十
社 医 を 営 四
会 師 有 に 条
福 で す 関
祉 あ る し 情
士 っ も 必 緒
の て の 要 障

４（
長 障 学 法
の 害 第 を に
資 児 十 認 規
格 短 八 め 定
） 期 条 ら す

治 第 れ る
療 六 た 大
施 項 者 学

の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
三
十

た 立 自 等
だ 支 立 が
し 援 支 図
、 施 援 ら
学 設 施 れ
科 の 設 る
指 学 よ
導 科 う
を 指 行
行 導 わ
わ に な
な 関 け

治 、 害 ） に 期
療 健 児 掲 治
施 全 短 げ 療
設 な 期 る 施
に 社 治 者 設
お 会 療 と の
け 生 施 同 職
る 活 設 等 員
家 を に 以 と
庭 営 お 上 し
環 む け の て
境 こ る 能 三

資 、 で な 害
格 精 な 知 児
を 神 け 識 短
有 保 れ を 期
す 健 ば 習 治
る 又 な 得 療
者 は ら さ 施

小 な せ 設
児 い る の
保 。 た 長
健 め は
に の 、

設 の で の
」 規 あ 学
と 定 っ 部
、 は て で

、 、 、「
乳 第 心 心
幼 一 理 理
児 項 療 学
の の 法 に
養 家 の 関
育 庭 技 す
」 支 術 る

六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

い す れ
場 る ば
合 設 な
に 備 ら
あ に な
っ つ い
て い 。
は て
、 は
こ 、
の 小

の と 心 力 年
調 が 理 を 以
整 で 療 有 上
は き 法 す 勤
、 る 及 る 務
児 よ び と し
童 う 生 認 た
の に 活 め 者
保 す 指 る
護 る 導 者
者 こ は で

関 研 次
し 修 の
て を 各
学 受 号
識 け の
経 た い
験 者 ず
を で れ
有 あ か
す っ に
る て 該

と 援 を 科
あ 専 有 目
る 門 し の
の 相 、 単
は 談 か 位

員 つ を「
児 に 、 優
童 つ 心 秀
の い 理 な
指 て 療 成
導 準 法 績

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

限 学
り 校
で 、
な 中
い 学
。 校

又
は
特
別
支

に と 、 あ
児 を 児 っ
童 目 童 て
の 的 の 、
状 と 社 規
態 し 会 則
及 て 的 で
び 行 適 定
能 わ 応 め
力 な 能 る
を け 力 も

者 、 当
人 し
格 、
が か
高 つ
潔 、
で 厚
識 生
見 労
が 働
高 大

」 用 に で
と す 関 修
読 る す 得
み 。 る し
替 こ 一 た
え の 年 こ
る 場 以 と
も 合 上 に
の に の よ
と お 経 り
す い 験 、

合
に
お
い
て
、
当
該
設
備
に

援
学
校
の
設
備
の
設
置
基
準

説 れ の の
明 ば 回
す な 復
る ら を
と な 図
と い り
も 。 、
に 児
、 童
児 が
童 当

く 臣
、 が
情 指
緒 定
障 す
害 る
児 者
短 が
期 行
治 う
療 情

る て を 同
。 、 有 法

同 す 第
条 る 百
第 も 二
六 の 条
項 で 第
中 な 二

け 項「
乳 れ の
児 ば 規

関
し
必
要
な

一 基
九 準

は
、
規

に
関
す
る
学
校
教
育
法
の

の 該
家 情
庭 緒
の 障
状 害
況 児
に 短
応 期
じ 治
、 療

施 緒
設 障
を 害
適 児
切 短
に 期
運 治
営 療
す 施
る 設

院 な 定
」 ら に
と な よ
あ い り
る 。 大
の 学
は 院

へ「
情 の
緒 入
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一

医
師
で
あ
っ
て

第 （
四 児 四 三 二
十 童 さ
九 自 知 せ 児 社
条 立 事 る 童 会

支 が た 自 福
児 援 前 め 立 祉
童 専 三 の 支 士
自 門 号 講 援 の

第 （
一 に る 四 長

相 児 十 の
医 当 童 八 資
師 す 自 条 格
で る 立 ）
あ 研 支 児
っ 修 援 童
て を 専 自

５ ４ ３ ２
自 ら

第 立 第 実 な 心
四 支 十 習 い 理
十 援 八 設 。 療
三 施 条 備 法
条 設 第 を を
第 」 六 設 行
三 と 項 け う

第 （
調 援 員 四 職
理 専 十 員（
の 門 児 七 ）
業 相 童 条
務 談 の
の 員 生 児
全 、 活 童
部 栄 支 自

、
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経

立 員 に 習 専 資
支 の 掲 の 門 格
援 資 げ 課 員 を
専 格 る 程 の 有
門 ） 者 を 職 す
員 と 修 に る
は 同 了 あ 者
、 等 し っ
次 以 た た
の 上 者 者
各 の に 等
号 能 あ 児

、 受 門 立
精 け 員 支
神 た 養 援
保 者 成 施
健 で 所 設
に あ の（
関 っ 以 長
し て 下 は
て 、 、「
学 人 養 次
識 格 成 の
経 が 所 各

項 、 の て 必
の 規 職 要「
規 乳 定 業 が
定 幼 は 指 あ
は 児 、 導 る
、 の 第 を と
第 養 一 行 認
二 育 項 う め
項 」 の 場 ら
の と 家 合 れ
心 あ 庭 に る
理 る 支 は 児

を 養 援 立
委 士 を 支
託 並 行 援
す び う 施
る に 者 設
児 調 を に
童 理 い は
自 員 う 、
立 を 。 規
支 置 以 則
援 か 下 で
施 な 同 定

験
を
有
す
る
者

の 力 っ 童
い を て 自
ず 有 は 立
れ す 、 支
か る 三 援
に と 年 事
該 認 以 業
当 め 上 に
す る ） 五
る 者 従 年
者 で 事 以

験 高 」 号
を 潔 と の
有 で い い
す 識 う ず
る 見 。 れ
者 が ） か

高 が に
く 行 該
、 う 当
児 児 し
童 童 、

療 の 援 、 童
法 は 専 規 十
担 門 則 人「
当 児 相 で 以
職 童 談 定 上
員 の 員 め に
に 指 に る 心
つ 導 つ 員 理
い 」 い 数 療
て と て の 法
準 読 準 職 を

設 け じ め
に れ 。 る
あ ば ） 員
っ な 、 数
て ら 嘱 の
は な 託 児
調 い 医 童
理 。 及 自
員 た び 立
を だ 精 支
置 し 神 援

で あ し 上
な っ た （
け て 者 養
れ 、 成
ば 規 所
な 則 が
ら で 行
な 定 う
い め 児
。 る 童

も 自

自 自 か
立 立 つ
支 支 、
援 援 厚
施 施 生
設 設 労
を の 働
適 運 省
切 営 組
に に 織
運 関 規

用 み 用 業 行
す 替 す 指 う
る え る 導 場
。 る 。 員 合

も こ を に
の の 置 は
と 場 か 、
す 合 な 規
る に け 則
。 お れ で

い ば 定

か 、 科 専
な 児 の 門
い 童 診 員
こ 四 療 （
と 十 に 児
が 人 相 童
で 以 当 の
き 下 の 自
る を 経 立
。 入 験 支

所 を 援
の 立

支
援
専
門
員
と
し
て
必
要

営 し 則
す 必 （
る 要 平
能 な 成
力 知 十
を 識 三
有 を 年
す 習 厚
る 得 生
も さ 労
の せ 働

て な め
、 ら る
同 な 員
条 い 数
第 。 の
六 心
項 理
中 療

法「
乳 担
児 当

さ 有 を
せ す 行
る る う
児 医 者
童 師 を
自 又 い
立 は う
支 嘱 。
援 託 以
施 医 下
設 、 同

な
知
識
及
び
技
能
を
習
得

で る 省
な た 令
け め 第
れ の 一
ば 研 号
な 修 ）
ら 又 に
な は 規
い こ 定
。 れ す

院 職
」 員
と を
あ 置
る か
の な
は け

れ「
児 ば
童 な

に 個 じ
あ 別 。
っ 対 ）
て 応 、
は 職 児
栄 員 童
養 、 生
士 家 活
を 庭 支
、 支 援

二
〇
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３

生
第 活
十 指
一 導
章 、

職
児 業

２ 第 （
生 五 生 三

学 活 十 活
科 を 一 指 三
指 営 条 導 年
導 ん 等 以
に で 児 の 上
つ い 童 原 児
い く 自 則 童

第 （
二 一 五 児 八

十 童 業
社 保 条 生 に 学
会 育 活 従 校
福 士 児 支 事 教
祉 の 童 援 し 育
士 資 生 員 た 法
の 格 活 の も の

七 六 五
に 上

学 従 外 児 学
校 事 国 童 校
教 し の 自 教
育 た 大 立 育
修 も 学 支 法
了 の に 援 に

四 三 二
を る
認 大 学 地 社
め 学 校 方 会
ら の 教 厚 福
れ 学 育 生 祉
た 部 法 局 士
者 で に 長 の

童 指
家 導
庭 及
支 び
援 家
セ 庭
ン 環
タ 境
ー の

調
整
に

て こ 立 ） 自
は と 支 立
、 が 援 支
学 で 施 援
校 き 設 事
教 る に 業
育 よ お に
法 う け 従
の 支 る 事
規 援 生 し
定 す 活 た
に る 指 者

資 を 支 資 の 規
格 有 援 格 又 定
を す 員 ） は に
有 る は 二 よ
す 者 、 年 り
る 次 以 、
者 の 上 小

各 教 学
号 員 校
の と 、
い し 中
ず て 学

者 又 お 事 規
等 は い 業 定
で 規 て に す
あ 則 、 従 る
っ で 社 事 大
て 定 会 し 学
、 め 福 た 院
三 る 祉 も に
年 も 学 の お
以 の 等 又 い
上 を は て
児 専 規 、

で 、 規 等 資
あ 社 定 の 格
っ 会 す 指 を
て 福 る 定 有
、 祉 大 す す
一 学 学 る る
年 等 の 児 者
以 に 学 童
上 関 部 自
児 す で 立
童 る 、 支
自 科 社 援

つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条

よ こ 導
る と 及
学 を び
習 目 職
指 的 業
導 と 指
要 し 導
領 て は
の 行 、
例 わ 全
に な て

れ そ 校
か の 、
に 職 高
該 務 等
当 に 学
す 従 校
る 事 又
者 し は
で た 中
な も 等
け の 教

童 修 則 社
自 す で 会
立 る 定 福
支 学 め 祉
援 科 る 学
事 又 も 等
業 は の を
に こ 専
従 れ 攻
事 ら す
し に る

立 目 会 専
支 の 福 門
援 単 祉 員
事 位 学 を
業 を 等 養
に 優 を 成
従 秀 専 す
事 な 修 る
し 成 す 学
た 績 る 校
も で 学 そ（

第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定

よ け の
る れ 児
。 ば 童
た な が
だ ら そ
し な の
、 い 適
学 。 性
科 及
指 び
導 能

れ 育
ば 学
な 校
ら の
な 教
い 諭
。 と

な
る
資
格

た 相 研
も 当 究
の す 科
又 る 又
は 課 は
規 程 こ
則 を れ
で 修 ら
定 め に
め て 相
る 卒 当

の 修 科 の
又 得 若 他
は し し の
規 た く 養
則 こ は 成
で と こ 施
定 に れ 設
め よ ら を
る り に 卒
も 、 相 業
の 同 当 し

を
準
用
す
る
。

を 力
行 に
わ 応
な じ
い て
場 、
合 自
に 立
あ し
っ た
て 社

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
一

も 業 す
の し る

た 課
者 程
で を
あ 修
っ め
て て
、 卒
一 業
年 し

法 す た
第 る 者
百 課
二 程
条 を
第 修
二 め
項 て
の 卒
規 業
定 し

二
一

は 会
、 人
こ と
の し
限 て
り 健
で 全
な な
い 社
。 会

年
以
上
児
童
自
立
支
援
事

以 た
上 者
児 で
童 あ
自 っ
立 て
支 、
援 一
事 年
業 以

に た
よ 者
り 又
大 は
学 同
院 法
へ に
の 規
入 定
学 す
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（
児
童
自
立
支
援
施
設

３ （
す 保 は 二 「
る 乳 育 、 乳項
規 児 士 適 児、
則 六 の 用 院第
で 人 員 し 等二
定 以 数 な 」十
め 上 の い と二
る を 算 。 い条

２ １（ （
二 乳 施

児 児 こ 行条
童 院 の 期の
福 等 条 日規
祉 の 例 ）定
施 建 はに
設 物 、よ
最 に 平り

第 第（ （
五 規 五 支
十 則 十 援

附 五 へ 第 四 の
条 の 十 条 原

則 委 二 則
こ 任 章 児 ）
の ） 童
条 雑 家

２ 第 第（ （
五 職 五 設

前 十 員 十 備
項 三 ） 二 ）
の 条 条
職
員 児 児
は 童 童
、 家 家

の
長
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

員 入 定 う第
数 所 に 。一
の さ 関 ）項
保 せ す の又
健 る る 建は
師 保 経 物第
又 育 過 で三
は 所 措 あ十
看 に 置 っ六
護 係 ） て条
師 る 、第
を 第 こ

低 関 成な
基 す 二お
準 る 十従
等 経 四前
の 過 年の
一 措 七例
部 置 月に
を ） 一よ
改 日る
正 かこ
す らと
る 施

例 則 庭
に 支
定 援
め セ
る ン
も タ
の ー
の に
ほ お
か け
、 る
児 支

法 庭 庭
第 支 支
十 援 援
三 セ セ
条 ン ン
第 タ タ
二 ー ー
項 に は
各 は 、
号 、 相
の 規 談
い 則 室一

保 三 の項
育 十 条（
士 条 例第
と の の四み 規 施十な 定 行六す に の条こ よ 際第と り 現二が 規 に項で 則 当

と
省 行さ
令 すれ

るる （
平 。乳 成児 二院 十、 三母 年子 厚生 生

童 援
福 は
祉 、
施 児
設 童
の 、
運 保
営 護
に 者
関 等
す の

ず で を
れ 定 設
か め け
に る な
該 員 け
当 数 れ
す の ば
る 職 な
者 員 ら
で を な
な 置 いにき で 該おる 定 乳い。 め 児てる 院準保 等用育 の

す士 用
るの に
場員 供
合数 さ
をの れ

活 労支 働援 省施 令設 第、 七児 十童 一
養 号
護 。
施 以

る 意
必 向
要 の
な 把
基 握
準 に
は 努
、 め
規 る
則 と
で と

け か 。
れ な
ば け
な れ
ら ば
な な
い ら
。 な

い
。

含算 て
む定 い
。に る
）つ も
のい の
規て に
定は つ

、 い（
相当 て
談分 は
室の 、

設 下
又 「
は 平
児 成
童 二
自 十
立 三
支 年
援 改
施 正
設 省

定 も
め に
る 、
。 懇

切
を
旨
と
し
て
行

に間 第
係、 十
る当 七
部該 条
分保 第
に育 一
限所 項

に る 及
勤 。 び
務 ） 第

令（
以 」
下 と
こ い
の う
項 。
に ）
お 附
い 則
て 第

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
二
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の あ
算 る
定 場
に 合
つ に
い 限
て り
は 、

９ ８
所 る う

特 特 」 も 。
例 例 と の ）
幼 幼 い に を
保 保 う 限 満
連 連 。 る た
携 携 ） 。 す
保 保 の ） 運

７ （
定 特 る 又 て

就 例 こ はす 「
学 幼 と 第 乳る
前 保 が 四 児認
の 連 で 十 院定
子 携 き 七 等の
ど 保 る 条 」要
も 育 。 第 と件

６ ５（
家 か で

平 庭 わ あ 平
成 支 ら る 成
二 援 ず 者 二
十 専 、 で 十
三 門 こ あ 三
年 相 の っ 年
改 談 条 て 九

４（
乳 該 条 れ
児 児 例 る 児
院 童 の 児 童
等 自 施 童 福
の 立 行 自 祉
長 支 の 立 施
に 援 際 支 設
関 施 現 援 最

、 満
当 三
分 歳
の 以
間 上
、 の
幼 幼
稚 児
園 に
の つ
教 き
員 第

育 育 保 と 営
所 所 育 幼 を
で の 室 保 行
あ 屋 又 連 う
っ 外 は 携 た
て 遊 遊 施 め
、 戯 戯 設 に
そ 場 室 を 設
の の の 構 置
所 設 設 成 後
在 備 備 す 相
地 の の る 当

に 所 四 い（
関 の 項 う同
す 特 に 。条
る 例 お ）の
教 ） い の規 育 て 家定 、 準 庭に 保 用 支よ 育 す 援り 等 る 専そ を 場 門の 総 合 相

正 員 例 、 月
省 に の こ 一
令 関 規 の 日
附 す 定 条 前
則 る に 例 に
第 経 よ の 乳
五 過 る 施 児
条 措 当 行 院
の 置 該 の 、
規 ） 乳 際 母
定 児 現 子
に 院 に 生

す 設 に 施 低
る の 当 設 基
経 長 該 の 準
過 等 児 長 の
措 と 童 、 一
置 み 自 児 部
） な 立 童 を

す 支 自 改
。 援 立 正

施 支 す
設 援 る
の 専 省

免 三
許 十
状 条
を の
有 規
す 定
る に
当 よ
該 り
特 規
例 則

が 特 特 よ の
過 例 例 う 期
疎 に に 保 間
地 つ つ 育 を
域 い い 所 経
自 て て を 過
立 は は 新 し
促 、 、 た た
進 当 当 に 幼
特 分 分 設 稚
別 の の 置 園

例 合 を 談
に 的 含 員
よ に む と
る 提 。 な
も 供 ） る
の す の こ
と る 規 と
さ 施 定 が
れ 設 に で
る の か き
同 認 か る

よ 等 当 活
り の 該 支
乳 長 乳 援
児 と 児 施
院 み 院 設
、 な 等 、
児 す の 児
童 。 長 童
養 で 養
護 あ 護
施 る 施

長 門 令
等 員 （
で 又 平
あ は 成
る 児 十
も 童 九
の 生 年
は 活 厚
、 支 生
第 援 労
四 員 働

幼 で
保 定
連 め
携 る
保 員
育 数
所 の
が 保
構 育
成 士
す を

措 間 間 し （
置 、 、 、 そ
法 規 規 又 の

則 則 は 運（
平 で で 移 営
成 定 定 転 の
十 め め さ 実
二 る る せ 績
年 。 。 る そ
法 場 の
律 合 他

定 わ と条
の ら さ例
要 ず れ第
件 、 る三
を こ 者条
定 の はに
め 条 、規
る 例 第定
条 の 十す
例 規 八る

定 条

設 も 設
、 の 又
情 は は
緒 、 情
障 第 緒
害 二 障
児 十 害
短 条 児
期 、 短
治 第 期
療 二 治

十 省（
八 以 令
条 下 第
か 二「
ら 児 十
第 童 九
五 自 号
十 立 ）
条 支 附
ま 援 則
で 施 第

る 確
幼 保
保 す
連 る
携 こ
施 と
設 が
の 困
職 難
員 で

あ

第 に に
十 お よ
五 け り
号 る 適
） 当 正
第 該 な
二 保 運
条 育 営
第 所 が
一 確（
項 以 保

認 （
平 に 第定 成 よ 六の 十 る 項要 八 当 （件 年 該 第を 山 乳 三含 口 児 十

む 県 院 七
。 条 等 条
以 例 の 第
下 第 家 四

施 十 療
設 四 施
又 条 設
は 、 の
児 第 長
童 三 （
自 十 以
立 八 下
支 条 「
援 又 乳
施 は 児

の 設 二
規 の 項
定 長 の
に 等 規
か 」 定
か と に
わ い よ
ら う り
ず 。 な
、 ） お
こ で 従（

当 る
該 も
特 の
例 に
幼 係

二 保 る
三 連 当

携 該
保 員
育 数

に 下 さ
規 れ「
定 特 て
す 例 い
る 幼 る
過 保 と
疎 連 認
地 携 め
域 保 ら
に 育 れ

五 庭 項「
施 十 支 、
設 五 援 第
認 号 専 四
定 ） 門 十
要 第 相 三
件 四 談 条
」 条 員 第
と に と 四
い 規 な 項

設 第 院
四 等（

以 十 の
下 四 長
こ 条 」
の の と
項 規 い
に 定 う
お に 。
い か ）

の あ 前
条 る の
例 者 例
の で に
規 あ よ
定 っ る
に て こ
よ 、 と
る こ と
当 の さ
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一

六
十
歳
以
上

第 （
る ず の 一 山
。 、 第 条 口い

七 県又 ず
条 山 営は れ
第 口 住受 か
一 県 宅け に
項 営 条る 該
第 住 例こ 当

山 こ
口 に
県 平 公

地 条 成 布
域 例 二 す
の 第 十 る
自 四 四 。
主 号 年
性 三

地 施 お よ
域 設 け り 附
の を る 適 則
自 構 当 正 第
主 成 該 な 七
性 す 保 運 項
及 る 育 営 か
び 幼 所 が ら

る し 所
場 前 前 て の
合 項 項 知 設
に の の 事 置
限 規 規 が 又
り 定 定 適 は
、 に に 当 移
そ か よ で 転

の
者
（
以
下
「
高
齢
者
」
と
い

三 宅 のと す
号 条 一るが
中 例 部者困

改難 「 （（
明 昭 正身で
ら 和 ）体あ
か 二上る
な 十又と
者 七は認
」 年精め
を 山神ら

口

及 月
び 二
自 十
立 一
性 日
を
高
め
る
た
め
の

自 稚 に 確 前
立 園 つ 保 項
性 の い さ ま
を 」 て れ で
高 と 準 て の
め 読 用 い 規
る み す る 定
た 替 る と は
め え 。 認 、
の る こ め 施
改 も の ら 設
革 の 場 れ 認

の か る あ の
有 わ 知 る 後
効 ら 事 と に
期 ず の 承 新
間 、 承 認 た
を 附 認 し に
規 則 の た 採
則 第 有 も 用
で 九 効 の さ
定 項 期 は れ
め の 間 、 た
る 規 は 保 者

う
。
）

上れ 「
明 県著る
ら 条し者 か 例いを 」 第障除 に 三害く 改 十が。 め 一あ以 、 号る下 同 ）た 条 の「

め高 第 一

改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

の と 合 る 定
推 す に も 要
進 る お の 件
を 。 い に を
図 て 限 満
る 、 る た
た 附 。 す
め 則 ） 運
の 第 と 営
関 九 幼 を
係 項 保 行

期 定 、 育 を
間 に そ 士 除
と よ の と く
す る 承 み 。
る 知 認 な ）
こ 事 を す で
と の し 。 あ
が 承 た っ
で 認 日 て
き に か 、
る つ ら 保に齢 二 部常者 項 を時等 中 次の」 の「介に 法 よ護、 第 うを 二 に「

老 必 十 改
人 要 三 正
等 と 条 す
」 し に る

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法 中 連 う
律 携 た「
の 当 施 め
整 該 設 に
備 特 を 設
に 例 構 置
関 幼 成 後
す 保 す 相
る 連 る 当
法 携 よ の
律 保 う 期

。 い 規 育
て 則 士
は で と
、 定 な
当 め る
分 る 資
の 期 格
間 間 の
、 と 取
相 す 得
当 る に

を 、 規 。
か 定「

高 つ す
齢 、 る
者 居 老

宅等 人
」 に 等
に お （
改 い 以
め て 下
、 こ

法 山
律 口の
施 県
行 知に
伴 事
う
関
係 二
条

の 育 幼 間
施 所 稚 を
行 の 園 経
に 」 を 過
伴 と 新 し
う あ た た
関 る に 保
係 の 設 育
条 は 置 所
例 、 し （
の 、 そ

期 。 努
間 め
に て
わ お
た り
り 、
保 そ
育 の
士 意
を 欲
確 、「

同 れ 老
項 を 人
に 受 等
次 け 」
の る を
各 こ 「
号 と 次
を が の
加 で 各
え き 号

例
の 井
整
備
に 関
関
す
る 成
条
例

「
整 当 又 の
備 該 は 運
に 保 移 営
関 育 転 の
す 所 さ 実
る と せ 績
条 幼 る そ
例 保 場 の
を 連 合 他
こ 携 に に

保 適
す 性
る 及
こ び
と 能
が 力
困 等
難 を
で 考
あ 慮

二
四
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（
山 こ
口 の
県 号
公 に
営 お
企 い
業 て
の 「

「
第 第 第
七 七 ロ九
条 条 五条
第 第 年 配第
二 四 を 偶三
項 項 経 者項
第 中 過 暴第

八 七
イ 第 所

算 二 配 者 ハ
し 配 項 偶 等 ン
て 偶 に 者 セ
五 者 規 か ン
年 暴 定 ら 病

六 五
む 住 後

海 。 の 生帰
外 ） 自 活国
か を 立 保後
ら 受 の 護の
の け 支 法自

四 三 二
者 も

原 の 戦 障
子 傷 害
爆 病 者
弾 者 基
被 特 本

設 配
置 偶
等 者
に 暴
関 力
す 防
る 止
条 等
例 法
の 」
一 と
部 い

二 し 力二 「
号 老 て 防号
」 人 い 止中
に 等 な 等「
改 」 い 法六
め を も 第十
、 の 十歳 「
同 高 条以
項 齢 第上
第 者 一の
七 等 項者
号 」 の

を 力 す の 療
経 防 る 暴 養
過 止 被 力 所
し 等 害 の 入
て 法 者 防 所
い 第 で 止 者
な 三 次 及 等
い 条 の び に
者 第 い 被 対

三 ず 害 す
項 れ 者 る
第 か の 補

引 て 援立 （
揚 い に 昭の
者 る 関 和支
で 者 す 二援
本 る 十に
邦 法 五関
に 律 年す
引 法る （
き 平 律法
揚 成 第律
げ 六 百の
た 年 四

爆 別 法
者 援 （
に 護 昭
対 法 和
す 四（
る 昭 十
援 和 五
護 三 年
に 十 法
関 八 律
す 年 第
る 法 八

改 う
正 。
） ）

」
を
「
配
偶
者
暴
力

（
中 に 規以

改 定下「
配 め に「偶 る よ高者 。 り齢か 裁者ら 判」の 所と暴 がい力 しうの た

三 に 保 償
号 該 護 金
の 当 に の
規 す 関 支
定 る す 給
に も る 等
よ の 法 に
る 律 関
一 す（
時 平 る
保 成 法

一
日 法 十部
か 律 四を
ら 第 号改
起 三 ）正
算 十 第すし 号 六るて ） 条法五 第 第律年 十 一（を 四 項平経 条 に

法 律 十
律 第 四

百 号（
平 六 ）
成 十 第
六 八 二
年 号 条
法 ） 第
律 第 一
第 二 号
百 条 に

防
止
等
法
」
に
、
「
イ
又
は

。防 命）止 令」及 のをび 申
被 立「

高害 て齢者 を者の 行」保 つに護 た
改に 者

護 十 律
又 三 （
は 年 平
配 法 成
偶 律 十
者 第 三
暴 三 年
力 十 法
防 一 律
止 号 第
等 。 六

成過 第 規十し 一 定九て 項 す年い に る法な 規 被律い 定 保第も す 護百の る 者二 支 又
十 援 は
七 給 中

十 第 規
七 一 定
号 項 す
） に る
第 規 障
十 定 害
一 す 者
条 る で
第 戦 そ
一 傷 の
項 病 障

ロ
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め

め関 で
、す 当
同る 該
項法 命
第律 令
四 が（
号平 そ
中成 の

十 効「
令三 力
第年 を

法 以 十
第 下 三
五 号「
条 配 ）
の 偶 第
規 者 二
定 暴 条
に 力 に
よ 防 規
る 止 定
保 等 す

号 付 国
） 残（
附 中 留
則 国 邦
第 残 人
四 留 等
条 邦 の
第 人 円
一 等 滑
項 の な
に 円 帰

の 者 害
規 で の
定 そ 程
に の 度
よ 障 が
る 害 規
厚 の 則
生 程 で
労 度 定
働 が め
大 規 る

る
。

二
五

六法 生
条律 じ
第第 た
一三 日
項十 か
第一 ら
二号 起
号。 算
」以 し

下 を て

護 法 る
が 」 ハ
終 と ン
了 い セ
し う ン
た 。 病
日 ） 療
か 第 養
ら 一 所
起 条 入

規 滑 国
定 な の
す 帰 促
る 国 進
支 の 及
援 促 び
給 進 永
付 及 住
を び 帰
含 永 国

臣 則 程
の で 度
認 定 で
定 め あ
を る る
受 程 も
け 度 の
て で
い あ
る る
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（
山
口
県
福
祉
の
ま
ち

第 第（
七 職 三 二 一 六
条 業 条

能 そ 短 主
法 力 の 期 と 法
第 開 教 課 し 第
十 発 科 程 て 十
五 校 の の 知 五

第 （
三 山（

職 第 第 条 口
業 六 三 県
能 条 条 山 立
力 を 第 口 職
開 第 三 県 業
発 八 号 立 能
校 条 中 職 力

第
を も 却 に る 五
う の 資 相 金 条
め が 産 当 銭
る 滅 を す 又 法
こ 失 示 る は 第
と し す 金 物 三
が 、 勘 額 件 十

第
二（

資 第 第 第 条
本 六 七 八
剰 条 条 条 山
余 を を 口（
金 第 見 第 県
の 七 出 九 公
取 条 し 条 営

づ
く
り
条
例
の
一
部
改
正
）

条 の 全 普 識 条
の 行 て 通 を の
六 う の 職 習 六
第 職 科 業 得 第
三 業 目 訓 す 一
項 訓 に 練 る 項
の 練 つ に た た
条 と い 準 め だ
例 み て ず に し
で な 簡 る 行 書
定 す 易 職 わ の
め こ な 業 れ 条

以 と 業 開「
外 し 第 能 発
の 、 六 力 校
施 第 十 開 条
設 五 二 発 例
に 条 条 校 の
お の 第 条 一
い 次 一 例 部
て に 項 改（
行 次 」 昭 正
う の を 和 ）
こ 二 五

で 又 定 二（ （
き は に 物 以 条
る こ 計 件 下 第
。 れ 上 に 三「

を す あ 補 項
譲 る つ 助 の
渡 価 て 金 規
し 額 は 等 定
、 を 、 」 に
撤 い そ と よ
去 う の い り
し 。 適 う 資

崩 と を と 企
し し 含 す 業
） 、 む る の

第 。 。 設
五 ） 置
条 中 等
を に「
第 負 関
六 担 す
条 附 る
と き 条
し 」 例

る と 設 訓 る 例
職 が 備 練 職 で
業 で を 業 定
訓 き 使 訓 め
練 る 用 練 る
は 職 し 職
、 業 て 業
職 訓 行 訓
業 練 う 練
を ） こ は
転 と 、

「
と 条 第 十
が を 四 四
で 加 十 年
き え 四 山
る る 条 口
職 。 第 県
業 一 条
訓 項 例
練 」 第
） に 三

改 号

、 ） 正 。 本
若 又 な ） 剰
し は 見 を 余
く 帳 積 も 金
は 簿 価 つ に
廃 価 額 て 整
棄 額 を 取 理
し と い 得 す
た み う し べ
場 な 。 た き
合 し ） 資 資

、 を （
第 昭「
四 負 和
条 担 四
の 付 十
次 き 一
に 」 年
次 に 山
の 改 口
一 め 県
条 、 条

換 が 次
し で の
よ き 各
う る 号
と 職 の
す 業 い
る 訓 ず
労 練 れ
働 に
者 も
等 該

め ）
る の
。 一

部
を
次
の
よ
う
に
改

に て を 産 本
お 減 控 で 的
い 価 除 、 支
て 償 し 当 出
、 却 た 該 に
損 を 金 資 充
失 行 額 産 て
を う を の る
生 も 帳 取 た
じ の 簿 得 め
た の 原 価 に

を 同 例
加 条 第
え を 四
る 第 十
。 八 六

条 号
と ）
す の
る 一
。 部

を
に 当
対 す
す る
る 職
迅 業
速 訓
か 練
つ と
効 す
果 る
的 。

正
す
る
。

と う 価 額 交
き ち か 付（
は 、 償 ら さ
、 減 却 そ れ
当 価 資 の た
該 償 産 取 補
資 却 を 得 助
本 を 取 の 金
剰 行 得 た 、
余 わ し め 負
金 な た に 担

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
職
業
訓
練
と
す
る
。

を か と 充 金
取 つ き て そ
り た に た の
崩 部 お 補 他
し 分 い 助 こ
て に て 金 れ
当 相 、 等 ら
該 当 当 の に
損 す 該 金 類
失 る 償 額 す

二
六
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（
就 ２
学
前 設
の 置
子 等
ど 基
も 準
に は

第 （
ば 特 規 二 特
な 定 則 十 定
ら 公 で 八 公
な 共 定 条 共
い 的 め 的
。 工 る 公 工

作 も 共 作

加
第 第 第 え
六 二 五 る

第 章 十 第 章 。
六 中 六 五 の
章 第 条 章 章

二 の 名
特 十 二 公 を

４ ３ 作
第 と 物
十 こ い こ 等
七 の う の で
条 条 。 条 」
の 例 ） 例 に
二 に 第 に 改
た お 二 お め

第
四「

第 第 第 目 条
二 七 六 次
条 章 章 中 山
第 口「
三 雑 特 公 県
項 則 定 共 福
中 公 的 祉（

関 、
す 特
る 定
教 公
育 共
、 的
保 工
育 作
等 物
を 等
総 の
合 種

物 の 的 物
等 工 等（
を 以 作 の
円 下 物 設
滑 等 置「
に 特 の 等
利 定 う 基
用 公 ち 準
で 共 特 へ
き 的 に の
る 工 高 適
よ 作 齢 合

定 八 共 次（
公 条 見 的 の
共 を 出 工 よ
的 第 し 作 う
工 二 を 物 に
作 十 含 等 改
物 九 む の め
等 条 。 整 る
の と ） 備 。
整 し 中 等
備 、 「

同 公

だ い 条 い 、
し て 第 て 同
書 九 項「 「
中 特 号 特 を

定 に 定 同「
た 公 規 道 条
だ 園 定 路 第
し 施 す 」 五
」 設 る と 項
の 」 特 は と
下 と 定 、 し
に は 道 高 、

第 共 工 の「
公 二 的 作 ま
共 十 工 物 ち
的 九 作 」 づ
工 条 物 を く
作 ） 等 り「
物 の 公 条
」 整 共 例
を 備 的 （

工 平「 （
公 第 作 成
共 二 物 九

的 類
に に
提 応
供 じ
す て
る 規
施 則
設 で
の 定
認 め
定 る

う 物 者 ）
に 等 、
す 」 障
る と 害
た い 者
め う 等
に 。 が
必 ） 円
要 を 滑
な 設 に
構 置 利

章 共
を 的
第 工
七 作
章 物
と 」
し を
、 「
第 公
五 共
章 的

、 路 齢 同「
、 法 を 者 条
特 第 い 、 第
定 二 う 障 二
道 条 。 害 項
路 第 者 の
及 十 等 次
び 三 の に
特 号 移 次
定 に 動 の
公 規 等 二

的 十 等 年
工 八 」 山
作 条 に 口
物 ） 、 県
等 」 条「
」 に 第 例
に 改 六 第
改 め 章 一
め る 号
、 。 雑 ）

則 の
の 。
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

造 す 用
及 る で
び 者 き
設 は る
備 、 よ
の 当 う
整 該 に
備 特 す
に 定 る
関 公 た
す 共 め

の 工
次 作
に 物
次 等
の 」
一 に
章 改
を め
加 る
え 。
る

園 定 の 項
施 す 円 を
設 る 滑 加
以 特 化 え
外 定 の る
の 公 促 。
特 園 進
定 施 に
公 設 関
共 を す
的 い る

「
信 一（
号 第 部
機 二 を
」 十 次
の 八 の
下 条 よ
に ） う

」 に「
、 を 改
道 正
路 す

部
改
正
）

る 的 の
基 工 整
準 作 備
を 物 を
い 等 促
う を 進
。 設 す
以 置 る
下 等 こ
同 基 と
じ 準 が

。 施 う 法
設 。 律
の （
新 平
築 成
等 十
を 八
し 年
よ 法
う 律
と 第

標 る
識 。
、
道
路
標
示
」
を
加
え

二
七

。 必（
） 高 要
に 齢 な
適 者 工
合 、 作
さ 障 物
せ 害 等
な 者 と
け 等 し
れ が て

す 九
る 十
場 一
合 号
で 。
あ 以
っ 下
て 「
」 法
を 」

、
「
工
作
物
で
」
を
「
工
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イ

当
該
施
設

「
に 鑑 第 て
よ た み 三 、 た
る だ 」 条 第 だ
こ し に 第 三 し
と 、 改 十 十 、
が 次 め 五 七 調
で に 、 号 号 理

第 一
三 認 の 六 況
条 め 三 号 に
第 ら ） 照
八 れ 子 第 ら
号 る 育 二 し
イ も て 十 て

一
一 一 号

も の し 育 を
二 て 要 施 第（

当 い 領 設 一
該 施 る を が 号
施 設 子 い 幼 の
設 が ど う 稚 四

第
を 五

第 第 題 次 条
三 一 名 の
条 条 中 よ 就
の 中 う 学「
前 基 に 前「
の 第 準 改 の
見 三 」 正 子

が
食
事
の
提
供
の
責
任
を
負
う

き 掲 同 中 た 室
る げ 号 だ に「
。 る リ し つ（

要 及 学 書 い
件 び 校 に て
の 同 教 規 は
い 条 育 定 、
ず 第 法 す 満
れ 二 施 る 三
に 十 行 方 歳
も 六 規 法 に
該 号 則 に

中 の 支 三 適
を 援 条 当「
、 事 各 と（

昭 保 業 号 認
和 護 の に め
二 者 う 掲 ら
十 の ち げ れ
二 要 、 る る
年 請 施 目 数
文 に 設 標 の
部 応 の が 子
省 じ 所 達 ど

が 保 も 。 園 と
保 育 の 以 で し
育 所 う 下 あ 、
所 等 ち 同 る 同
で で 児 じ 場 号
あ あ 童 。 合 の
る る 福 ） は 前
場 場 祉 に 、 に
合 合 法 従 幼 次
は は 第 っ 稚 の
、 、 三 て 園 三
当 児 十 編 教 号

出 条 を す ど
し 第 る も「
中 一 要 。 に

項 件 関「
基 第 」 す
準 四 に る
」 号 改 教
を 及 め 育

び る 、「
要 第 。 保
件 二 育
」 項 等

こ
と
が
明
確
に
さ
れ
、
衛
生

満
当 ハ 第 よ た
す 中 三 る な
る 十 場 い「
場 す 八 合 子
合 べ 条 は ど
は て に 、 も
、 」 規 こ の満 を 定 の 保三 す 限 育「
歳 全 る り を以 て 幼 で

令 適 在 成 も
第 切 す さ に
十 に る れ 限
一 提 地 る る
号 供 域 よ 。
） し に う ）
」 得 お 保 を
を る け 育 保
削 体 る を 育
り 制 教 行 し
、 の 育 う 、

該 童 九 成 育 を
保 福 条 さ 要 加
育 祉 第 れ 領 え
所 法 一 た る（
が 第 項 教 学 。
所 三 に 育 校
在 十 規 課 教
す 九 定 程 育
る 条 す に 法
市 第 る 基 施
町 一 幼 づ 行

に 第 を
改 三 総
め 号 合
、 」 的
同 を に
条 提「
中 第 供

三 す「
第 条 る
三 第 施
条 一 設

、
栄
養
等
に
関
す
る
事
項
そ

行上 」 稚 な わの に 園 い な子 改 教 。 いど め 育 場も 、 要 合に 同 領 で対 条 を あす 第 い っる 三 う
て食 十 。
、事 七 ）

同 下 及 も か
条 で び の つ
第 行 保 で 、
九 う 育 あ 満
号 も に る 三
に の 対 こ 歳
次 で す と 以
の あ る 。 上
た る 需 の
だ こ 要 子
し と に ど

に 項 児 く 規
お に に 教 則
け 規 該 育 （
る 定 当 を 昭
同 す す 行 和
法 る る う 二
第 幼 者 ほ 十
二 児 の か 二
十 の 保 、 年
四 保 育 当 文
条 育 を 該 部

第 項 の
一 及 認
項 び 定
第 第 の
四 三 基
号 項 準
」 」 を
を に 定

、 め「
第 る「
三 基 条

の
他
適
切
な
食
事
の
提
供
の

満の 号 」
三提 に を
歳供 次 削
以に の り
上つ た 、
のい だ 同
子て し 条
ど、 書 第
も施 を 二
に設 加 十
対外 え 五

書 。 照 も
を ら に
加 し 対
え 当 し
る 該 学
。 地 校

域 教
に 育
お 法
い （
て 昭

第 を 行 教 省
四 行 う 育 令
項 う も の 第
に ほ の た 十
規 か で め 一
定 、 あ の 号
す 当 る 時 ）
る 該 こ 間 第
保 幼 と の 三
育 児 。 終 十
の 以 了 八

条 準 例
第 」 （
一 を 平
項 成「
」 要 十
に 件 八
、 」 年

に 山「
基 改 口
準 め 県
」 る 条

た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ

すで る 号
る調 。 ト
食理 中
事し 「
の搬 か
提入 ん
供す が
にる み
つ方 」

法 を い

実 和
施 二
す 十
る 二
こ 年
と 法
が 律
必 第
要 二
と 十

実 外 後 条
施 の 、 に
に 満 当 規
対 三 該 定
す 歳 幼 す
る 以 稚 る
需 上 園 幼
要 の に 稚
の 子 在 園
状 ど 籍 教

を 。 例
第「

要 五
件 十
」 五
に 号
改 ）
め の
、 一
第 部

二
八
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（
施
行
期 附
日
） 則

九 第
の 四 ロ
表 幼 条 び
示 保 に 保 幼
を 連 次 育 保
す 携 の を 連
る 施 一 行 携

に え
一 第 、 第

イ 一 四「
育 次 号 及 条
を 幼 の と び 中
行 保 い し 第 「
い 連 ず て 三 第
、 携 れ 次 十 三

四 第
こ 十 三 ホ
と 一 条 食
。 に 当 事

施 次 該 の
設 の 施 回
の 一 設 数

ニ ハ ロ
と い

子 。 調 当 て
ど 理 該 注
も の 施 意
の 業 設 を

こ 設 号 う 施
と の を も 設
。 用 加 の を

に え で 構
供 る あ 成
さ 。 る す
れ こ る
る と 保
建 。 育
物 所
又 等
は に

か 施 か の 三 条
つ 設 に 一 号 第
、 を 該 号 」 二
当 構 当 を を 項
該 成 す 加 第「
保 す る え 、 三
育 る 施 る 第 号
を 保 設 。 三 」
実 育 で 十 を
施 所 あ 三 「
す 等 る 号 第
る に こ 及

用 号 に 等
に を お に
供 加 い つ
さ え て い
れ る 行 て
る 。 う 適
建 必 切
物 要 に
又 が 対
は あ 応
敷 る で
地 調 き

年 務 、 払
齢 を 保 う
及 行 健 こ
び う 所 と
発 者 、 が
達 は 市 で
段 、 町 き
階 当 等 る
並 該 の 体
び 施 栄 制
に 設 養 が
健 に 士 確

敷 入
地 所
の し
公 て
衆 い
の た
見 子
や ど
す も
い を
場 引

三
に お と び 条
当 い 。 第 第た て 四 三り 、 十 項当 満 一 」該 三 号 に幼 歳 」 、保 以 に 「連 上 改 基携 の め 準施 子 、

の 理 る
公 の こ
衆 た と
の め 。
見 の
や 加
す 熱
い 、
場 保
所 存
に 等

康 お に 保
状 け よ さ
態 る り れ
に 食 、 て
応 事 献 い
じ の 立 る
て 提 等 こ
、 供 に と
食 の 関 。
物 趣 す
ア 旨 る

所 き
に 続
、 き
当 当
該 該
幼 幼
保 保
連 連
携 携
施 施
設 設

」設 ど 第 をを も 七
構 に 号 「

要成 対 を 件す し 第 」る 学 八 に幼 校 号 改稚 教 と
め園 育 し
、と 法 、

の 第 第 「

、 の
当 機
該 能
施 を
設 有
が す
法 る
第 設
三 備
条 を
第 備

レ を 栄
ル 踏 養
ギ ま 指
ー え 導
及 、 を
び 当 受
必 該 け
要 業 ら
な 務 れ
栄 を る
養 適 体

が を
法 構
第 成
三 す
条 る
第 幼
三 稚
項 園
の に
認 入
定 園

前緊 二 一
条密 十 号

な 三 か （
」連 条 ら
の携 各 第
下協 号 六
に力 に 号

体 掲 ま 「
第制 げ で
一が る を
号確 目 一

一 え
項 て
の い
認 る
定 こ
を と
受 。
け
た
施
設

素 切 制
の に 等
量 行 が
等 う 整
に こ 備
配 と さ
慮 が れ
し で て
た き い
食 る る
事 能 こ

二
九

を さ
受 せ
け て
た 一
施 貫
設 し
で た
あ 教
る 育
旨 及

、保 標 号
第さ が ず
一れ 達 つ
号て 成 繰
のい さ り
二る れ 下
、こ る げ
」と よ 、
を。 う 同

保 条 加

で
あ
る
旨
の
表
示
を
す
る

を 力 と
提 を 。
供 有
す す
る る
と 者
と で
も あ
に る
、 こ
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第 第（ （
三 貸 二 児
条 付 第 条 童 第

金 二 福 八
貸 の 条 児 祉 条
付 返 の 童 施 の
金 還 表 福 設 二
の 債 中 祉 条 第
返 務 施 例 一「

第 山（
一 山 口
条 口 県

県 関障 条
山 青 係が 例
口 少 法い 第
県 年 律者 五
青 健 の制 号
少 全 整度

法 ２
律 障 の

平 の が 規 こ
成 整 い 定 の
二 備 者 に 条
十 に 制 か 例
四 関 度 か の
年 す 改 わ 施
三 る 革 ら 行

１（
山 二 一
口 書 こ
県 を 第 第 の
営 加 五 三 条
住 え 条 条 例
宅 る 中 中 は
条 改 就 山 、
例 正 学 口 平

還 の 第 設 の 項
債 免 四 条 一 第
務 除 十 例 部 二
の に 三 改 号（
免 関 条 昭 正 中
除 す の 和 ） 「
に る 五 三 、
関 条 」 十 保
す 例 を 九 育
る の 年 所「
条 一 第 山 及
例 部 四 口 び

年 育 備改
健 成 に革
全 条 関推
育 例 す進
成 の る本
条 一 法部
例 部 律等

改 のに（
昭 正 施お
和 ） 行け
三 にる
十 伴検

月 法 推 ず の
二 律 進 、 日
十 の 本 な 前
一 施 部 お に
日 行 等 従 五

に に 前 十
伴 お の 六
う け 例 歳
関 る に 以
係 検 よ 上
条 討 る で
例 を 。 あ

の 規 前 県 成
一 定 の 立 二
部 子 職 十
改 平 ど 業 四
正 成 も 能 年
に 二 に 力 四
伴 十 関 開 月
う 四 す 発 一
経 年 る 校 日
過 七 教 条 か
措 月 育 例 ら
置 一 、 第 施

改 十 県 重（
昭 正 三 条 症
和 ） 条 例 心
六 の 第 身
十 二 二 障
年 」 十 害
山 に 六 児
口 改 号 施
県 め ） 設
条 る の 」
例 。 一 を

二 う討
年 関を
山 係踏
口 条ま
県 例え
条 のて
例 整障
第 備害
三 に保
十 関健
七 す福

の 踏 る
整 ま 者
備 え の
に て 入
関 障 居
す 害 資
る 保 格
条 健 に
例 福 つ
を 祉 い
こ 施 て

） 日 保 三 行
育 条 す
等 第 る
を 三 。
総 号 た
合 の だ
的 改 し
に 正 、
提 規 次
供 定 の
す 各

第 部 「
二 を 及
号 次 び
） の 保
の よ 育
一 う 所
部 に 」
を 改 に
次 正 改
の す め
よ る る

号 る祉
） 条施
の 例策
一 を
部 見
を 直
次 す
の ま
よ で
う の
に 間

こ 策 は
に を 、
公 見 第
布 直 一
す す 条
る ま の
。 で 規

の 定
間 に
に よ
お る

る 公 号
施 布 に
設 の 掲
の 日 げ
認 る
定 規
の 定
基 は
準 、
を 当
定 該

う 。 。
に
改
正
す
る
。

改 に 山
正 お 口す い
る て 県
。 障 知害

者 事
等
の
地 二
域

い 改
て 正
障 後
害 の
者 山
等 口
の 県
地 営
域 住
生 宅
活 条

め 各
る 号
条 に
例 定
第 め
三 る
条 日
第 か
九 ら
号 施
及 行

生
活 井
を
支
援 関
す
る
た 成
め
の

を 例
支 第
援 七
す 条
る 第
た 二
め 項
の 第
関 一
係 号

び す
第 る
三 。
十
七
号
に
た
だ
し

三
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
口
県 山
部 口
制 県
条 部
例 制

条（

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 二 部
第 十 制
六 四 条
号 年 例

三 の

第 （
こ を 五 就
の 第 次 条 学
条 附 三 の 前
例 条 よ 就 の
は 則 第 う 学 子
、 三 に 前 ど
平 十 改 の も
成 四 正 子 に

２ を
第 第 含 第

児 三 二 む 一
童 条 条 。 条
福 に 中 ） 中
祉 次 」「 「
法 の 五 を 第
施 一 人 加 九

第 （
四 山 身 設
条 口 障 」 第

県 害 に 二
山 障 児 改 条
口 害 め 第（
県 者 者 、 一
障 介 ） 号「
害 護 通 知 中

昭 例
和 の
三 一
十 部
一 を
年 改
山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第

月 一
二 部
十 を
一 改
日 正

す
る
条
例
を
こ
こ

二 号 す ど 関
十 中 る も す
四 。 に る「
年 及 関 教
四 び す 育
月 発 る 、
一 達 教 保
日 障 育 育
か 害 、 等
ら 者 保 を
施 支 育 総
行 援 等 合

行 項 」 え 十
令 を を る 八

加 。 条（ 「
昭 え 十 第
和 る 人 一
二 。 以 項
十 内 」
三 」 の
年 に 下
政 改 に
令 め 「
第 る

者 給 園 的 「
介 付 事 障 知
護 費 業 害 的
給 等 を 者 障
付 不 行 通 害
費 服 う 勤 児
等 審 施 寮 施
不 査 設 」 設
服 会 」 の 、
審 条 を 下 知
査 例 削 に 的
会 の り

四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

に
公
布
す
る
。

す 法 を 的
る 総 に（
。 平 合 提

成 的 供
十 に す
六 提 る
年 供 施
法 す 設
律 る の
第 施 認
百 設 定

（
七 。 児
十 童
四 福
号 祉
） 法
第 （
四 昭
十 和
四 二
条 十
の 二

障「
条 一 、 、 害
例 部 同 障 児

改 条 害 通（
平 正 第 児 園
成 ） 三 通 施十 号 所 設八 中 支 、年 援 盲「
山 重 事 ろ口 症 業 う県 心 を

よ
う
に
改
正
す
る
。

六 の の
十 認 基
七 定 準
号 の を
） 基 定
第 準 め
二 を る
条 定 条
第 め 例
二 る の
項 条 一

六 年
第 法
一 律
項 第
の 百
合 六
議 十
体 四
を 号
構 ）
成 第

あ条 身 行 児例 障 う 施第 害 施 設一 児 設 、号 施 」 肢） 設 を 体の 」 加 不一 を え
自部 、「
由を 医 「
児次 療 、

山
口
県
知
事

二

に 例 部
規 改（
定 平 正
す 成 ）
る 十
発 八
達 年
障 山
害 口
児 県
」 条

す 五
る 十
委 六
員 条
の の
定 五
数 の
は 五
、 第
五 二
人 項

施の 型 児
設よ 障 童
、う 害 デ
重に 児 イ
症改 入 サ
心正 所 ー
身す 施 ビ
障る 設 ス
害。 」 を
児に 行
施改 う

三
一

井

関

成

を 例
削 第
る 五
。 十

五
号
）
の
一
部

と に
す お
る い
。 て

準
用
す
る
場
合

設め 施
」る 設
を。 」

及 「
障び
害「
児、
入重
所症

心 施



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

６

こ
の
条
例
の
施
行

５（ （
山 山
口 第 第 第 山 口
県 六 二 一 口 県
ス 条 条 条 県 ス
ポ 中 第 中 ス ポ
ー 二 ポ ー「 「
ツ 山 項 山 ー ツ
推 口 中 口 ツ 推

４
後 施 ス 管
は 施 設 ポ 理
、 行 条 ー に
同 日 例 ツ 関
項 前 交 す（
の に 平 流 る
規 地 成 村 事
定 方 十 の 務

３ ２ １（ （ （
山 山 施

こ 口 山 口 こ 行
の 県 口 県 の 期
条 体 県 体 条 日
例 育 体 育 例 ）
の 施 育 施 は
施 設 施 設 、
行 条 設 条 平

第 第 第
二 二 一

附 条 条 条
第 ス 第 中

則 四 ポ 二 「
号 ー 号 国

ツ に 体
中 の 次 ・

の
際
現
に
山
口
県
ス
ポ
ー
ツ
推

進 県 県 推 進「
審 教 教 教 進 審
議 育 育 育 審 議
会 庁 委 委 議 会
条 」 員 員 会 条
例 を 会 会 条 例
の 」 例 の「 （
一 総 を 以 一（
部 合 下 昭 部「
改 政 知 和 改「
正 策 事 教 三 正
に 部 」 育 十 ）

に 自 七 管 を
よ 治 年 理 行
り 法 山 に っ
知 口 関 て（
事 昭 県 す い
が 和 条 る る
し 二 例 事 者
た 十 第 務 は
許 二 四 に 、
可 年 十 つ こ
と 法 九 い の
み 律 号 て 条

の 例 条 例 成
際 の 例 の 二
現 廃 廃 十（
に 止 昭 止 四
前 に 和 ） 年
項 伴 四 四
の う 十 月
規 経 年 一
定 過 山 日
に 措 口 か
よ 置 県 ら
る ） 条 施

推 の 障「
地 進 よ 害
域 及 う 者
文 び に ス
化 地 加 ポ
及 域 え ー
び 文 る ツ
」 化 。 大
を に 会
削 関 局
り す 」
、 る を

進
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者

伴 」 に 委 七
う に 改 員 年
経 改 め 会 山
過 め る 」 口
措 る 。 と 県
置 。 い 条
） う 例

。 第
） 十
に 号
」 ）

な 第 ） 、 例
す 六 第 当 の
。 十 九 該 施

七 条 指 行
号 第 定 の
） 一 と 日
第 項 同 （
二 の 一 以
百 規 の 下
三 定 条 「
十 に 件 施

廃 例 行
止 第 す
前 十 る
の 二 。
山 号
口 ）
県 は
体 、
育 廃
施 止
設 す

同 事 削
条 項 る
第 。
九
号
を
削
る
。

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

を の
削 一
る 部
。 を

次
の
よ
う
に
改
正

八 よ で 行
条 る 附 日
の 指 則 」
四 定 第 と
第 を 八 い
七 受 項 う
項 け の 。
の た 規 ）
規 も 定 に
定 の に 、
に と よ 同

条 る
例 。
第
十
四
条
第
一
項
の
規

に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
改

す
る
。

よ み る 日
り な 改 か
山 す 正 ら
口 。 後 当
県 の 該
教 山 指
育 口 定
委 県 の
員 ス 期
会 ポ 間
が ー の

定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
山

正
後
の
山
口
県
ス
ポ
ー
ツ

し ツ 末
た 交 日
許 流 ま
可 ま で
は ち の
、 づ 間
施 く の
行 り 山
日 拠 口
以 点 県

口
県
ス
ポ
ー
ツ
交
流
村
の

三
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

交山
流口
村県
ス
ポ
ー
ツ

８

第 第 山
四 山 二 口
条 口 条 県
の 県 の ス
表 ス 表 ポ
に ポ に ー
次 ー 次 ツ

７（
山 か な 推
口 わ 前 す 進
県 ら 項 。 審
ス ず の 議
ポ 、 規 会
ー 平 定 条
ツ 成 に 例
交 二 よ （

ヨ 艇 監 限ハ研
るウ修
。ス室

ッ 置 視 ）研（
修ク
室ラ

ト 場 塔 にブ

第 一（
五毎月

除ハ研 ート 屋 体
くウ修 ムレ 内。ス室 ー
）研 ニ プ 育（
修ク ン ー室ラ グ
をブ ル ル 館

の ツ の 交
よ 交 よ 流
う 流 う ま
に 村 に ち
加 加 づ
え え く
る る り
。 。 拠

点
施
設
条

流 十 り 以
ま 五 山 下
ち 年 口 「
づ 九 県 改
く 月 ス 正
り 十 ポ 後
拠 四 ー の
点 日 ツ 条
施 ま 推 例
設 で 進 」
条 と 審 と
例 す 議 い水月四

曜の日
日第か
を一ら
除水十
く曜二
。日月
）、二
第十
三七
水日

例
の
一
部
を

光 次
の
よ
う
に
改

の る 会 う
一 。 の 。
部 委 ）
改 員 第
正 と 二
） し 条

て 第
任 二
命 項
さ の
れ 規曜ま

日で
及の
び日

そ 間三五
の 十月
他 一一
の 日日
期 まか
間 でら

午
前
九
時
か
ら

正
す
る

市 。

た 定
も に
の よ
と り
み 、
な 山
さ 口
れ 県
る ス
者 ポ
の ーの八

期月

五午 六午
時前 時前
ま九 ま九
で時 で時
か か
ら ら
午 午
後 後

午
後
九
時
ま
で

任 ツ
期 推
は 進
、 審
改 議
正 会
後 の
の 委
条 員
例 と
第 し

三
三

三 て
条 任
第 命
一 さ
項 れ
の た
規 も
定 の
に と
か み



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表 チ
第
一 宿
に 泊
次 室
の

ト ヘ ホ ニ ハ ロ

ヨ 艇 監 研 ト 屋
ッ 置 視 修 レ 内
ト 場 塔 室 ー プ

ニ ー

三 第
イ 五

山 条
体 口 に
育 県 次
館 ス の

ポ 一

ポュア

よ
う
に
加
え
る
。

ン ル
グ
ル
ー
ム

ー 号
ツ を 宿交 加
流 え
村 る 泊の 。
施
設 室の
う
ち
次ーアマ

ツスチ

午 午 午
後 前 前

午 午
後 後

に
掲
げ
る
も
の

午 一 九 九
前 延 時 時 時
九 長 か か か
時 料 ら ら ら
か 一 午 午 午
ら 時 後 後 後
正 間 九 九 五
午 に 時 時 時
ま つ ま ま ま
で き で で で

五 一 午
時 時 前
か か 九
ら ら 時
午 午 か
後 後 ら
九 五 正
時 時 午
ま ま ま
で で で

午
後
三
時
か
ら

一
一 万 一 九
万 千 千 万 千
五 六 九 五 二
千 百 百 千 百
九 六 二 九 七
百 十 十 百 十
円 円 円 円 円

六 三
千 千
六 五 九
百 千 百
二 三 七
十 百 十
円 円 円

翌
日
の
午
前
九
時
ま
で

三
四



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

体

ポュア

育
館

使専
用用

催とを

の

は営 いと

な徴料類こそ入
い収金すれの場
もしをるに他料

をは営以ポュア
ーアマ
ツスチ

午 午 午 午 午
後 前 前 後 後

物す目
る的

午 午 午
後 前 前

宣利 催し
伝又 物な

午 午 午
後 後 後

目宣利外ーアマ
的伝又のツスチ

午 午 午 午
前 前 後 後

一 九 九 五 一
延 時 時 時 時 時
長 か か か か か
料 ら ら ら ら ら
一 午 午 午 午 午
時 後 後 後 後 後
間 九 九 五 九 五
に 時 時 時 時 時
つ ま ま ま ま ま
き で で で で で

午 一 九 九
前 延 時 時 時
九 長 か か か
時 料 ら ら ら
か 一 午 午 午
ら 時 後 後 後
正 間 九 九 五
午 に 時 時 時
ま つ ま ま ま
で き で で で

五 一 午 一
時 時 前 延 時
か か 九 長 か
ら ら 時 料 ら
午 午 か 一 午
後 後 ら 時 後
九 五 正 間 九
時 時 午 に 時
ま ま ま つ ま
で で で き で

九 九 五 一
時 時 時 時
か か か か
ら ら ら ら
午 午 午 午
後 後 後 後
九 五 九 五
時 時 時 時
ま ま ま ま
で で で で

二 一 一
万 万 万

三 三 八 三
千 千 三 千 千
三 八 万 五 二 一
百 百 千 百 百 万
二 五 八 五 五 六
十 十 百 十 十 百
円 円 円 円 円 円

十
一 二
万 九 万 七

七 三 万 七 万
千 千 五 千 四
九 二 千 二 千
百 百 四 百 二
五 九 百 二 百
十 十 十 十 十
円 円 円 円 円

四 六 四
万 三 千 万

五 二 万 六 七
万 千 千 百 千
三 四 八 四 七
千 百 百 十 百
円 円 円 円 円

六
万 二
三 三 万 二
千 万 六 万
六 七 千 千
百 千 五 二
十 百 百 百
円 円 円 円

三
五



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

ル屋
内

流ポ山
村ー口
ツ県
交ス

プ
ー

器 使専
用用

具
そ 夏
のの
他
の使

器

具

の

使 催とをは

る
も
の

営 いと

徴料類こそ入
収金すれの場
すをるに他料

をは営以ポュア
期

用 間 期
物す目宣

用 る的伝

午 午 午
一 後 前 前

利 催し
又 物な

午 午 午
後 後 後

目宣利外ーアマ
的伝又のツスチ

午 午 午 午
前 前 後 後

一 一
コ コ
ー ー

一 ス ス
点 一 一
一 時 時
回 間 間
に に に
つ つ つ
き き き

点 一 九 九
又 延 時 時 時
は 長 か か か
一 料 ら ら ら
組 一 午 午 午
一 時 後 後 後
回 間 九 九 五
に に 時 時 時
つ つ ま ま ま
き き で で で

五 一 午 一
時 時 前 延 時
か か 九 長 か
ら ら 時 料 ら
午 午 か 一 午
後 後 ら 時 後
九 五 正 間 九
時 時 午 に 時
ま ま ま つ ま
で で で き で

九 九 五 一 午
時 時 時 時 前
か か か か 九
ら ら ら ら 時
午 午 午 午 か
後 後 後 後 ら
九 五 九 五 正
時 時 時 時 午
ま ま ま ま ま
で で で で で

事三 事
が百 が
定二 定
め十 め
る円 る
額の 額
範 五 三
囲 百 百
内 五 四
で 十 十
知 円 円

六 二
百 十 十
六 二 五 四
十 万 十 万 万
円 六 九 四 八
の 千 万 千 千
範 五 八 四 四
囲 百 百 百 百
内 八 三 四 二
で 十 十 十 十
知 円 円 円 円

一
八 六 万 九
万 万 三 万

十 四 三 千 五
万 千 千 二 千
六 八 六 百 四
千 百 百 九 百
十 十 十 十 十
円 円 円 円 円

十
二
万 七
七 万 四
千 四 万 三
二 千 五 二 万
百 二 万 千 千
二 百 三 四 八
十 十 千 百 百
円 円 円 円 円

三
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

備 宿 ヨ 艇 監 研 ムント
グレ

「
夏
期
」
と
は
、
七

一 考

す 専 指る 山 用
。 口 使 導

県 用
立 の 員
お 場

宿の 合
だ の

泊サ 利

泊 ッ 置 視
室 ト 場 塔

一 個 個 個

般
人 人 人

宿
使 使 使

泊

修
室

器 ク ミ 第
ラ ー

具 ブ テ 三
ハ ィ

の ウ ン 研
ス グ

使 研 ル 修

ルー
ーニ

第 第 個

二 一
人

研 研
使

修 修

月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日

ッ 用 室カ 料
ー 金
交 の
流 基
公 準
園 額
の の
項 計
の 算
備 に

室 用 用 用
修 ー

用 室 ム 室

一

室 室 用

ま
で
の
期
間
を
い
う
。

考 つ
の い

て
、 は

、
、 次

に
、 定

め
及 る
び と

一
日 四 一
一 時 一 時
人 間 隻 間
に に に に
つ つ つ つ
き き き き

点
又
は
一
組 一
一 時
回 間
に に
つ つ
き き

一
人
二
時
間
以
内

こ
は ろ
、 に
こ よ
の る
場 。
合
に
準
用

知千 に年
事四 つ六
が百 き万
定二 五円
め十 百の
る円 円範
額の 六 囲
範 百 内 二
囲 六 で 百
内 十 一 十
で 円 日 円

事二 事八
が百 が百
定二 定八
め十 め十
る円 る円
額の 額の
範 範
囲 囲
内 内
で で
知 知

三
百
円

三
七



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

次 中 る 「
別 の も 、「
表 ヘ よ 第 の 岩
第 う 四 に 国
二 法 に 条 あ 市
号 第 加 第 っ 」
中 十 え 二 て を

九 る 項 は 、「
各 条 。 」 、 「

同 山
表 別 山 口
第 表 口 県
一 第 県 山 条
号 一 の 口 例
の 号 事 県 第
六 の 務 の 七
中 三 処 事 号

ハ 理 務「

山
平 口
成 県
二 の
十 事
四 務
年 処
三 理

市 第 を 主 周
町 二 た 防「
」 項 第 る 大
を の 四 事 島

規 条 務 町「
各 定 第 所 」
町 に 三 及 の
」 よ 項 び 下
に る 」 店 に
改 立 に 舗 「
め 入 改 が 、
る 検 め 一 和

岩 及 の 処
国 び 特 理
市 ニ 例 の
」 を に 特
の 削 関 例
下 り す に
に 、 る 関

同 条 す「
、 表 例 る
光 第 条（
市 一 平 例
」 号 成 の

月 の
二 特
十 例 も
一 に の
日 関 と

す す
る る
条 。
例
の
一
部

三 二
は に
特 十 準 山
別 九 用 口 山
支 歳 す 県 口
援 未 る 立 県
学 満 。 お 立
校 の の お
の 者 だ の
生 又 サ だ
徒 は ッ サ

。 査 、 の 木
を 同 町 町
す 号 の 、
る ホ 区 田
こ 中 域 布
と 内 施「
。 第 の 町

十 み 、
九 に 平
条 あ 生
第 る 町

を の 十 一
加 五 二 部
え 中 年 を
、 山 改「

岩 口 正「
及 国 県 す
び 市 条 る
周 及 例 条
南 び 第 例
市 長 二
」 門 号

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

で 十 カ ッ
あ 九 ー カ
る 歳 交 ー
も 以 流 交
の 上 公 流
が の 園 公
使 者 の 園
用 で 備 の
す 学 考 項
る 校 の の
場 教 備

一 販 」
項 売 を
」 業 加
を 者 え

、「 （
第 卸 同
十 売 表
九 業 第
条 者 二
第 を 号
二 除 中

を 市 ）
」 の「

、 を 一
周 部「
南 防 を
市 府 次
及 市 の
び 、 よ
阿 岩 う
武 国 に
町 市 改

公
布
す
る
。

合 育 は 考
に 法 、 の
お に 研
い 規 修 は
て 定 室 、
は す 、 体
、 る 監 育
宿 高 視 館
泊 等 塔 を
室 学 又 使
の 校 は 用

項 く 「
」 。 掲
に ） げ
改 に る
め 係 も
、 る の

も 」「
又 の の
は に 下
立 限 に
入 る

」 、 正
に 長 す
改 門 る
め 市 。
、 、
同 山
表 陽
第 小
一 野
号 田
の 市

山
口
県
知
事

二

利 、 艇 す
用 中 置 る
料 等 場 場
金 教 を 合
を 育 使 に
徴 学 用 準
収 校 す 用
し 若 る す
な し 場 る
い く 合 。

「
検 。 （
査 ） イ
」 」 か
を を ら
削 加 ホ
り え ま
、 、 で
同 同 に
号 号 掲
に ロ げ

七 及
中 び

阿「
下 武
松 町
市 」
」 に
の 改
下 め
に 、

井

関

成

三
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

を レ
」「

イ を
及 「
び ヘ
ヘ 及
」 び
に ル
改 」

し 同 に「 「
ヘ 、 ヘ 改号

レ 」 め及 ル
か に 、び 中
ら 改 同ル 「
ツ め 号」 ト
ま 、 チに 」
で 同 を改 を
を 号 同め 「

長 号 え り「 「
門 の 、 、 萩 、
市 十 同 美 同市
」 中 表 祢 、 号
を 第 市 」 ハ「
、 萩 十 」 を を

市 八 を 削 同「
山 」 号 加 り 号
陽 の の え 、 ロ

え の
、 別 三五表 を同 の第 次表 三五 の第

号 よ十 削の う四 除七 に号
中 改の

別 別四表 表を第 第す 騒四 四る 音号 号こ 規の をと 制二 次。 法か の
め に
、 改
同 め
号 、
ヰ 同
を 号
同 ム
号 を
ツ 同
と 号
し レ
、 と

ル カ 号、 イ
か を ロ」同
ら 同 とに号
ワ 号 し改ナ
ま チ 、めを
で と 同、同
と し 号同号
し 、 リ号ヨ
、 同 中中と
同 号 ルし 「
号 ヨ トを、
ネ 中 」

小 下 七 、 同 と
野 に 中 同 表 し
田 表 第 、「 「
市 、 萩 第 十 同
」 美 市 十 八 表
の 祢 、 八 号 第
下 市 防 号 の 十
に 及 府 の 二 五

び 市 四 中 号「
、 山 及 中 の「
和 陽 び 萩 三「
木 小 」 萩

め五 「
萩 る中
市 。「
」及
のび
下長
に門

市 「
及」
びを
山「
陽

ら （ よ昭第 う和四 に四号 改十の め三四 る年ま 。法で 律を 第削 九り 十、
同 し
号 、
ノ 同
中 号

ウ「
ト 中
及 「
び ト
ヲ 及
」 び
を ヲ

ホ同
中 をと号 「

ヲ しラ 「 「
ト 」 イ、中 、 を 」ヲ「 ヲ にをト 「
及 ヘ 改、 ヘび 」 めヲ とレ に 、及 し」 改 同び 、を め 号レ 同、 リ

市 を
町 野 を 市 」 削
」 田 削 」 を り
を 市 り を 、「
加 」 、 山 同「
え を 同 山 口 表、 加 表 口 市 第同 え 第 市 、 十表 、 十 、 萩 七第 同 八 萩 市 号十 表 号 市 、 及八 第 の 、

、
小長
野門
田市
市及 」び を阿 加武 え町 、」 同に 表

八同 号表 ）第 の四 施号 行の に五 関中 す「 る萩 事市
」「

イ を
及 「
び イ
ヘ 及
」 び
に ヘ
改 」
め に
、 改
同 め

」 「 号ヘ 同 をを ワ及 号 同中び ヨ 号「
ヘ ル を ハ「
及 ヲ」 同 とび 」に 号 しル を改 リ 、」 め と 同「
に ヘ、 し 号

」改 同 、 ヌ
にめ 号 同 中

防 び号 十 八 防 府 第の 八 及 府 市 十十 号 び 市 、 七二 の 第 」 岩 号中 十 十 に 国 のイ 一 八 改 市 二か 中 号 め 、 中ら の 、「 和ヘ 萩 九 同 「
木 山ま 市 中 表
町 口で 」 第

改 第め 十、 四同 号表 の第 三十 中五 「
号 山
中 陽
イ 小

務」 での あ下 っに て「 規、 則美 で祢 定市 め」 るを
号 、
ノ 同
を 号
同 ウ
号 を
ネ 同
と 号
し ソ
、 と
同 し
号 、

、 改ネ 号 「
同 めを タ ト

、号 同 中 」
同ラ 号 を「
号を カ ヲ 「
ワ同 と 」 イ
を号 し を 」
同タ 、 に「
号と 同 ヘ 改
トし 号 」 め

、 とナ に 、

「
」 市を の 萩 十
に 」削 下 市 八
改 のり に 」 号
め 下、 の の「
、 にト 、 下 六
同を 防 に 中 「
表 、イ 府 「 「
第 萩と 市 、 萩
十 市し 」 美 市
八 」、 を 祢 」
号 を同 、 市 の

を 野
削 田
り 市
、 」
ロ の
を 下
イ に
と 「
し 、
、 周
同 防

も加 のえ
、 防同 府号 市を 及同 び表 岩第 国四 市号

オ 同
中 号

ヰ「
ノ 中
」 「

三 を ト
九 及「

ネ び
」 ヲ
に 」

同 し中 改 同
、号 め 号「
同ム ト 、 ヌ
号中 、 同 を
カヲ 号 同「

ト 中及 中 号
、 び タ ニ「
ヲ ヲレ を と

」及 」 ヌ し
び を と を 、

の 加号 」 下「
三 えチ 岩 を に

、中中 国 加 「
同市 え 、 「「
表萩ト 」 、 美
第市」 の 同 祢

」 十を 下 表 市
の 八に 第 」「
下 号イ 十 を「

」 、 八 加 に 中

号 大
ハ 島
中 町

、「
及 和
び 木
ロ 町
」 」
を を
削 加

の
二
と
し
、
同
表
第
五
号



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

法 法 法 法 法
第 第 第 第 第
二 十 十 十 十
十 四 三 三 一
条 条 条 条 条

送
法 法 法 付 法 法
第 第 第 を 第 第
十 十 十 す 九 四
一 一 条 る 条 条
条 条 第 こ 第 第

中
二 「

周積 る に 十 防が 法 基 七 大五 第 づ 島ヘ 二 く 土 町ク 条 事 地 」タ 第 務 区 のー 一 の 画

島 め 中 改「
宇 、 め町 「
部 同 萩 、」
市 表 市 同に
、 第 」 号改
山 十 の 中め
口 八 下 オ、
市 号 に を同
、 の ナ表 「

第 第 第 第 第
一 一 四 一 八
項 項 項 項 項

か に の の（
法 ら お 認 規
第 第 い 可 定
三 三 て を に
十 項 準 す よ
九 ま 用 る る
条 で す こ 公
第 の る と 告

第 第 一 と 三 一
七 四 項 。 項 項
項 項 の の（
の の 認 法 認
規 認 可 第 可
定 可 を 十 を
に を す 条 す
よ す る 第 る
る る こ 三 こ
届 こ と 項 と
出 と 。 に 。

下ル 項 う 整 に未 に ち 理
満 規 次 法 「

、で 定 に （ 和あ す 掲 昭 木る る げ 和 町も 土 る 二 」の 地 も 十 をに 区 の 九 加係 画 年（ える 整 法 法 、

萩 十 、 と第
市 五 防 し十
、 中 府 、八
防 市号 「 「
府 山 、 萩の
市 口 下 市十
、 市 松 」六
下 、 市 の中
松 萩 、 下「
市 市 光 に岩
、 及 市国 「
岩 び 、 、二 認 法 。 を

項 可 第 す
に を 九 る
お す 条 こ
い る 第 と
て こ 三 。
準 と 項
用 。 の
す 規
る 定
場 に

を 。 お
受 い
理 て
す 準
る 用
こ す
と る
。 場

合
を
含

も 理 第 律 同の 事 三 第 表に 業 条 百 第限 の 第 十 二る う 一 九 十。 ち 項 号 七） 法 、 。 号第 第 以 を二 二 下 次条 項 こ の第 又 の よ

市
国 周 柳 下」
市 南 井 松の
、 市 市 市下
光 」 」 、に市 を を 光「、 加 市、 「
長 宇 え 、光門 部 、 柳市市 市 同 井」、 、 表 市を柳 山 第 」合 よ

を る
含 公
む 告
。 を
） す
の る
規 こ
定 と
に 。
よ

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告

四 は 号 う項 第 に にに 三 お 改規 項 い め定 の て るす 規 「 。る 定 法
施 に 」
行 よ と
地 り い
区 施 う

、井 口 十 を
市 「 市 八 、周、 、 号 「南美 萩 の 山市祢 市 十 陽」市 、 四 小の、 防 中 野下周 府 田「に南 市 岩 市
市 、 国 」「

、、 岩 市 のり
縦

及
び

市
及
び
周
南
市

の 行 。
面 す ）

市 国 萩 宇
、 市 市 部
柳 、 、 市
井 光 防 、
市 市 府 山
、 、 市 口
美 長 、 市
祢 門 岩 、

山山 国 」 下
陽陽 市 を に
小小 、 「 「
野野 光 防 、
田田 市 府 和
市市 、 市 木
」、 周 、 町
を」 南 下 」
加を 市 松 を
え削 、 市 加
、り 山 、 え
同、 陽 岩 、
表同 小 国 同
第表 野 市 表
二第 田 、 第
十二 市 長 十
六十 及 門 八
号六 び 市 号
の号 周 」 の
二の 防 に 十

三 中 大 改 三

四
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

用 定
す に 法 法 法 法
る よ 第 第 第 第
場 り 五 五 四 四
合 縦 十 十 十 十
を 覧 一 一 九 五

法 法 法 法 法
第 第 第 第 第
四 三 三 三 二
十 十 十 十 十
五 九 九 九 九

査
法 法 法 法 及 法
第 第 第 第 び 第
二 二 二 二 命 二
十 十 十 十 令 十
九 八 一 一 又 条

す の 覧
る 法 修 に
こ 第 正 供
と 二 に す
。 十 係 る

条 る こ
含 に 条 条 条 条
む 供 の の の 第
。 す 八 二 承 五
） る 第 第 認 項
の こ 一 一 を の
修 と 項 項 す 規
正 の る 定（ （
に 法 法 認 こ に
係 第 第 可 と よ
る 五 五 を 。 る
部 十 十 す 公

条 条 条 条 条
第 第 第 第 第
二 五 四 一 二
項 項 項 項 項
の の の の の
認 規 規 認 規
可 定 定 可 定
を に に を に
す よ よ す よ
る る る る る
こ 公 公 こ 公

条 条 条 条 は 第
第 第 第 第 通 三
一 八 四 三 知 項
項 項 項 項 を （
の の の の す 法
規 規 規 規 る 第
定 定 定 定 こ 三
に に に に と 十
よ よ よ よ 。 九
る る る る 条
届 書 公 公 第

第 部 と
二 分 （
項 に 法

係 第（
法 る 二
第 も 十
三 の 条
十 を 第
九 含 五
条 む 項
第 。 （

分 一 一 る 告
に 条 条 こ を
係 の の と す
る 八 十 。 る
も 第 第 こ
の 五 二 と
を 項 項 。
含 に（
む 法 お
。 第 い
） 五 て

と 告 告 と 告
。 を 及 。 を

す び す
る 送 る
こ 付 こ
と を と
。 す 。

る
こ
と
。

出 類 告 告 二
を を を 及 項
受 受 す び に
理 理 る 送 お
す す こ 付 い
る る と を て
こ こ 。 す 準
と と る 用
。 。 こ す

と る
。 場

二 ） 法
項 。 第
に 三
お 十
い 九
て 条
準 第
用 二
す 項
る に
場 お

。 十 準
一 用
条 す
の る
十 場
第 合
二 を
項 含
に む
お 。
い ）

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

合 い
を て
含 準
む 用
。 す
） る
の 場
意 合
見 を
書 含
を む

て の
準 規

る
審

受 。
理 ）

四
一



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

法 法 法 法 法
第 第 第 第 第
百 百 百 百 百
二 二 二 二 二
十 十 十 十 十

法 法 法 法 法 法
第 第 第 第 第 第
百 百 百 百 九 八
二 二 三 三 十 十
十 十 条 条 七 六

す
法 る 法 法 法
第 こ 第 第 第
七 と 五 五 五
十 。 十 十 十
五 一 一 一

定 見
法 に 法 書 法
第 よ 第 を 第
五 る 五 受 五
十 審 十 理 十
一 査 一 す 一

五 五 五 五 四
条 条 条 条 条
第 第 第 第 第
五 四 三 一 三
項 項 項 項 項
の の の 又 の
規 規 規 は 規
定 定 定 第 定
に に に 二 に
よ よ よ 項 よ
る る る の る

四 四 第 第 条 条
条 条 四 三 第 第
第 第 項 項 一 一
二 一 の の 項 項
項 項 規 規 の の
の の 定 定 認 認
規 規 に に 可 可
定 定 よ よ を を
に に る る す す
よ よ 公 届 る る
る る 告 出 こ こ

条 条 条 条
の の の の
技 十 十 十
術 三 三 第
的 第 第 一
援 四 一 項
助 項 項 の
を に の 認
す お 認 可
る い 可 を
こ て を す

条 及 条 る 条
の び の こ の
九 命 八 と 八
第 令 第 。 第
三 又 三 二
項 は 項 項
の 通 （ （
規 知 法 法
定 を 第 第
に す 五 五
よ る 十 十

招 認 命 規 公
集 可 令 定 告
を の を に を
す 取 す よ す
る 消 る る る
こ し こ 検 こ
と を と 査 と
。 す 。 を 。

る す
こ る
と こ

認 検 を を と と
可 査 す 受 。 。
の 及 る 理
取 び こ す
消 命 と る
し 令 。 こ
を を と
す す 。
る る
こ こ
と と

と 準 す る
。 用 る こ

す こ と
る と 。
法 。
第
五
十
一
条
の

る こ 一 一
公 と 条 条
告 。 の の
及 十 十
び 第 第
送 二 二
付 項 項
を に に
す お お
る い い
こ て て

。 と
。

。 。 九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公

と 準 準
。 用 用

す す
る る
場 場
合 合
を を
含 含
む む
。 。
） ）

告
を

の の
規 意

四
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

す 告 と
る 政 を 政 。 政
こ 令 す 令 令
と 第 る 第 第
。 十 こ 十 十

六 と 六 六

を
政 政 政 政 す
令 令 令 令 る
第 第 第 第 こ
十 十 十 十 と
六 六 六 六 。

う
。 土 法 法 法 法
） 第 第 第 第地
第 百 百 百 百区
十 三 二 二 二画
六 十 十 十 十整

と
法 。 法 法
第 第第
百 百百
二 二二
十 十十

条 。 条 条
第 第 第
三 三 三
項 項 項
に に に
お お お
い い い
て て て
準 準 準
用 用 用
す す す

条 条 条 条
第 第 第 第
三 三 三 三
項 項 項 項
に に に に
お お お お
い い い い
て て て て
準 準 準 準
用 用 用 用
す す す す

条 六 五 五 五理
第 条 条 条 条法
二 の の の の施
項 規 二 二 二行
の 定 第 第 第令
規 に 五 四 三（
定 よ 項 項 項昭
に る の の の和
よ 意 規 規 規三
る 見 定 定 定十
解 の に に に年

五 五五
条 条条
の 第第
二 六七
第 項項
一 のの
項 規規
又 定定
は にに
第 よよ二 るるる る る

政 政 政
令 令 令
第 第 第
十 十 十
四 四 四
条 条 条
第 第 第
三 二 一
項 項 項
又 の の

る る る る
政 政 政 政
令 令 令 令
第 第 第 第
十 十 十 十
三 三 二 一
条 条 条 条
第 第 第 の
二 一 一 規
項 項 項 定
の の の に

任 聴 よ よ よ政投 取 る る る令票 を 公 認 命第所 す 告 可 令四並 る を の を十び こ す 取 す七に と る 消 る
号投 。 こ し こ
。票 と を と
以の 。 す 。
下期 る

項 投議の 票決規 に、定 付選に す挙よ こ、る と当検 。選査 又を
はす
解は 規 規

第 定 定
四 に に
項 よ よ
の る る
規 決 申
定 定 出
に 、 を
よ 交 受
る 付 理
決 及 す

規 規 規 よ
定 定 定 る
に に に 指
よ よ よ 名
る る る を
保 指 公 す
存 名 告 る
を を を こ
す す す と
る る る 。
こ こ こ

こ日 こ
の及 と
号び 。
に時
お間
いの
て決

定 「
政並
令び
」に

る
任こ
のと
投。
票
の
取
消
し
を
す

定 び る
を 公 こ

と と と
。 。 。

と公
告 い

る
こ

四
三



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

市 六 第 国 第
、 中 三 市 三
防 十 」 十「
府 山 四 の 一
市 口 号 下 号
、 市 の に の
光 、 五 二「
市 萩 中 及 中
、 市 び「 「

市 「
、 別（
萩 法 表
市 」 第
、 を 三
防 十「
府 号（
市 同 の
、 法 三

三
条 十
第 の
一 二
項
に 都
規 市
定 計

と 和 美
別 し 四 祢 別
表 、 十 市 表
第 三 、 第「
三 宇 年 周 二
十 部 法 南 十
号 市 律 市 七
の 、 第 、 号
二 山 百 山 の

長 、 宇 光 山
門 長 部 市 口
市 門 市 」 市
、 市 、 を 」
柳 、 山 加 を
井 周 口 え 「
市 南 市 、 下
」 市 、 同 関
に 、 萩 表 市
改 山 市 第 、
め 陽 、 三 山
、 小 防 十 口

下 」 か
松 に ら
市 改 第
、 め 三
岩 、 十
国 同 号
市 号 の
、 を 五
光 同 ま
市 表 で
、 第 を
長 三

す 画
る 法
建 の
築 施
に 行
係 に
る 関
も す
の る
に 事
限 務

を 口 号 陽 二
次 市 。 小 を
の 、 」 野 削
よ 萩 を 田 り
う 市 加 市 、
に 、 え 、 同
改 防 、 」 表
め 府 ハ を 第
る 市 を 削 二
。 、 削 り 十

下 り 、 八
松 、 同 号

同 野 府 四 市
表 田 市 号 」
第 市 、 の に
三 及 岩 三 改
十 び 国 中 め
四 」 市 、「
号 を 、 山 同
の 削 長 口 表
八 り 門 市 第
を 、 市 」 三
次 同 、 の 十

削
門 十 り
市 号 、
、 の 同柳 三 表井 と 第市 し 三、 、 十美 同 号祢 表 の市 第 六、 三

る で
。 あ
） っ
。 て

規
則
で
定
め
る
も

市 ニ 表 及
、 を 第 び
岩 ハ 二 第
国 と 十 二
市 し 九 十
、 、 号 九
光 ホ の 号
市 か 二 中
、 ら か 「
長 ト ら 宇
門 ま 第 部

の 表 柳 下 二
よ 第 井 に 号
う 三 市 の「
に 十 、 、 二
改 四 美 萩 中
め 号 祢 市 「
る の 市 」 岩
。 七 、 を 国

中 周 加 市
南 え 」「

山 市 、 の

中周 十
南 号 「

都市 の 市、 七 緑山 及
地陽 び
法小 第
」野 三
の田 十
下市 号
に、 の

の
を
す
る
こ
と
（
同
法
第
五

市 で 二 市
、 を 十 、
柳 ニ 九 山
井 か 号 口
市 ら の 市
、 ヘ 四 、
美 ま ま 萩
祢 で で 市
市 と を 、
、 し 削 防
周 、 り 府

口 、 同 下
市 山 表 に
、 陽 第 「
萩 小 三 、
市 野 十 光
、 田 四 市
長 市 号 」
門 、 の を
市 」 四 加
」 を 中 え
を 削 、

」 八 「
を を （

昭削 削 市 市和り り 及四、 、 び十同 同 山八号 表 陽年を 第 小法同 三 野律表 十 田第第 号

十
三

市 市 松 萩 宇
、 、 市 市 部
美 長 、 、 市
祢 門 岩 防 、
市 市 国 府 山
、 、 市 市 口
周 柳 、 、 市
南 井 光 下 、

南 同 、 市
市 号 同 、
、 チ 表 下
山 中 第 松
陽 三 市「
小 ト 十 、
野 」 号 岩
田 を 中 国
市 市「 「
、 ヘ 都 、
」 」 市 光「

り 萩 同「
宇 、 市 表
部 同 、 第
市 表 」 三
、 第 を 十
山 三 削 四
口 十 り 号
市 四 、 中
、 号 同 「
萩 の 表 岩

七三 の
十十 九
二号 中
号の 「
）四 宇
」と 部
をし 市
加、 、

同 山 え
表 口 、

を に 計 市
削 改 画 、
る め 法 長
。 、 門（

同 」 市
号 の 、
中 下 柳
チ に 井
を 市「
ト 昭 、

四
四



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

１

こ
の
条
例
は
、
平

る 小（
施 。 野 別
行 田 表
期 附 市 第
日 及 三
） 則 び 十

周 四
防 号
大 の

ル ヌ リ チ ト ヘ

法 法 法 法 法 法
第 第 第 第 第 第
七 六 六 六 六 六
十 十 十 十 十 十
条 九 八 七 七 六

ホ ニ ハ ロ
む

法 法 法 。 法
第 第 第 ） 第
六 五 五 の 五
十 十 十 規 十
五 八 六 定 五

三
イ て お 十

行 い 四
法 う て の
第 場 八「
五 合 法
十 に 」 高
二 係 と 齢成

二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

島 九
町 中
」 「
に 山
改 口
め 市
、 、
同 萩
号 市
ニ 、
中 長

門

第 条 条 条 条 条
一 第 の 第 第 の
項 一 規 三 二 規
の 項 定 項 項 定
規 の に の の に
定 規 よ 承 規 よ
に 定 る 認 定 る
よ に 命 を に 報
る よ 令 す よ 告
届 る を る る の
出 認 す こ 届 徴

条 条 条 に 条
の 第 第 よ （
助 一 一 る 法
言 項 項 通 第及 の の 知 五び 承 認 を 十指 認 可 す 六導 を を る 条を す す こ

第す る る と
二る こ こ 。

条 る い 者
の も う の
認 の 。 居
可 を ） 住
を 除 に の
す く 基 安
る 。 づ 定
こ ） く 確
と 事 保
。 務 に

の 関
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第

「
下 市
松 、
市 周
」 南
の 市
下 、
に 山

陽「
、 小
岩 野
国 田

を 可 る と 出 収
受 の こ 。 を を
理 取 と 受 す
す 消 。 理 る
る し す こ
こ を る と
と す こ 。
。 る と

こ 。
と
。

項こ と と
及と 。 。
び。
第
六
十
九
条
第
二
項

う す
ち る
次 法
に 律
掲 （
げ 平
る 成
も 十
の 三

年（
市 法

一
号
の
七
及
び
第
三
十
五
号

市 市
」 及
を び
、 」

を「
周 削
防 り
大 、
島 同
町 表
」 第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

町 律
が 第
自 二
ら 十
終 六
身 号
賃 。
貸 以
事 下
業 こ
者 の

ニ
の
改
正
規
定
（
田
布
施
町

の 三
下 十
に 五

号「
、 イ
和 中
木 「
町 及
、 び
田 山
布 陽

を
含

町 小
野
田
市
及
び
阿
武

と 号
し に

市 市 萩 宇
、 、 市 部
周 長 、 市
南 門 防 、
市 市 府 山
、 、 市 口
山 柳 、 市
陽 井 光 、

に
係
る
部
分

四 を
五 除

く
。
）

施 小
町 野
、 田
平 市
生 」
町 を
」 「
を 、
加 山
え 陽



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
二
条
第
一
号
中
「

山
山 口 山
口 県 平 口
県 山 条 成 県
学 口 例 二 学
校 県 第 十 校
職 学 九 四 職
員 校 号 年 員
定 職 三 定

こ 第 山
の 二 口
条 附 条 県
例 第 職
は 則 一 員
、 号 定
平 中 数
成 条「

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 職
県 第 十 員
職 八 四 定
員 号 年 数
定 三 条

２ （
事 の 経 は
が 六 改 過 、
し 、 正 措 同
た 第 後 置 年
許 十 の ） 十
可 八 山 月
等 号 口 一
の の 県 日

二
、
三
三
七
人
」
を
「
二
、
二

数 員 月 数
条 定 二 条
例 数 十 例

条 一 の（
昭 例 日 一
和 の 部
三 一 を
十 部 改
一 を 正
年 改 す
山 正 る
口 す 条

二 四 例
十 、 （
四 一 昭
年 〇 和
四 〇 三
月 人 十
一 」 一
日 を 年
か 山「
ら 三 口
施 、 県
行 九 条

数 月 例
条 二 の
例 十 一
の 一 部
一 日 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例
条 を

処 十 の か
分 四 事 ら
そ 、 務 施
の 第 処 行
他 三 理 す
の 十 の る
行 四 特 。
為 号 例
に 、 に
係 第 関
る 三 す
も 十 る

七
八
人
」
に
、
「
五
四
二
人

県 る 例
条 条 を
例 例 こ
第 こ
五 に
十 公
一 布
号 す
） る
の 。
一

す 〇 例
る 〇 第
。 人 五

」 十
に 号
改 ）
め の
る 一
。 部

を
次

例 こ
こ
に
公
布
す
る
。

の 四 条
に 号 例
つ の （
い 三 以
て 及 下
は び 「
、 第 改
改 三 正
正 十 後
後 四 の
の 号 条

」
を
「
五
三
六
人
」
に
、

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

条 の 例
例 四 」
第 の と
二 上 い
条 欄 う
の に 。
規 掲 ）
定 げ 別
は る 表
、 事 の
適 務 上「

二
、
八
七
九
人
」
を
「
二
、

。 山
口
県
知
事

二

山
口
県
知
事

二

用 を 欄
し 除 に
な く 掲
い 。 げ
。 ） る

の 事
う 務
ち （
、 同
こ 表
の 第

八
一
四
人
」
に
改
め
、
同

井

関

成

井

関

成

条 十
例 八
の 号
施 の
行 三
の 、
日 第
前 十
に 八
知 号

四
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
知
事
等 知
の 事
給 等
与 の
の 給
特 与

山
口 知
県 平 事
条 成 等
例 二 の
第 十 給
十 四 与
一 年 の
号 三 特

に
こ 、 第 山
の 口二「
条 附 三 県 山条
例 、 地 口中
は 則 五 方 県「
、 九 警 地二
平 四 察 方三
成 人 職 警五

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 二 地
第 十 方
十 四 警
号 年 察

三 職

人 七 条
こ 」 第二
の に 三人
条 附 、 号」
例 中に「
は 則 四 、 「
、 二 一「
平 八 、一
成 人 一九

例 の
に 特
関 例
す に
る 関
条 す
例 る
の 条
一 例
部 及
改 び
正 非

月 例
二 に
十 関
一 す
日 る

条
例
及
び
非
常
勤

二 」 員 察人
十 を 定 職」
四 数 員を「
年 三 条 定「
四 、 例 数二
月 六 条三 （
一 〇 昭 例六
日 四 和 の人
か 人 三 一」
ら 」 十 部に
施 に 二 を、
行 改 年 改

月 員
二 定
十 数
一 条
日 例

の
一
部
を
改
正
す

二 」 八七
十 を 七人
四 人」「
年 四 」を
四 二 を「
月 一 一 「
一 人 一九
日 」 、二
か に 二人
ら 、 〇」
施 五に「
行 五 人

） 常
勤
職
員
の
報
酬
の
特
例
に

職
員
の
報
酬
の
特
例
に
関
す

「
す め 山 正八
る る 口 す八
。 。 県 る五

条 条人 例 例」 第を 十「 六八 号八 ）八 の

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

、
す 、 」「
る 七 に三
。 一 、、

六 三 「
人 一八
」 、三を 三人 五」「
五 〇を、 人「六 」

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

人 一」 部に を、 次
の「

九 よ一 う
五 に
人 改
」 正
を す

。 三七 を、六 三 「
人 一六」 、四に 三人改 六」め 八にる 人改。 」

め に
、 改

す
る
条
例

山 条
例口 を

県 こ
こ知 に

事 公
布
す

二 る
。

る「
九 。
一
八
人
」
に
、
「
九
四

山
口
県
知
事

二

同 め
条 、
第 同
五 条
号 第
中 四

号「
五 中
、 「
二 三
八 、

四
七

井

関

成

三
人
」
を
「
九
四
六
人
」

井

関

成

八 一
人 八
」 六
を 人

」「
五 を
、 「
二 三
五 、
五 一



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二 月 第
十 三 こ 二
四 十 の 条「
年 一 条 附 平
三 日 例 成 非
月 」 は 則 二 常
三 を 、 十 勤
十 平 一 職「
一 平 成 年 員

（
非 る 第（
常 第 」 昭 一
勤 四 に 和 号
職 条 改 二 中
員 を め 十 「
の 削 、 五 （
報 る 同 年 以
酬 。 項 法 下

項 別 任 れ を 十
ま 措 期 た 受 四
で 置 付 者 け 年
、 条 職 を る 山
任 例 員 除 職 口
期 条 く 員 県（
付 昭 例 。 の 条
研 和 第 」 う 例

第
関 め 一
す 第 る 第 条
る 三 。 一
条 条 条 知
例 第 中 事

一 等（ 「
平 項 平 の
成 中 成 給

日 成 二 八 の
」 二 十 月 報
を 十 四 一 酬

六 年 日 の「
平 年 四 」 特
成 三 月 を 例
二 月 一 に「
十 三 日 平 関
四 十 か 成 す
年 一 ら 二 る
八 日 施 十 条
月 」 行 四 例

の 第 律 「
特 三 特第
例 号 別二
に 及 百 管
関 び 六 理
す 第 十 職
る 四 一 員
条 号 」号
例 を ） と
の 削 第 い
一 る 五 う
部 。

究 四 七 及 ち 第
員 十 条 び 地 五
条 六 」 方 十「
例 年 を こ 自 号
第 山 の 治 。「
五 口 及 条 法 以
条 県 び に 下（
又 条 学 お 昭 「
は 例 校 い 和 任
任 第 職 て 二 期
期 三 員 」 十 付
付 十 給 を 二 職

十 二 与「
四 十 の「
年 職 一 特
山 員 年 例
口 給 四 に
県 与 月 関
条 条 一 す
例 例 日 る
第 」 」 条
四 と を 例
十 い 「 （
九 う 平 平

七 に す 年 （
日 改 る 四 平
」 め 。 月 成
に る た 一 二
改 部 だ 日 十
め 分 し 」 一
る に 、 に 年
部 限 第 、 山
分 る 一 口「
に 。 条 平 県
限 ） 中 成 条

十 。
改 ）二
正 」条
） を第

削三
り項
、た
同だ
項し
第書
二に

職 一 与 削 年 員
員 号 改 り 法 条
条 ） 正 、 律 例
例 第 条 第 」「
第 三 例 、 六 と
七 条 附 学 十 い
条 第 則 校 七 う
」 一 第 職 号 。
を 項 十 員 ） ）

の 四 給 第 」「
又 教 項 与 二 、

号 。 成 成
。 ） 二 十
以 、 十 四
下 」 四 年

を 年 山「
任 四 口「
期 月 県「
付 職 一 条
研 員 日 例
究 給 」 第
員 与 に 二

る 及 知 二 例
。 び 事 十 第
） 第 等 四 三
は 二 の 年 十
、 条 給 三 五
公 中 与 月 号
布 非 の 三 ）
の 常 特 十 の
日 勤 例 一 一
か 職 に 日 部
ら 員 関 」 を

号規
定 中
す 「

除る
く管
」理
を職

員 「
除等
き及
、び

は 職 か 改 百 「
学 調 ら 正 五 職
校 整 第 条 十 員
職 額 十 例 二 給
員 」 六 附 条 与
給 を 項 則 の 条
与 削 ま 第 十 例
改 り で 十 七 第
正 、 」 四 第 四
条 に 項 一 条「
例 、 改 か 項 第

条 条 、 号
例 例 ）「
」 」 平 の
と と 成 一
い い 二 部
う う 十 を
。 。 四 次
） ） 年 の
又 又 三 よ
は は 月 う
一 」 三 に

施 の す を 次
行 報 る の「
す 酬 条 平 よ
る の 例 成 う
。 特 第 二 に

例 一 十 改
に 条 四 正
関 の 年 す
す 改 八 る
る 正 月 。
条 規 七

警こ
察れ
職と
員の
以権
外衡
のを
職考
員慮
にし

て あ

附 学 め ら の 一
則 校 、 第 規 項
第 職 十 定 第「
十 員 、 六 に 五
四 給 義 項 基 号
項 与 務 ま づ イ
か 改 教 で き に
ら 正 育 、 他 規
第 条 諸 任 の 定
十 例 学 期 普 す
六 附 校 付 通 る

般 に 十 改
職 改 一 正
の め 日 す
任 、 」 る
期 を 。「
付 、 「
職 一 平
員 般 成
の 職 二
採 の 十
用 任 六

例 定 日
の 」（
改 に「
正 平 改
規 成 め
定 二 る

十 。（
四「

平 年
成 三

っ規
て則
はで
、定
地め
方る
公職
務員
員に

限 法

項 則 等 研 地 医
ま 第 の 究 方 療
で 十 教 員 公 職
」 四 育 条 共 給
に 項 職 例 団 料
改 か 員 第 体 表
め ら の 五 に
、 第 給 条 派 の
同 十 与 及 遣 適
項 六 特 び さ 用

等 期 年
に 付 三
関 研 月
す 究 三
る 員 十
条 の 一
例 採 日

用 」（
平 等 に
成 に 改

四
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

譲
宅
地

附 管
理

則 費
」
を
、

山
第 特 口
二 別 県
条 会 特 条
の 計 別 例
表 設 会 第
土 置 計 十
地 条 設 三
取 例 置 号

特 こ
平 別 の 三
成 会 条 附 万
二 計 例 円
十 設 は 則
四 置 、
年 条 公
三 例 布

「
二 前 第 第 一

二 一 般十
獣 号 条 職条
医 」 第 のの
学 に 二 職五
に 改 項 員第
関 め 中 の一
す 、 給項 「

山
口 一
県 平 般

一 条 成 職
般 例 二 の
職 第 十 職
の 十 四 員
職 二 年 の
員 号 三 給

「
一
時
借
入
金
の
利
子
」
の
下

得 条（
事 昭 例
業 和 の
特 三 一
別 十 部
会 九 を
計 年 改
の 山 正
項 口 す
中 県 る

条 条「
土 例 例

月 の の
二 一 日
十 部 か
一 を ら
日 改 施

正 行
す す
る る
条 。
例 た
を だ
こ し

る 同 法 与中
専 号 第 に「
門 を 二 関五
的 同 十 す年
知 項 五 る以
識 第 条 条内
を 三 第 例の
必 号 四」 （
要 と 項 昭を
と し に 和「
し 、 規 二十
、 同 定 十

の 月 与
給 二 に
与 十 関
に 一 す
関 日 る
す 条
る 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改

に
「
、
一
般
会
計
繰
出
金
」

地 第
取 十
得 二
事 号
業 ）
収 の
入 一
」 部
の を
下 次
に の

こ 、
に 第
公 十
布 条
す の
る 五
。 第

一
項
の
改

年
か 項 す 六以
つ 第 る 年内
、 一 」 山、
採 号 を 口第
用 の 削 県三
に 次 る 条号よ に 。 例にる 次 第掲欠 の 二げ員 一 号るの 号 ）

を 正
改 す
正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布

を
加
え
る
。

よ「
、 う
財 に
産 改
収 正
入 す
」 る
を 。
、
「
土

正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年

職補 を のに充 加 一係が え 部る困 る をも難 。 次ので のにあ よ
ある う
つと に
て認 改
はめ 正

す
る
。

地 山
取 口得
事 県
業 知費
」 事
の
下
に 二

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

五ら す
年れ る
以る 。
内職
ので
」人
に事
改委
め員
、会
同規

山
口
県
知
事

二

四
九

「
、
産 井
業
団
地 関
管
理
費 成
、
分

項則
第で
二定
号め
中る

も 「
前の
号
」月

額 を

井

関

成
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附
則
第
五
条
の
四
の

十 改
第 第 四 第 め 第
六 四 」 四 る 三
十 十 に 十 。 十
五 九 改 九 九
条 条 め 条 条
の の る の の
二 四 。 三 八
中 第 第 中

三
ロ イ る

と 寄 所
す 知 県 附 得
る 事 内 金 税
た 又 に を 法
め は 事 除 第
に 山 務 く 七

山
第 第 第 山 口
二 六 四 口 県
十 条 条 県 山 条
七 第 第 税 口 例
条 一 一 賦 県 第
の 項 項 課 税 十
三 中 第 徴 賦 四
第 五 収 課 号「

山 こ
平 口 の
成 県 条
二 税 例
十 賦 は
四 課 、
年 徴 平
三 収 成

三
を
削
る
。

一 三「 「
千 項 項 同
五 中 中 条
百 第「 「
四 第 第 四
円 七 七 十
」 十 十 項
を 二 二 」

条 条 を「
八 の の 「
百 四 四 同
六 十 十 条

支 口 所 。 十
出 県 又 ） 八
し 教 は 並 条
た 育 事 び 第
金 委 業 に 二
銭 員 所 租 項

会 を 税 第
の 有 特 二
所 す 別 号
管 る 措 及
に 法 置 び
属 人 法 第

一 第 号 条 徴
項 二 中 例 収
に 章 条「 （
次 」 賦 昭 例
の の 課 和 の
一 下 徴 二 一
号 に 収 十 部
を 」 五 を「
加 の 年 改（
え 第 下 山 正
る 七 に 口 す
。 条 県 る

月 条 二
二 例 十
十 の 四
一 一 年
日 部 四

を 月
改 一
正 日
す か
る ら
条 施
例 行

十 九 九 第
円 の の 三
」 八 八 十
に 第 及 九
改 一 び 項
め 項 第 」
る た 七 に
。 だ 十 、

し 二 「
書 条 同
」 の 条

す 又 第 三
る は 四 号
公 団 十 に
益 体 一 掲
信 に 条 げ
託 対 の る
ニ す 十 寄
関 る 八 附
ス 寄 の 金
ル 附 二 （
法 金 第 同

「
を 及 条 条
除 び 例 例
く 県 第
。 た 三
） ば 十
」 こ 九
を 税 号
、 に ）

係 の「
第 る 一
三 過 部

を す
こ る
こ 。
に
公
布
す
る
。

を 四 第
十 四「

第 九 十
七 の 一
十 十 項
二 」 」
条 を を
の 「 「
四 第 同
十 七 条
九 十 第

律 二 条
項 第（

大 に 三
正 規 項
十 定 の
一 す 規
年 る 定
法 特 に
律 定 よ
第 非 り
六 営 特

章 料 を
」 の 次
の 徴 の
下 収 よ
に 」 う

を に「
加 改（

第 え 正
十 る す
三 。 る
条 。

の 二 四
十 条 十
二 の 項
第 四 」
一 十 に
項 九 、
た の 「
だ 十 あ
し 二 ん
書 及 分
」 び し

十 利 定
二 活 寄
号 動 附
） に 金
第 関 と
一 す み
条 る な
に 寄 さ
規 附 れ
定 金 る
す の も

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

山
口
県
知
事

二

に 第 て
改 七 」
め 十 を
る 二 「
。 条 按

の 分
四 し
十 て
九 」
の に

る う の
公 ち を
益 、 含
信 次 み
託 に 、
の 掲 前
信 げ 号
託 る に
財 も 掲
産 の げ

井

関

成

五
〇
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第 則
四 第
条 四
第 条
一 第
項 一
第 項
一 第

一 附 の て に
項 則 用 同 関
第 第 に じ す
一 四 供 。 る
号 条 さ ） 法
」 第 れ を 律
と 一 て し （
、 項 い た 平

第 （
震 十 東 附 附 三
及 七 日 則 則
び 条 本 第 第 知
こ の 大 十 十 事
れ 五 震 七 五 が
に 災 条 条 地
伴 そ に の の 域
う の 係 四 二 住

二 一 ま 次
の で の

一 経 に 各
日 営 行 号
当 者 わ の
た が れ い
り 運 た ず
の 行 と れ

第 第（
九 自 附 六 附
条 動 則 条 則
の 車 第 第
四 取 九 削 六

得 条 除 条
道 税 の を
路 の 四 次
運 非 中 の

号 二
」 号
と 」
、 と
同 、
条 「
第 附
五 則
項 第
中 四

条「
附 第

同 中 た こ 成
条 土 と 二「
第 附 地 に 十
三 則 又 よ 三
項 第 は つ 年
中 四 当 て 法

条 該 そ 律「
附 第 土 の 第
則 一 地 居 二
第 項 の 住 十
四 第 上 の 九
条 一 に 用 号

原 有 る の 中 民
子 し 被 四 の「
力 て 災 の 及 生
発 い 居 次 び 活
電 た 住 に 附 上
所 家 用 次 則 必
の 屋 財 の 第 要
事 で 産 四 十 と
故 そ の 条 七 認
に の 敷 を 条 め
よ 居 地 加 第 て
る 住 に え 二 指

旅 す き に
客 る に も
の 路 限 該
輸 線 り 当
送 で 、 す
量 、 第 る
が 地 六 路
十 域 十 線
五 住 八 の
人 民 条 運
以 の 第 行
上 生 一 の

送 課 よ「
法 税 七 う
第 ） 百 に
三 十 改
条 六 め
第 円 る
一 」 。
号 を
イ 「
に 四
規 百
定 十

則 一
第 項
四 第
条 一
第 号
一 」
項 と
第 あ
一 る
号 の
」 は

第 号 存 に 。
一 」 す 供 以
項 と る す 下
第 あ 権 る 「
二 る 利 こ 震
号 の の と 災
」 は 譲 が 特
と 渡 で 例「
あ 附 き 法（
る 則 震 な 」
の 第 災 く と

災 の 係 る 項 定
害 用 る 。 」 し
を に 譲 を た
い 供 渡 路「
う し 期 、 線
。 て 限 附
以 い の 則
下 た 延 第
同 も 長 十
じ の の 七
。 が 特 条

百 活 項 用
五 上 の に
十 必 規 供
人 要 定 す
以 な に る
下 路 か 一
で 線 か 般
あ と わ 乗
る し ら 合
路 て ず 用
線 当 、 の

す 一
る 円
一 」
般 に
乗 改
合 め
旅 、
客 同
自 条
動 を
車 附

と 「
あ 附
る 則
の 第
は 四

十「
附 四
則 条
第 の
四 二
十 第

は 四 特 な い
十 例 つ う「

附 四 法 た 。
則 条 第 県 ）
第 の 十 民 第
四 二 一 税 十
十 第 条 の 一
四 一 の 所 条
条 項 四 得 の
の の 第 割 六
二 規 六 の 第

） 東 例 第
に 日 ） 二
よ 本 項
り 大 及
滅 震 び
失 災 附

則（ （
東 平 第
日 成 十
本 二 七
大 十 条

該 当 バ
路 該 ス
線 自 を
の 動 取
維 車 得
持 の し
に 取 た
係 得 場
る に 合
経 対 に
費 し お

運 則
送 第
事 九
業 条
を の
経 三
営 の
す 三
る と
者 し

、
四 一
条 項
の の
二 規
第 定
一 に
項 よ
の り
規 読
定 み
に 替

第 定 項 納 一
一 に に 税 項
項 よ 規 義 に
の り 定 務 規
規 読 す 者 定
定 み る が す
に 替 譲 、 る
よ え 渡 当 滅
り て を 該 失
読 適 い 滅 を
み 用 う 失 い

震 三 の
災 年 六
の 三 第
被 月 二
災 十 項
者 一 」
等 日 に
に に 改
係 発 め
る 生 る
国 し 。

に て い
つ は て
い 、 は
て 自 、
国 動 当
及 車 該
び 取 取
県 得 得
が 税 が
行 を 平
う 課 成

（
以 同
下 条
こ の
の 次
条 に
に 次
お の
い 一
て 条

を「
経 加

よ え
り て
読 適
み 用
替 さ

五 え れ
一 て る

適 法
用 附
さ 則

替 さ 。 を う
え れ ） し 。
て る を た 以
適 法 し 当 下
用 附 た 該 こ
さ 則 場 家 の
れ 第 合 屋 項
る 四 に の に
法 条 は 敷 お
附 第 、 地 い

税 た
関 東
係 北
法 地
律 方
の 太
臨 平
時 洋
特 沖
例 地

補 さ 二
助 な 十
の い 四
対 。 年
象 三
と 月
な 三
つ 十
た 一
も 日

営 え
者 る
」 。
と
い
う
。
）
が
、
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に
規
定
す
る
買
換
資

第 （
の 十 東 に け 納
間 七 日 限 よ 税
に 条 本 り う 通
法 の 大 、 と 知
附 六 震 適 す 書
則 災 用 る が
第 附 に す 旨 送
四 則 係 る の 達

２
第 の る る

前 十 は 国 租
項 六 税 税「
の 条 租 関 特
規 又 税 係 別
定 は 特 法 措
は 附 別 律 置
、 則 措 の 法

条 の 附 条 条 則
の 臨 則 の 」 第
三 時 第 六 と 三
第 特 十 第 あ 十
一 例 五 一 る 四
項 に 条 項 の 条
」 関 の の は 第
と す 二 規 一「

八 と 四 定 れ
項 あ 条 に る
」 る の よ 法
と の 二 り 附
あ は 第 読 則
る 一 み 第「
の 附 項 替 四
は 則 の え 条

産
を
同
号
に
規
定
す
る
特
定
譲

条 第 る 。 記 さ
第 四 買 載 れ
一 条 換 が る
項 第 資 あ 時
第 一 産 る ま
一 項 の と で
号 の 取 き に
に 規 得 提（
規 定 期 こ 出
定 の 間 れ さ
す 適 等 ら れ
る 用 の の た

同 第 置 臨 第
項 十 法 時 三
の 七 第 特 十
規 条 三 例 一
定 の 十 に 条
の 規 二 関 の
適 定 条 す 三
用 を 第 る 第
を 適 一 法 一
受 用 項 律 項
け す 」 第 」
よ る と 十 と

あ る 第 定 第 項
る 法 三 に 三 」
の 律 項 よ 十 と
は 第 中 り 六 あ

十 適 条 る「 「
東 一 第 用 の（
日 条 三 さ 東 は
本 の 十 れ 日 「
大 六 七 る 本 附
震 第 条 場 大 則
災 一 の 合 震 第
の 項 九 を 災 四

第 規 て 第「
附 四 定 適 一
則 十 に 用 項
第 四 よ さ 第
四 条 り れ 一
十 の 読 る 号
四 二 み 法 」
条 第 替 附 と
の 一 え 則 、
二 項 て 第 附
第 の 適 四 則
一 規 用 条 第

渡
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年

譲 を 延 申 も
渡 受 長 告 の
資 け の 書 及
産 る 特 に び
の 県 例 そ そ
譲 民 ） の の
渡 税 記 時
を の 載 ま
し 所 が で
た 得 な に
者 割 い 提

う 。 し 一 、
と て 条 附
す 、 の 則
る 附 六 第
年 則 第 十
度 第 一 七
分 四 項 条
の 条 の 第
第 、 規 一
二 附 定 項
十 則 に 中

被 の の 含 の 十
災 規 五 む 被 四
者 定 ま 。 災 条
等 に で ） 者 の
に よ 」 」 等 二
係 り と と に 第
る 適 あ 、 係 一
国 用 る る 項「
税 さ の 同 国 の
関 れ は 法 税 規
係 る 第 関 定

項 定 さ の 四
の に れ 二 条
規 よ る 第 の
定 り 法 一 二
に 読 附 項 第
よ み 則 第 一
り 替 第 一 項
読 え 四 号 中
み て 条 」 「
替 適 の と 附
え 用 二 、 則

一
月
一
日
か
ら
当
該
特
定
譲

に の こ 出
限 納 と さ
る 税 に れ
。 義 つ た
） 務 い 同
が 者 て 条
、 や 第（
東 平 む 二
日 成 を 項
本 二 得 の
大 十 な 確

九 第 よ 「
条 四 り 第
の 条 適 三
三 の 用 十
第 二 さ 六
一 、 れ 条
項 附 る 」
の 則 場 と
規 第 合 あ
定 五 を る
に 条 含 の

「
法 場 第 三 係 に
律 合 三 十 法 よ
の を 十 一 律 り
臨 含 七 条 の 読
時 む 条 第 臨 み
特 。 の 一 時 替
例 ） 九 項 特 え
に 」 の 」 例 て
関 と 五 と に 適
す 、 ま あ 関 用
る 附 で る す さ

て さ 第 同 第
適 れ 一 条 四
用 る 項 第 条
さ 法 第 三 の
れ 附 二 項 二
る 則 号 中 第
法 第 」 一「
附 五 と 附 項
則 条 、 則 第
第 の 附 第 一
五 四 則 四 号

渡
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

震 二 い 定
災 年 理 申
に 一 由 告
起 月 が 書
因 一 あ を
す 日 る 含
る か と む
や ら 市 。
む 平 町 ）
を 成 長 に
得 二 が 、

よ の む は
る 四 。 「
申 、 ） 第
告 附 」 三
書 則 と 十

第 、 六（
そ 十 条「
の 五 同 （
提 条 法 東
出 、 第 日
期 附 三 本

法 則 の る れ（
律 第 東 は 法 る
第 十 日 律 法「
十 六 本 租 附（
一 条 大 税 平 則
条 第 震 特 成 第
の 一 災 別 二 三
六 項 の 措 十 十
第 中 被 置 三 四
一 災 法 年 条「
項 租 者 第 法 第

条 第 第 条 」
の 一 五 の と
四 項 条 二 あ
第 」 の 第 る
八 と 四 一 の
項 、 第 項 は
」 同 一 第 「
と 条 項 二 附
、 第 中 号 則
附 三 」 第「
則 項 附 と 四

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

な 十 認 前
い 三 め 項
事 年 る の
情 三 と 規
に 月 き 定
よ 十 を の
り 一 含 適
、 日 む 用
同 ま 。 を
号 で ） 受

限 則 十 大
後 第 二 震
に 十 条 災
お 五 第 の
い 条 一 被
て の 項 災
県 二 」 者
民 、 と 等
税 附 あ に
の 則 る 係

の 税 等 三 律 一
規 特 に 十 第 項
定 別 係 一 二 」
に 措 る 条 十 と
よ 置 国 第 九 、
り 法 税 一 号 「
適 第 関 項 ） 第
用 三 係 」 第 三
さ 十 法 と 十 十
れ 一 律 、 一 六

第 中 則 あ 十
十 第 る 四「
五 附 五 の 条
条 則 条 は の
第 第 の 二「
一 五 四 附 第
項 条 第 則 一
中 の 一 第 項

四 項 四 の「
附 第 」 十 規

五
二
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２
規
定 県
の 民
適 税
用 の
を 所
受 得
け 割

条 項 一 別 と
第 第 項 措 あ
一 二 の 置 る
項 号 規 法 の
の 中 定 第 は
規 に 四「 「
定 租 よ 十 附
に 税 り 一 則

第 （
読 る の 十 東 第
み の 四 七 日 十
替 は 及 条 本 五
え び の 大 条「
て 東 附 七 震 の
適 日 則 災 二
用 本 第 県 に 第
さ 大 五 民 係 二

２
あ 内 号 規
る の ま 定 附
と 日 で す 則
認 で に る 第
め 施 掲 期 十
ら 行 げ 間 五
れ 令 る 条（
る で 土 そ の

す 承 の な 期
る 認 取 つ 間
。 を 得 た （

受 を 場 以
け す 合 下
た る に こ
と 見 お の
き 込 い 項

た の
場 納
合 税
に 義
お 務
け 者
る が
附 前
則 年
第 分
五 の
条 所

よ 特 読 条 第
り 別 み 又 四
適 措 替 は 十
用 置 え 第 五
さ 法 て 四 条
れ 第 適 十 第
る 四 用 一 一
租 十 さ 条 項
税 一 れ の の
特 条 る 二 規
別 の 租 の 定
措 二 税 二 に

れ 震 条 税 る 項
る 災 の の 住 に
租 の 四 所 宅 規
税 被 の 得 借 定
特 災 二 割 入 す
別 者 の の 金 る
措 等 規 納 等 期
置 に 定 税 特 間
法 係 の 義 別 と
第 る 適 務 税 み
四 国 用 者 額 な
十 税 に が 控 し

こ 定 地 の 二
と め 等 末 第
に る の 日 二
つ 日 譲 が 項
き ま 渡 平 の
施 で に 成 規
行 の 該 二 定
規 期 当 十 の
則 間 す 三 適
で 内 る 年 用
定 に こ 十 を
め 当 と 二 受

を み て に
含 で 、 お
む あ 当 い
。 り 該 て
） 、 取 「
は か 得 取
、 つ 期 得
当 、 間 期
該 施 の 間
取 行 初 」
得 規 日 と
期 則 か い

の 得
四 税
及 に
び つ
附 き
則 震
第 災
五 特
条 例
の 法
四 第

置 の 特 」 よ
法 二 別 と り
第 」 措 あ 読
四 と 置 る み
十 あ 法 の 替
一 る 第 は え
条 の 四 て「
の は 十 東 適
二 一 日 用「
の 東 条 本 さ
二 日 又 大 れ

一 関 つ 前 除 て
条 係 い 年 の 、
又 法 て 分 適 同
は 律 は の 用 条
同 の 、 所 期 の
項 臨 附 得 間 規
の 時 則 税 等 定
規 特 第 に の を
定 例 五 つ 特 適
に に 条 き 例 用
よ 関 の 震 ） す

る 該 が 月 け
と 譲 困 三 た
こ 渡 難 十 土
ろ の と 一 地
に 全 な 日 等
よ 部 つ で の
り 又 た あ 譲
証 は 場 る 渡
明 一 合 も の
が 部 で の 全
さ が 施 に 部

間 で ら う
の 定 当 。
初 め 該 ）
日 る 取 内
か と 得 に
ら こ 期 取
当 ろ 間 得
該 に を （
施 よ 経 同
行 り 過 号
令 市 し に

の 十
二 三
の 条
規 第
定 三
の 項
適 若
用 し
に く
つ は
い 第

」 本 は 震 る
と 大 同 災 法
す 震 項 の 附
る 災 の 被 則
。 の 規 災 第

被 定 者 五
災 に 等 条
者 よ に の
等 り 係 四
に 適 る 第
係 用 国 一

り す 四 災 る
適 る 第 特 。
用 法 一 例
さ 律 項 法
れ 中 第（
る 平 十「
同 成 租 三
法 二 税 条
第 十 特 第
四 三 別 一
十 年 措 項

れ こ 行 限 又
た れ 令 る は
と ら で 。 一
き の 定 ） 部
は 規 め 内 が
、 定 る に 、
当 に 場 租 東
該 掲 合 税 日
譲 げ に 特 本
渡 る お 別 大
の 土 い 措 震

で 町 た 規
定 長 日 定
め の 以 す
る 承 後 る
日 認 二 取
ま を 年 得
で 受 以 を
の け 内 い
期 た の う
間 と 日 。
を き で 以

て 四
は 項
、 又
附 は
則 第
第 十
五 三
条 条
の の
四 二
第 第

る さ 税 項
国 れ 関 」
税 る 係 と
関 同 法 、
係 法 律 附
法 第 の 則
律 四 臨 第
の 十 時 五
臨 一 特 条
時 条 例 の
特 の に 四

一 法 置 の
条 律 法 規
の 第 第 定
二 二 四 の
の 十 十 適
二 九 一 用
」 号 条 を
と ） 又 受
、 第 は け

十 第 た「
附 三 四 場

日 地 て 置 災
か 等 、 法 に
ら の 平 第 起
当 譲 成 三 因
該 渡 二 十 す
施 に 十 一 る
行 該 四 条 や
令 当 年 の む
で す 一 二 を
定 る 月 第 得
め こ 一 二 な

取 施 下（
得 震 行 こ
期 災 令 の
間 特 で 項
と 例 定 に
み 法 め お
な 第 る い
し 十 日 て
て 二 ま 同
、 条 で じ
附 の の 。

一 一
項 項
中 か

ら「
附 第

五 則 五
三 第 項

五 ま
条 で
の の

例 二 関 の
に の す 二
関 二 る 第
す 」 法 一
る と 律 項
法 、 第 中
律 同 十 「
第 条 三 租
十 第 条 税
三 二 第 特

則 条 十 合
第 第 一 に
五 一 条 お
条 項 の け
の の 二 る
四 規 の 附
第 定 二 則
一 に 」 第
項 よ と 五
」 り あ 条

る と 日 項 い
日 と か 第 事
ま な ら 十 情
で る 起 二 に
の こ 算 号 よ
期 と し か り
間 が て ら 、
を 確 二 第 同
附 実 年 十 項
則 で 以 六 に

則 二 期 ）
第 第 間 を
四 二 内 す
条 項 に る
の の 当 こ
規 税 該 と
定 務 買 が
を 署 換 困
適 長 資 難
用 の 産 と
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規
定
に
よ
り
な
お
そ

４ ３ （
項 四 県 て
第 平 年 改 民 は
三 成 一 正 税 、
号 二 月 後 に な
中 十 一 の 関 お

五 日 条 す 従「
同 年 以 例 る 前
条 度 後 第 経 の

２ （
る 山 二
行 改 口 の
為 正 県 規 第
に 後 行 定 六
つ の 政 十
い 山 手 平 五
て 口 続 成 条
適 県 条 二 の

１ （
一 施 同

第 こ 行 条
六 第 の 期 附 に
条 六 条 日 規
の 条 例 ） 則 定
改 第 は す
正 一 、 る
規 項 公 額

第 （
十 個 る 中 四
七 人 。 第「
条 の 附 一
の 県 則 項
八 民 第 」

税 五 と
平 の 条 あ
成 均 の る

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

第 及 に 二 過 例
三 び 支 十 措 に
項 平 出 七 置 よ
」 成 す 条 ） る
と 二 る の 。
あ 十 同 三
る 六 号 第
の 年 に 一
は 度 掲 項
、 の げ の

各 る 規「
同 年 寄 定

用 税 例 十 二
し 賦 の 五 の
、 課 適 年 改
同 徴 用 四 正
日 収 除 月 規
前 条 外 一 定
に 例 に 日 及
し 関 び（
た 以 す 附
改 下 る 則
正 経 第「
前 改 過 九

定 の 布 に
並 改 の 五
び 正 日 百
に 規 か 円
次 定 ら を
項 、 施 加
か 第 行 算
ら 二 す し
附 十 る た
則 七 。 額
第 条 た と
六 の だ す

二 等 四 の
十 割 の は
六 の 二 「
年 税 第 附
度 率 一 則
か の 項 第
ら 特 」 四
平 例 と 十
成 ） あ 五
三 る 条
十 の 第
五 は 二

る
同
法
第
八
条
の
規
定
に
よ

条 度 附 （
第 分 金 同
三 の に 項
項 個 つ 第
及 人 い 三
び の て 号
所 県 適 に
得 民 用 掲
税 税 す げ
法 に る る
等 つ 。 寄

の 正 措 条
山 後 置 の
口 の ） 四
県 条 の
税 例 改
賦 」 正
課 と 規
徴 い 定
収 う （
条 。 「
例 ） 七

項 三 し る
ま 第 、 。
で 一 次
の 項 の
規 に 各
定 一 号

号 に
平 を 掲
成 加 げ
二 え る
十 る 規

年 項「
度 附 の
ま 則 規
で 第 定
の 四 に
各 十 よ
年 五 り
度 条 読
分 第 み
の 二 替
個 項 え

る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置

の い 附
一 て 金
部 の に
を 改 係
改 正 る
正 後 部
す の 分
る 条 に
法 例 限
律 第 る

二 。

第 百（
以 六 十
下 条 六

第 円「
改 一 」
正 項 を
前 の 「
の 規 四
条 定 百
例 は 十
」 、 一

五 改 定
年 正 は
一 規 、
月 定 当
一 並 該
日 び 各

に 号
第 に
四 定
十 め
九 る

人 の て
の 規 適
県 定 用
民 に さ
税 よ れ
に り る
限 読 法
り み 附
、 替 則
均 え 第
等 て 五

法
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二

（
平 十 ）
成 七 は
二 条 、
十 の 県
年 三 民
法 の 税
律 規 の
第 定 所
二 の 得
十 適 割
三 用 の

と 平 円
い 成 」
う 二 に
。 十 改
） 五 め
第 年 る
六 一 部
条 月 分
第 一 に
一 日 限
項 以 る

条 日
の か
三 ら
第 施
三 行
項 す
、 る
第 。
四
十
九

割 適 条
の 用 の
税 さ 四
率 れ 第
は る 一
、 法 項
第 附 」
二 則 と
十 第 、
九 五 附
条 条 則

第
一
項
」
と
す
る
。

号 に 納
） つ 税
附 い 義
則 て 務
第 は 者
五 、 が
十 同 平
五 条 成
条 第 二
の 一 十

に 後 。
規 に ）
定 す 並
す る び
る 同 に
行 項 附
為 に 則
に 規 第
つ 定 七
い す 項

条
の
四
第
一
項
及
び
附
則

の の 第
規 四 五
定 の 条
に 二 の
か 第 四
か 一 の
わ 項 二
ら 」 第
ず と 一
、 す 項

五
四
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山
口
県
使
用
料
手
数

２ （
個 附 森「

同 平 人 則 林
条 の を の成
に 県 附 整二
定 民 則 備十
め 税 第 に六
る の 一 関年

９（ （
森 号 山 の
林 ） 附 山 口 自
の に 口 県 動則
整 よ 県 税 車第
備 る 税 賦 の五
に 改 賦 課 取項
関 正 課 徴 得第
す 後 徴 収 に二

８ ７（ （
自 県 条

改 動 平 た 例
正 車 成 ば 附
後 取 二 こ 則
の 得 十 税 第
条 税 五 に 六
例 に 年 関 条
附 関 四 す 第

６ ５
に 税 し

平 規 特 て 特
成 定 別 適 定
二 す 措 用 非
十 る 置 す 営
四 特 法 る 利
年 定 第 場 活
十 非 四 合 動

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

額 税 項 す度
」 率 と る分
と の し 費の
あ 特 、 用個
る 例 同 に人
の ） 項 充の
は に て県

見 る民「
同 出 た税
条 し めに
の と の係
規 し 県

る の 収 条 対号
費 山 条 例 し中
用 口 例 の て「
に 県 の 一 課改
充 税 一 部 す正
て 賦 部 を る後
る 課 を 改 自の
た 徴 改 正 動条
め 収 正 す 車例
の 条 す る 取附
県 例 る 条 得則
民 附 条 例 税

則 す 月 る 一
第 る 一 経 項
九 経 日 過 に
条 過 前 措 規
の 措 に 置 定
四 置 課 ） す
の ） し る
規 た 分
定 、 離
は 又 課
、 は 税
平 課 に

二 営 十 に 促
月 利 一 お 進
三 活 条 け 法
十 動 の る の
一 に 十 改 一
日 関 八 正 部
以 す の 法 を
前 る 二 附 改
に 寄 第 則 正
支 附 二 第 す
払 金 項 十 る
う と に 条 法

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

る
定 て 民第
に 税二 「
よ の条 （
り 施 特の算 行 例規定 期 に定し 日 関のた ） す適額 」 る用」 を 条にと 付 例

第
税 則 例 の に九
の 第 一 つ条 （
特 九 平 部 いの
例 条 成 改 て四
に の 二 正 は」
関 三 十 ） 、をす の 二 な「る 三 年 お山条 」 山 従口例 に 口 前県の 改 県 の

成 す 係
二 べ る
十 き 所
三 で 得
年 あ 割
七 っ に
月 た つ
一 県 い
日 た て
以 ば は
後 こ 、

べ み 規 第 律
き な 定 四 （
退 し す 項 平
職 て る に 成
手 、 特 規 二
当 同 定 定 十
等 項 非 す 三

の 営 る 年（
改 規 利 旧 法
正 定 活 認 律
前 を 動 定 第つす し （いる 、 平て。 附 成は 則 十、 に 七同 次 年

条 の 山
中 一 口

項 県「
第 を 条
二 加 例

税一 め 条 例賦部 る 例 に課改 。 第 よ徴正 二 る収） 十 。条 三例 号の ）一 の
部 一
を 部

の 税 な
自 に お
動 つ 従
車 い 前
の て の
取 は 例
得 、 に
に な よ
対 お る
し 従 。
て 前

の 適 に 特 七
条 用 関 定 十
例 す す 非 号
第 る る 営 。
三 。 寄 利 以
十 附 活 下
三 金 動 「
条 に 法 改
の つ 人 正
二 い に 法
に て 対 」

十 え 第
九 る 六
条 。 号
」 ）
と の
あ 一
る 部
の を
は 次

の「
附 よ

改 を
正 次
す の
る よ
条 う
例 に

改（
平 正
成 す
二 る
十 。

課 の
す 例
べ に
き よ
自 る
動 。
車
取
得
税
に

規 は す と
定 、 る い
す 改 改 う
る 正 正 。
退 後 法 ）
職 の 附 附
手 条 則 則
当 例 第 第
等 第 九 十
を 二 条 条
い 十 の 第

五
五

則 う
第 に
十 改
七 正
条 す
の る
八 。
」
と
、

四
年
山
口
県
条
例
第
十
四

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

う 七 規 六
。 条 定 項
） の に の
に 三 よ 規
係 第 る 定
る 一 改 に
改 項 正 よ
正 第 後 り
前 三 の み
の 号 租 な
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別 ト表 レ第 ー一 ニの ン
グの ル表 ー

別 別 別ト表 表 表レ第 第 第ー一 一 一ニの の のン８ ８ ５グの の のル表 表 表ー

別 第
三 表 二

第 条る認定人 一 第事可保に の 三務に険係民 ２ 項関業る法 の のすの特法 表 表

山
山 口
口 県 平
県 山 条 成
使 口 例 二
用 県 第 十
料 使 十 四
手 用 五 年
数 料 号 三

十 ム三
の そ 前中び小項 の 期等に学運 他 課教中校転 の 程育学の経 者 の学校児歴 生校及童証 徒のび並明
書 一 一交

七 七 二ムの の 十
項 項 六
の の の

二
に に の
次 次 項
の の を
よ よ 削
う う る
に に 。
加 加

三 介数認特 の 護料可定 項 サ申保 を ー請険 次 ビ手業 の ス
よ 情定にの う 報保限所 に 調険る管民 改 査業。に法 め 手の）属法 る 数

料 手 月
条 数 二
例 料 十

条 一（
昭 例 日
和 の
三 一
十 部
一 を
年 改
山 正
口 す人 人付 三 三手 時 時数 間 間料 以 以に 内 内関

す
る
部
分
を

一え え時る る間。 。に
つ
き

認にす人 。 料可係る（ のるも知 項特の事 及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス

県 る
条 条
例 例
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ 百う 三 五に 百 十改 円 円め
る
。

三
千
円

情
報
公
表一 手件 数に 料つ のき 項
を
削

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

る
。

十
五
万
円

山
口
県
知
事

二

井

関

成

五
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

」

二
千

円
」
を
「
四
千
六
百
円

別
表
第
二
の
五
の
項

数明運
料書転
交経
付歴
手証

付運
又転二

百
円
」
に
、
「
三
千
四
百
円

」
に
、
「
八
千
六
百
五
十
円
」

運
転
免
許
試
験
手
数
料
に
関

は経
再歴
交証
付明
書
の
交

一
件
に
つ
き

」
を
「
三
千
五
十
円
」
に
、

を
「
七
千
七
百
円
」
に
、

す
る
部
分
中

「

一
件
に
つ

二
千
円

」
を

き

「

」
を

「

千
円

五
七 」

」

に
、
「
二

に
、
「
四
千
九
百
五
十
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「

」
に
、

一
件
に
つ
き

百場自（
円合動公
）に車安
あを委

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

一
件
に
つ
き

百場自（
円合動公
）に車安
あを委

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

つ使員
て用会
はしが三
、て提千
四受供五
千けす十
六るる円

」

千
七

千 百
九 五
百 十
円 円

に
、

つ使員二
て用会千
はしが九
、て提百
四受供五
千けす十
六るる円

」
を

百場自（
円合動公
）に車安
あを委
つ使員
て用会
はしが四
、て提千
七受供五 二
千けす百 千
七るる円 円

」
を

」
を

五
八
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円
」
に
、
「
千
百
五
十

「

十場自（
円合動公
）に車安
あを委
つ使員
て用会
はしが二
、て提千円

」
を
「
千
円
」
に
改
め
、
同

三受供五
千けす十
五るる円

」 」
を

「
百場自（
円合動公
）に車安
あを委

に
、
「
三
千
百
円

項
運
転
免
許
技
能
検
査
手
数

つ使員
て用会千
はしが九
、て提百
二受供五
千けす十
八るる円

」
に
、

」
を
「
三
千
円
」
に
、
「
四

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

百場自（
五合動公
十に車安
円あを委

一
件
に
つ
き

料
に
関
す
る
部
分
中
「
三
千

「
千
九
百
円
」
を
「
千
七
百

千
七
百
五
十
円
」
を
「
四
千

）つ使員
て用会
はしが四
、て提千 千
七受供六 九
千けす百 百
六るる円 円

」
に
、

千
七
百
五
十
円

九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
八

円
」
に
、
「
三
千
五
百
五
十

五
百
五
十
円
」
に
、

百
五
十
円
」

五 に
九 、

「
七
千

円
」
を
「
三
千
二
百
五
十

」
を
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円
」
に
改
め
、
同
備
考

四 十 の 円 の 千
及 円 六 」 備 百
び 」 中 に 考 五
五 に 改 １ 十「
中 改 千 め 中 円

め 四 、 」「 「
千 、 百 同 三 を
二 同 円 備 千 「
百 備 」 考 四 一

十 の 円 百 ３
円 二 」 五 の
」 中 に 十 一
を 改 円 中「

七 め 」「 「
二 千 、 を 千
千 九 同 三「
七 百 備 二 百
百 五 考 千 五

五 の 百 め を 円
十 二 五 、 」「
円 中 十 同 に三
」 円 備 、百「
を 六 を 考 五 「

千 」 １ 二十「
二 七 を の 万円
千 百 五 二」「
円 五 九 中 千に

す 料 五 手 六
に 十 数 百る
関 円 料 五部
す 」 に 十分
る を 関 円中
部 す 」「「
分 二 る を二
中 千 部万 「

五 分 六四 「
３
の
一
中
「
千
三
百
五
十
円

五 考 を １ 百 万
十 ２ の 五 千「
円 の 千 二 十 八
」 二 三 中 円 百
を 中 百 」 円「

五 千 を 」「 「
千 千 十 三 に「
二 三 円 百 三 、
百 百 」 円 千 「
円 五 に 」 円 九
」 十 改 を 」 千
に 円 め に 五

円 十 ４ 百 十
」 円 中 円 円
に 」 」 」「
改 を 三 に を
め 千 改「 「
、 七 二 め 千
同 千 百 、 三
項 八 五 同 百
教 百 十 備 円
習 円 円 考 」
指 」 」 ３ に
導 に を の 改

」 十 百 四改「
に 円 円 二 百め
改 」 を 千 五、
め を 」 二 十同
、 に 百 円備「
同 六 、 円 」考
備 千 」 を１「
考 四 三 を の 「
２ 百 百 二二「
の 円 円 二 万中
六 」 」 千 千「
中 に を 二 八

千 百 中 千千
七 円 九七 「
百 」 二 百百
円 に 千 五円
」 、 百 十」
を 円 円を 「

六 」 」「「
千 百 を に二
五 円 、万 「
百 」 二三 「
五 を 千 四千
十 五 千」

を
「
千
三
百
円
」
に
改
め

「
改 」 、 千 、 百
め を 同 四 円「
、 備 百 更 」「
同 千 考 五 に を
備 四 ２ 十 百 「
考 百 中 円 五 九
２ 円 」 十 千「
の 」 九 に 円 四
六 に 百 改 」 百
中 改 円 め を 五

め 」 、 十

員 改 五 め「
資 め 三 中 、
格 、 千 同「
者 同 五 二 備
証 備 十 千 考
交 考 円 五 ３
付 ４ 」 十 の
等 の に 円 二
手 三 改 」 中
数 中 め を 「
料 、 二

七
改 百 百千「 「

二 め 二 五 五五
千 、 百 十 十十
円 同 円 円 円円」 備 」 」 」」を 考 に に にを２ 改 改 改「 「千 の め め め七九 三 、 、 、千百 及 同 同 同円五 び 備 備 部

五 「
円 五 十 三百
」 百 円 百円 に 五 」 円」 、 十 に 」に 円 、 を、 「
三 」 「 「「 千 に 千 四二 三 、 二 千万 百 百 五五 「
五 二 円 十百 十 千 」 円、

同
備
考
３
の
二
中
「
千
三

「 「
千 、 を 同 更 円
二 同 備 に 」「
百 備 九 考 百 に
円 考 百 １ 円 、
」 ２ 五 の 」 「
を の 十 三 に 一

三 円 中 改 万「
千 中 」 め 三「
百 に 千 、 千「
五 千 改 二 同 三
十 二 め 百 備 百

「 「
に 三 同 二 千
関 千 備 千 二
す 二 考 二 百
る 百 ４ 百 五
部 円 の 五 十
分 」 一 十 円
中 を 中 円 」

」 を「 「 「
一 三 四 に 「
万 千 千 改 二
五 百 六 め 千

」十 四 考 考 分に円 中 ２ １ の改」 の の 備「 めに 千 一 六 考、改 九 中 中 １同め 百 中「 「 備、 円 三 二 「考同 」 千 千 三
１備 を 九 二 千
の考 百 百 七「
三３ 千 五 円 百

円 円 六 を 」」 」 百 に「を を 五 千 、
十 百「 「 「一 三 円 円 五万 千 」 」 千九 百 を に 三千 円 、 百「

六 」 二 円「
百 に 千 三 」
五 改 四 千 を

百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に

円 百 、 五 考 円
」 五 同 十 １ 」
に 十 備 円 の を
改 円 考 」 一 「
め 」 ２ を 中 一
、 を の 万「 「
同 一 千 四 二「
備 千 中 三 千 千
考 三 百 四 八「
３ 百 四 五 百 百
中 円 千 十 五 五

千 五 百 、 二
六 十 円 同 百
百 円 」 備 円
五 」 を 考 」
十 に ３ に「
円 改 四 の 改
」 め 千 六 め
を 、 四 中 、

同 百 同「 「
一 備 五 二 備
万 考 十 千 考

及中 八 十 」 五
び百 円 を 十「
四三 五 」 円「
中百 十 を 千 」

円 円 八 を「「
二」 」 三 百 「
千を に 千 五 二
百改 七 十 千「
五三 め 百 円 九
十百 、 五 」 百
円五 同 十 に 五

十 め 百 六 「
円 、 円 百 四
」 同 」 五 千
に 項 に 十 九
、 技 改 円 百

能 め 」 円「
一 検 、 を 」
万 定 同 に「
四 員 項 三 改
千 資 運 千 め
百 格 転 六 、

改
め
、
同
備
考
３
の
三
中

」 百 円 十 十「
千 に 円 」 円 円
百 改 」 に 」 」
円 め を 改 を に
」 、 め 改「 「
を 同 三 、 四 め

備 千 同 千 、「
千 考 七 備 百 同
五 ２ 百 考 五 部
十 の 五 １ 十 分

五 ４ 円 円 ３
千 の 」 」 の
円 四 に を 三
」 中 改 及「
に め 二 び「
、 二 、 千 四

千 同 四 中「
一 七 備 百 「
万 百 考 五 二
二 五 ４ 十 千

」十 備 円 改 十
を円 考 」 め 円

」 ２ に 、 」「
二に の 改 同 に
千改 五 め 備 、
百め 中 、 考 「
円、 同 ２ 三「
」同 千 備 中 百
に備 九 考 円「

考 百 ２ 九 改 」

円 者 免 百 同
」 証 許 円 項
を 交 限 」 運

付 定 に 転「
一 等 解 、 免
万 手 除 許「
四 数 審 二 証
千 料 査 千 交
五 に 手 五 付
百 関 数 百 等

六
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

こ
の
条 附
例
は 則
、
平
成

円
」
を

、

五「
十
円
」
に
、

転 四 「
免 百 千
許 五 二
等 十 百
講 円 五
習 」 十
手 に 円「
数 改 」
料 め を

二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

、

」
に
、

」
を

に 、 「
関 同 千
す 備 百
る 考 五
部 ４ 十
分 の 円
中 二 」

中 に
二 改
千 二 め
六 千 、
百 円 同

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

、

円 」 備「
」 を 考
を ４「

千 中「
二 九 「
千 百 二
四 円 千
百 」 九
五 に 百
十 改 五
円 め 十

に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

改
め
る
。

」
を

、

」
に
、

」 、 円
に 同 」
、 備 を

考「 「
二 ４ 三
千 の 千「
三 三 五
百 中 十
円 円「
」 二 」
を 千 に

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

」
、 を

七 改「
二 百 め
千 五 、
二 十 同
百 円 備
円 」 考
」 を ４
に の「
、 二 一

千 中「
四 七

る
。

六
一

」
に
、

千 百 四
二 円 千
百 」 八
円 に 百
」 改 円
を め 」

、 を「
四 同 「
千 項 四
百 運 千



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

わ
せ
る
こ
と
と
し

第 山（
２ 一 特 口

第 条 定 県
知 二 非 特 条
事 条 特 営 定 例
が 第 定 利 非 第
住 二 非 活 営 十
民 号 営 動 利 七
基 を 利 促 活 号

特 こ
平 定 の
成 非 条
二 営 例
十 利 は
四 活 、
年 動 平
三 促 成

山
別 山 口
表 口 県

附 山 県 山 条
口 資 口 例

則 県 金 県 第
地 積 資 十
域 立 金 六
活 基 積 号

山 二 一
平 口
成 県 別 別
二 資 表 表
十 金 第 第
四 積 一 一
年 立 の の
三 基 ８ ２

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
情

本 削 活 進 動
台 り 動 法 促
帳 、 促 施 進
法 同 進 行 法
第 条 法 条 施
三 第 施 例 行
十 三 行 の 条
条 号 条 一 例
の 中 例 部 等
七 改 の「 （
第 前 平 正 一
五 二 成 ） 部

月 進 二
二 法 十
十 施 四
一 行 年
日 条 三

例 月
等 三
の 十
一 一
部 日
を か
改 ら

性 金 立
化 条 基
・ 例 金
施 条（
設 昭 例
整 和 の
備 六 一
基 十 部
金 年 を
の 山 改
項 口 正
を 県 す

月 金 の の
二 条 表 表
十 例 の の
一 の 改 改
日 一 正 正

部 規 規
を 定 定
改
正 公 公
す 布 布
る の の
条 日 日

報
処
理
機
関
）
か
ら
前
項
第

項 号 十 を
の 」 年 改
規 を 山 正
定 口 す「
に 前 県 る
よ 号 条 条
り 」 例 例
他 に 第
の 改 三
都 め 十
道 、 三

正 施
す 行
る す
条 る
例 。
を
こ
こ
に
公
布

削 条 る
る 例 条
。 第 例

三
号
）
の
一
部
を
次

例 か の
を ら 翌
こ 起 日
こ 算
に し
公 て
布 五
す 月
る を
。 超

え
一
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る

府 同 号
県 号 ）
知 を の
事 同 一

条 部（
同 第 を
法 二 次
第 号 の
三 と よ
十 し う
条 、 に

す
る
。

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則

本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受

の 同 改
十 条 正
第 に す
一 次 る
項 の 。
の 一
規 項
定 を
に 加
よ え
り る

山
口
県
知
事

二

山
口
県
知
事

二

で
定
め
る
日

け
る
と
き
又
は
同
法
第
三

指 。
定
情
報
処
理
機
関
に
行

井

関

成

井

関

成

六
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

は 十
同 四
条 条
第 第
四 三
項 項
の の

２ 第 （
き ば 七 役

法 は な 条 員
第 、 ら 報
五 そ な 法 酬
十 の い 第 規
五 旨 。 五 程
条 を こ 十 等

第 ２（
を 六 認 第 い
含 条 定 六 前 て
む 等 条 項 す
。 法 に を の る
） 第 係 第 謄 も
の 四 る 八 写 の
条 十 公 条 を と

第 第（ （
五 事 四 事 の
条 業 条 業 内

報 報 容
法 告 法 告 に
第 書 第 書 影
三 等 二 等 響
十 の 十 の が

第 （
三 申 第 第 十
条 請 三 二 条

書 条 条 の
法 等 か の 八
第 の ら 二 第
十 補 第 を 一
条 正 五 削 項

書 書
類 類
に に
つ つ
い い
て て
、 、
事 遅
前 滞
に な

く（
災 、

第 記 の 五 の
二 載 場 条 提
項 し 合 第 出

た に 一 ）（
法 書 お 項
第 面 い （
六 の て 法
十 提 、 第
二 出 法 六
条 を 第 十
に も 五 二
お っ 十 条

例 九 示 と す す
で 条 事 し る る
定 第 項 、 者 。
め 二 ） 第 は
る 項 五 、
事 第 条 当
項 五 の 該
は 号 次 謄
、 に 写（
法 法 次 に
第 第 の 要
四 五 二 す

条 閲 九 提 な
又 覧 条 出 い
は 等 の ） も
法 ） 規 の
第 定 で
五 に あ
十 よ り
六 る 、
条 提 か

出 つ（
法 は 、
第 、 誤

第 が 条 る の
三 で ま 。 規
項 き で 定

る を に（
法 軽 次 よ
第 微 の り
二 な よ 当
十 不 う 該
五 備 に 役
条 ） 改 員
第 め に
五 る 係

害 海
に 外
対 へ
す の
る 送
援 金
助 又
そ は
の 金
他 銭
緊 の

い て 四 に
て 当 条 お
準 該 第 い
用 書 二 て
す 類 項 準
る の 第 用
場 提 二 す
合 出 号 る
を に に 場
含 代 掲 合
む え げ を

十 十 条 る
四 一 を 費
条 条 加 用
第 第 え を
一 五 る 負
項 項 。 担
の 及 し
認 び な
定 法 け
を 第 れ
受 六 ば

六 毎 記
十 事 そ
二 業 の
条 年 他
に 度 明
お 初 白
い め な
て の 誤
準 三 り
用 月 に
す 以 係

項 。 る
及 本
び 人
法 確
第 認
三 情
十 報
四 を
条 利
第 用
五 す

急 持
を 出
要 し
す （
る そ
場 の
合 金
で 額
事 が
前 二
の 百

。 る る 含
） こ 書 む
の と 類 。
規 が に ）
定 で つ の
に き い 規
よ る て 定
る 。 は に
提 、 よ
出 既 る
は に 提

け 十 な
て 三 ら
い 条 な
た 第 い
場 五 。
合 項
に （
お 同
い 条
て 第
、 一

る 内 る
場 に も
合 行 の
を わ と
含 な す
む け る
。 れ 。
） ば
の な
規 ら
定 な

項 る
に と
お き
い は
て 、
準 前
用 項
す 第
る 一
場 号
合 に

提 万
出 円
が 以
困 下
難 の
な も
と の
き を
は 除
、 く
事 。

、 提 出
助 出 は
成 さ 、
金 れ 毎
の て 事
支 い 業
給 る 年
を 当 度
行 該 初
っ 書 め
た 類 の

当 項
該 に
認 係
定 る
を 部
受 分
け に
て 限
い る
た 。
期 ）

に い
よ 。
る
閲
覧
又
は
謄
写
は
、

を 定
含 め
む る
。 書
） 面
の の
条 添
例 付
で を
定 要
め し

後 ）
遅 を
滞 行
な う
く と

六 ） き
三 行 に

わ あ
な っ
け て

と の 三
き 内 月
に 容 以
あ に 内
っ 変 に
て 更 行
は が わ
法 な な
第 い け
五 と れ

間 に
と お
す い
る て
。 準

用
す
る
場
合

規
則
で
定
め
る
場
所
に
お

る な
軽 い
微 。
な
不
備
は
、
申
請
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部
分 こ お て
を の い 準 第
除 条 附 て 用 六
く 例 準 す 条
。 は 則 用 る 中
） 、 す 場 「
は 平 る 合 第
、 成 場 を 二

項 合 十 及
、 第 を 三 び
第 含 条 第四
三 む 第 二条
十 。 五 項中
五 ） 項 、「
条 」 に 第、
第 に お 三第

第 一 （
条 三 部 特

第 第 例 条 改 定
二 一 正 非（
条 条 平 特 ） 営
中 中 成 定 利

十 非 活「 「
、 第 九 営 動
第 四 年 利 促

第 （
県 二 特

第 条 条 定 れ
一 例 非 ば
条 第 特 営 な
中 三 定 利 ら

号 非 活 な「
第 ） 営 動 い
四 の 利 促 。

同 二 合 含 十
年 十 を む 八
七 四 含 。 条
月 年 む ） 第
九 四 。 、 二
日 月 ） 第 項
か 一 」 五 」
ら 日 に 十 を
施 か 改 二 「
行 ら め 条 第
す 施 る 第 二
る 行 。 四 十

一 改 い 十二
項 め て 五十
及 る 準 条八
び 。 用 第条
第 す 一第
五 る 項一
十 場 、項
四 合 第及
条 を 五び
第 含 十第
二 む 四三
項 。 条

二 十 山 活 進
十 四 口 動 法
八 条 県 促 に
条 の 条 進 よ
第 三 例 法 る
一 」 第 に 読
項 を 四 よ 替
及 号 る え「
び 第 ） 読 後
第 七 の 替 の
三 十 一 え 民
十 五 部 後 間

十 一 活 進
四 部 動 法
条 を 促 に
の 次 進 よ
二 の 法 る
」 よ に 読
を う よ 替

に る え「
第 改 読 後
七 正 替 の
十 す え 行
四 る 後 政

。 す 項 八
る 条（
。 同 第
た 法 三
だ 第 項
し 六 、
、 十 第
第 二 四
一 条 十
条 に 五
中 お 条

十
か ） 第五
ら 並 一条
第 び 項第
四 に一 （
項 第 同項ま 五 法」で 十 第を 四 六（ 「こ 条 十（れ 第 二同ら 二 条

五 条 を の 事
条 」 次 民 業
第 に の 間 者
一 改 よ 事 等
項 め う 業 が
」 る に 者 行
を 。 改 等 う

正 が 書「
す 行 面（

同 る う の
法 。 書 保

条 。 の 手
」 行 続
に 政 等
改 手 に
め 続 お
る 等 け
。 に る

お 情
け 報
る 通
情 信

特 い 第
定 て 一
非 準 項
営 用 第
利 す 五
活 る 号
動 場 （
促 合 同
進 を 法
法 含 第
施 む 五

法の 項第 （
規 か 同三定 ら 法十を 第 第九同 四 六条法 項 十第第 ま 三二六 で 条

項十 第（
に二 こ 五
お条 れ 項

第 面 存
三 の 等
十 保 に
九 存 お
条 等 け
第 に る
二 お 情
項 け 報
に る 通
お 情 信
い 報 の

報 の
通 技
信 術
の の
技 利
術 用
の に
利 関
用 す
に る
関 法

行 。 十
条 ） 一
例 及 条
第 び 第
二 第 五
条 五 項
の 十 及
改 四 び
正 条 同
規 第 法
定 五 第

いに ら に
てお の お
準い 規 い
用て 定 て
す準 を 準
る用 同 用
場す 法 す
合る 第 る
を場 六 場
含合 十 合
むを 二 を

て 通 技
準 信 術
用 の の
す 技 利
る 術 用
場 の に
合 利 関
を 用 す
含 に る
む 関 法
。 す 律

す 律
る の
法 施
律 行
の に
施 関
行 す
に る
関 条
す 例
る の

項 六（
同 十（
条 同 三
に 法 条
一 第 第
項 六 五
を 十 項
加 二 に
え 条 お
る に い

。含 条 含
）む に む
、。 お 。
第） い ）
二」 て 及
十に 準 び
八改 用 同
条め す 法
第る る 第

。 一 場 六

） る の
、 法 施
第 律 行
二 の に
十 施 関
八 行 す
条 に る
第 関 条
一 す 例
項 る の

条 一
例 部

改（
平 正
成 ）
十
九
年
山
口

六
四
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１（
経
過 こ
措 の
置 条
） 例

は
、
平

（
施 第 第 第
行 二 十 九
期 附 十 条 条
日 七 中 の
） 則 条 二「

中 入 を
所 削「

更 生 る

第 を
第 五 第 第 第「
九 条 五 三 第 二
条 か 条 条 三 条
中 ら か 中 十 中

第 ら 第 一「 「
第 七 第 一 条 更
十 条 七 号 」 生
条 ま 条 を に 援

施
設 第 題 身

一 名 体（
以 条 身 を 障
下 中 体 次 害

障 の 者「 「
社 第 害 よ 更
会 二 者 う 生
参 十 社 に 援

山
口 身
県 平 体

身 条 成 障
体 例 二 害
障 第 十 者
害 十 四 更
者 八 年 生
更 号 三 援

成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

生 又 。
援 は
護 」
施 を
設 削
」 り
を 、
「 「
社 補
会 て
参 ん
加 し

」 で ま 削 改 護
を で り め 施

削 を 、 る 設「
次 除 次 第 。 」
条 の 二 を
」 よ 号 「
に う を 社
改 に 第 会
め 改 一 参
る め 号 加
。 る と 支

。 し 援

加 七 会 改 護
支 条 参 め 施
援 第 加 る 設
施 二 支 。 条
設 項 援 例
」 」 施 （
に を 設 昭
改 条 和「
め 第 例 四
る 二 十
。 十 八

八 年

生 月 護
援 二 施
護 十 設
施 一 条
設 日 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す

行
す
る
。

支 」
援 を
施 「
設 補
」
に し
改 」
め に
る 改
。 め

る

、 施
同 設
条 」
第 に
三 改
号 め
中 、

同「
前 条
二 の
号 表

条 山
第 口
一 県
項 条
」 例
に 第
、 七

号「
身 ）
体 の
障 一

正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る

。 」 中
を 「

第「
前 二
号 十
」 九
に 条
改 に
め 規
、 定
同 す

害 部
者 を
更 次
生 の
援 よ
護 う
施 に
設 改

正（
以 す
下 る

。

号 る
を 身
同 体
条 障
第 害
二 者
号 更
と 生
す 施
る 設
。 及

。「
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身

山
口
県
知
事

二

六
五

び
法
第
三
十
一
条
の
二
」

体
障
害
者
社
会
参
加
支
援

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「
第
六
章

雑
則
」

第 第 第 第 第 「
十 十 十 十 十 第
七 七 七 七 五 五
条 条 条 条 条 章
の の の 中 を
四 三 二 第 山「
中 中 を こ 三 口

第 の 条 県「 「

第 第 目 児「
二 二 第 次 童
章 条 一 を 福
か の 章 削 祉
ら 表 る 施
第 法 総 。 設
四 第 則 条
章 四 」 例

山
口 児
県 平 童

児 条 成 福
童 例 二 祉
福 第 十 施
祉 十 四 設
施 九 年 条
設 号 三 例

３ ２（
山 の

別 山 口 例 こ
表 口 県 に の
第 県 使 よ 条
一 使 用 る 例
の 用 料 。 の
５ 料 手 施
の 手 数 行

を
削
る
。

第 第 六 章 と み
十 十 条 に し ほ
七 七 と お 、 り
条 条 す い 第 学
」 の る て 十 園
を 」 。 」 六 」

を を 条 を「
第 削 を 削「
五 第 り 第 る
条 五 、 四 。
」 条 同 条
に の 条 と

ま 十 を （
で 二 削 昭
を 条 る 和
削 に 。 三
る 規 十
。 定 九

す 年
る 山
知 口
的 県
障 条
害 例

条 月 の
例 二 一
の 十 部
一 一 を
部 日 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

表 数 料 の
四 料 条 日
の 条 例 前
三 例 の に
の 一 お（
項 昭 部 け
を 和 改 る
削 三 正 改
る 十 ） 正
。 一 前

年 の
山 身

改 」 第 す
め に 一 る
、 、 号 。
同 中「
条 第 「
を 十 第
第 七 十
八 条 五
条 各 条
と 号 各
す 」 号

児 第
施 二
設 十
の 六
項 号
を ）
削 の
る 一
。 部

を
次

こ
に
公
布
す
る
。

口 体
県 障
条 害
例 者
第 更
一 生
号 援
） 護
の 施
一 設
部 条

る を 」
。 を「

第 「
五 第
条 三
各 条
号 各
」 号
に 」
改 に
め 改

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を 例
次 第
の 二
よ 条
う に
に 規
改 定
正 す
す る
る 身
。 体

、 め
同 、
条 同
を 条
第 を
七 第
条 五
と 条
す と
る す
。 る

山
口
県
知
事

二

障
害
者
更
生
施
設
の
使
用
料

。
井

関

成

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

六
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
五
条
の
二
の
表
を

山
開 口 開
発 県 平 発
行 開 条 成 行
為 発 例 二 為
等 行 第 十 等
の 為 二 四 の
許 等 十 年 許
可 の 号 三 可

３ ２（
山

別 山 口 こ
表 口 県 の
第 県 使 条
一 使 用 例
の 用 料 の
５ 料 手 施
の 手 数 行

１（ （
経 施 第
過 こ 行 十
措 の 期 附 八
置 条 日 条
） 例 ） 則 を

は 第
、 九
平 条

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

の 許 月 の
基 可 二 基
準 の 十 準
に 基 一 に
関 準 日 関
す に す
る 関 る
条 す 条
例 る 例

条 の（
平 例 一
成 の 部

表 数 料 の
四 料 条 日
の 条 例 前
二 例 の に
の 一 お（
項 昭 部 け
を 和 改 る
削 三 正 改
る 十 ） 正
。 一 前

年 の
山 児

成 と
二 す
十 る
四 。
年
四
月
一
日
か
ら
施

十 一 を
三 部 改
年 を 正
山 改 す
口 正 る
県 す 条
条 る 例
例 条 を
第 例 こ
三 こ
十 に

口 童
県 福
条 祉
例 施
第 設
一 条
号 例
） 第
の 二
一 条
部 に

行
す
る
。

三 公
号 布
） す
の る
一 。
部
を
次
の
よ
う

を 規
次 定
の す
よ る
う 知
に 的
改 障
正 害
す 児
る 施
。 設

に 山
改 口正
す 県
る 知。

事

二

の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な

六
七

井

関

成

お
従
前
の
例
に
よ
る
。



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

のをれ入
徴に場
収類料

別
表
第
二
維
新
百
年専

山
第 山 口
二 口 県
条 県 山 条
第 立 口 例
一 都 県 第
項 市 立 二
の 公 都 十
表 園 市 一

山
平 口
成 県
二 立
十 都
四 市
年 公
三 園

しすそ
なるの
い料他
も金こ

午 午 午
前 前 前
八 六 六 午

記用 念使 公用 園
の
項午 ラ前 グ六 ビ時 ー三 ・十 サ

維 条 公 号
新 例 園
百 条（
年 昭 例
記 和 の
念 四 一
公 十 部
園 八 を
の 年 改
項 山 正
中 口 す

県 る

月 条
二 例
十 の
一 一
日 部

を
改
正
す
る
条
例時 時 時 午 午 前

三 三 三 後 後 八
十 十 十 五 一 時
分 分 分 時 時 三
か か か か か 十
ら ら ら ら ら 分
午 午 午 午 午 か
後 後 後 後 後 ら
五 七 五 七 五 正
時 時 時 時 時 午
ま ま ま ま ま ま

分 ッか カら ー午 場前 に八 関時 す三 る十 部 」分 分ま の

「
条 条球 例 例
第
三技 号
）
の場 一
部

を を
次

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

で で で で で で

七 一 九 三 三
千 万 千 二 千 千
二 二 六 千 八 三
百 千 百 四 百 百
四 六 五 百 六 八

で 次 多に
次 目
の 的よ
う 広
に 場二 加千 え 」四 る百 。

「
の球 よ
う
に技 改
正
す場 る
。

に
改十 十 十 十 十 十

円 円 円 円 円 円
十
円 め 山

る 口。
県
知
事

二

井

関

成

六
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

そ 生高
の 徒等

器 他 並学

学小
校学
の校 個

場多
目
的
広

をれ入
徴に場
収類料

具 の び校
の 者 に及
使 大び
用 学中

及等
び教
高育
等学
専校

一 門の
点 学後

前の 人
期児 使
課童 用
程並
のび
生に
徒中
学
校 午
及 前
び 八

すすそ
るるの
も料他
の金こ

午 午 午
前 前 前
八 六 六 午

午
前
六
時 午
三 前
十 八

、 校期
一 の課
組 学程
又 生の
は
一 一 一
式 人 人
一 八 八
回 時 時
に 間 間
つ 以 以

中 時
等 三
教 十
育 延 分

長 か
一 料 ら
人 一 午
八 時 後
時 間 七
間 に 時
以 つ ま

時 時 時 午 午 前
三 三 三 後 後 八
十 十 十 五 一 時
分 分 分 時 時 三
か か か か か 十
ら ら ら ら ら 分
午 午 午 午 午 か
後 後 後 後 後 ら
五 七 五 七 五 正
時 時 時 時 時 午
ま ま ま ま ま ま

分 時
か 三
ら 十
午 延 分
前 長 か
八 料 ら
時 一 午
三 時 後
十 間 七
分 に 時
ま つ ま

き 内 内

知千
事五
が百
定九
め十
る円
額の
範 百
囲 三 七

内 き で

一
万 七
千 万
五 七
百 千

四 二 二

で で で で で で

五 九 一
万 万 万
七 六 七 九 三 二
千 千 万 千 万 万
九 四 七 二 八 七
百 百 千 百 百 千
二 八 二 八 八 四

で き で

一
万
九 九
千 千 千
二 四 六
百 百 百
八 四 五

内 十 十
で 円 円

十 十 百
円 円 円

十 十 百 十 十 十
円 円 円 円 円 円

十 十 十
円 円 円

六
九



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
口 山 こ
県 平 口 の
条 成 県 条
例 二 立 例
第 十 高 は
二 四 等 、
十 年 学 平
三 三 校 成

十
五 別 山
円 表 口

附 四 第 県 山
十 二 工 口

則 銭 厚 業 県
」 東 用 工
に 川 水 業
改 工 道 用

山
口 山 こ
県 平 口 の
条 成 県 条
例 二 工 例
第 十 業 は
二 四 用 、
十 年 水 公
二 三 道 布

附

則

備
は

号 月 等 二
二 条 十
十 例 四
一 の 年
日 一 四

部 月
を 一
改 日
正 か
す ら
る 施
条 行

め 業 条 水
る 用 例 道
。 水 条（

道 昭 例
の 和 の
項 三 一
中 十 部

七 を「
三 年 改
十 山 正
二 口 す
円 県 る

号 月 条 の
二 例 日
十 の か
一 一 ら
日 部 起

を 算
改 し
正 て
す 五
る 月
条 を
例 超

、 陸 考
上

の 競
場 技
合 場
に に
準 関
用 す
す る
る 部
。 分

例 す
を る
こ 。
こ
に
公
布
す
る
。

七 条 条
十 例 例
銭 第
」 五
を 十

三「
二 号
十 ）
五 の
円 一
六 部

を え
こ な
こ い
に 範
公 囲
布 内
す に
る お
。 い

て
規

の
備
考
及
び
補
助
陸
上
競
技

十 を
銭 次
」 の
に よ
改 う
め に
、 改
同 正
表 す
厚 る
狭 。

則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の

山
口
県
知
事

二

川
工
業
用
水
道
の
項
中
「
三

山 る
。口

県
知
事

二

井

関

成

十
八
円
七
十
銭
」
を
「
三

井

関

成

七
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第 （
二 名

山 条 称
口 及
県 青 び
油 名 少 位
谷 年 置
青 自 ）
少 然

第 第 題 山
二 一 名 口
条 条 山 を 県 山
を 中 口 次 青 口
次 県 の 少 県「
の 野 青 よ 年 青
よ 外 少 う 野 少
う 活 年 に 外 年

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 二 青
第 十 少
二 四 年
十 年 野
四 三 外

こ 別 山
の 表 口
条 附 山 県 山
例 口 立 口
は 則 県 高 県
、 立 等 立
平 田 学 高
成 布 校 等

年 の
自 家
然 の
の 名
家 称

及
び
位
置
は

称 、
次

に 動 自 改 活 野
改 」 然 め 動 外
め の の る セ 活
る 下 家 。 ン 動
。 に 条 タ セ

例 ー ン「
、 条 タ
集 例 ー
団 条（
宿 昭 例
泊 和 の
研 四 一

号 月 活
二 動
十 セ
一 ン
日 タ

ー
条
例
の
一
部
を

二 施 等 学
十 農 条 校
四 業 例 等
年 高 条（
四 等 昭 例
月 学 和 の
一 校 三 一
日 の 十 部
か 項 九 を
ら 及 年 改
施 び 山 正
行 山 口 す

の
と
お
り

長 と
す

位 る
。

門

修 十 部
、 九 を
青 年 改
少 山 正
年 口 す
の 県 る
交 条 条
流 例 例
等 第
」 三
を 号

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

す 口 県 る
る 県 条 条
。 立 例 例

田 第
布 五
施 十
工 一
業 号
高 ）
等 の
学 一

置

市

加 ）
え の
、 一

部「
青 を
少 次
年 の
野 よ
外 う
活 に
動 改

布
す
る
。

校 部
の を
項 次
を の
削 よ
る う
。 に

改
正
す
る

セ 正
ン す
タ る
ー 。
」
を
「
青
少
年
自

山
口
県
知
事

二

。

七
一

然
の
家
」
に
改
め
る
。

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山 山
口 口
県 県
十 秋
種 吉
ヶ 台
峰 青
青 少

第
り 四山 と 条口 す県 施 る 青油 。 少谷 年設青 自少 然年 の

る（
使 第 。 第 第
用 四 青 三三
日 条 少 条条
及 及 年 各第
び び 自 号一
使 第 然 列号
用 五 の 記中
時 条 家 以「

山 山 山
口 口 口
県 県 県
由 十 秋
宇 種 吉
青 ヶ 台
少 峰 青

集 一 少 年
年 自団 般 自 然

宿 宿 然 の
の 家泊 泊 家

室 室

第 一（
五毎月
月月五

の自 家然 区 のの 施家 分 設
の
使
用
日
及
び

使 使

間 を は 外対
） 次 、 のす

の 次 部る
よ に 分」
う 掲 をの
に げ 次下
改 る のに
め 業 よ「
る 務 う自
。 を に然

行 改の
う め

年 青 少
自 少 年
然 年 自
の 自 然
家 然 の

の 家
家

曜の日
日第か
を一ら
除月十
く曜二
。日月
）、二
第十
三七
月日
曜ま

用
時
間
は
、用 次
の
表
の
上

日 欄

観
。 る察

。及
び
」
を
加
え
、
同
条

岩 山 美

国 口 祢

日で
及の
び日

午 午
前 前
零 零
時 時
か か
ら ら
午 午

に
掲
げ
る
施
設

使 の
区
分
に

用 応

第
二
号
中
「
集
団
宿
泊
訓
練

市 市 市

後 後
十 十
二 二
時 時
ま ま
で で

じ
、
そ時
れ
ぞ
れ

間 同
表
の
中
欄

」
を
「
集
団
宿
泊
研
修
又
は

及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

団
体
宿
泊
研
修
」
に
改
め

七
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

九

キ
ャ
ン
プ
場

八 七 六 五 四 三

交 音 控 イ 創 研
歓 楽 室 ベ 作 修
室 室 ン 室 室

ト
ホ
ー

第
二 一 も 設 五

、 条の
集 一 同 う
団 般 様 山ち
宿 宿 と 口次
泊 泊 す 県に
室 室 る 油掲

。 谷げ

２（
使
用 教
の 育
許 委
可 員
） 会

は
、

年山
自口
然県
の由
家宇
青
少

ル 青る
少も
年の
自を
然使
の用
家し
、よ
山う
口と
県す
秋

特 交 音 控 イに ベ必 ン要 歓 楽 トが ホあ ーる 室 室 室 ルと
認 日らめ ）のる を日と

創 研 キ
ャ

作 修 ン
プ

室 室 場

日七に第 一（
」十関五毎月
と八す月月五

る
吉者
台は
青、
少教
年育 自委 然員 の会 家の 若許 し

除後き くには 。お、 ）い前 て項 最の も使 近用 い日 休又 日は

い号る曜の日
う）法日第か
。に律 一ら（
）規 こ月十（
に定昭れ曜二
当す和ら日月
たる二の、二
る休十日第十
と日三が三七
き 年国月日（
は以法民曜ま

可 くを は受 山け 口な 県け 十れ 種ば ヶ
な 峰
ら 青
な 少

以使 外用 の時
間 午を 前変 九更 時す かる らこ 午と

、下律の日で
こ 第祝及の「
れ休百日び日

い 年
。 自
許 然
可 の
を 家
受 又
け は
た 山
事 口
項 県
を 由

後が 十で 時き まる で。

七
三

変 宇
更 青
し 少
よ 年
う 自
と 然
す の
る 家
と の
き 施



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表 別項 表（
第 を
十 次

施 二 の
条 よ

設 、 う
第 にの

県 家
第 秋 第 又 第
十 吉 十 は 十
四 台 三 第 二
条 青 条 五 条
中 少 中 条 第

年 各 一「 「
野 自 野 号 項
外 然 外 に 中

動 条
第 セ 第 第 二 第
十 ン 一 九 九
条 タ 項 条 第 条
第 ー 各 第 四 第
三 」 号 一 条 一
項 を に 項 第 項
、 掲 第 二 中「
第 青 げ 四 項 「

し る
第 、 も 第 第
八 又 の 七 六
条 は 以 条 条
中 そ 外 の 第

の の 見 二「
野 使 も 出 号
外 用 の し 中
活 を を を 「

十 改
三 め名
条 る

称 関 。
係
）

宿 区
泊
を
伴

活 の 活 掲 「
動 家 動 げ 野
セ 若 セ る 外
ン し ン 施 活
タ く タ 設 動
ー は ー 」 セ
」 山 の に ン
を 口 管 改 タ

県 理 め ー「
青 十 」 る 」
少 種 を 。 を
年 ヶ

四 少 る 号 の 野
項 年 日 中 規 外
及 自 に 定 活「
び 然 開 野 に 動
第 の 館 外 よ セ
六 家 し 活 り ン
項 」 、 動 、 タ
中 に 又 セ 同 ー

改 は ン 条 の「
野 め 臨 タ 第 管
外 る 時 ー 一 理
活 。 に 」 項 」

動 拒 使 野「
セ む 用 外（
ン 」 す 許 活
タ に る 可 動
ー 改 者 の セ
」 め 」 取 ン
を る を 消 タ

。 加 し ー「
青 え 等 」
少 、 ） を
年 」「 「
自 い に 青

う
使

分用

そ 青
の 少 単他 年
の
者

「 「
自 峰 青 山
然 青 少 口
の 少 年 県
家 年 自 油
」 自 然 谷
に 然 の 青
改 の 家 少
め 家 の 年
る 又 管 自
。 は 理 然

第 」 の

動 閉 を の を
セ 館 使「 「
ン す 施 用 青
タ る 設 日 少
ー 」 」 又 年
」 を に は 自
を 、 使 然「

第 用 の「 「
青 四 取 時 家
少 条 り 間 の
年 第 消 を 管

然 う 改 少
の 」 め 年
家 を 、 自
」 同 然「
に 総 条 の
、 称 中 家

す 」「 「
補 る 受 に
て 」 け 改
ん に た め
し 、 者 る

一 一
日 日
一 一
人 人
に に 位つ つ
き き

五 に 家
条 、 、
各 山「
号 野 口
に 外 県
掲 活 秋
げ 動 吉
る セ 台
施 ン 青
設 タ 少
の ー 年

自 一 す 変 理
然 項 」 更 」
の の を す に
家 使 る 改「
」 用 取 こ め
に 日 り と 、
改 又 消 。 同
め は し 項
る 使 、 第
。 用 又 二

時 は 号

」 」 。「
を 野 の

外 下「
補 活 に

動 「
し セ 又
」 ン は
に タ 山
改 ー 口
め の 県
る 使 由

基

準
四
百 百
四 六 額十 十
円 円

使 の 自
用 使 然
」 用 の
に 」 家
改 を 若
め し「
る 山 く
。 口 は

県 山
油 口
谷 県

間 そ を
を の 次
変 使 の
更 用 よ
す を う
る 拒 に
」 む 改
に 」 め
改 に る
め 改 。
、 め

。 用 宇
の 青
」 少
を 年

自「
そ 然
の の
」 家
に の
、 施

設
青 十
少 種
年 ヶ
自 峰
然 青
の 少
家 年
、 自
山 然
口 の

同 、
条 同
第 条
三 第
項 二
中 項

中「
野 「
外 第
活 四

「
取 の
り う
消 ち
す 同
」 条
を 各

号「
取 に
り 掲
消 げ

七
四



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二
の山
家口
県
秋
吉
台

一
然山 家山
の口 口
家県 県
十 油
種 谷
ヶ 青

専

用

青
少
年
自
然

宿 宿備 泊 泊
を一 考 を伴の わ 伴項

４
収 宿 十 在
し 泊 四 学 学
な 研 号 す 校

峰 少
青 年
少 自
年 然
自 の

３ ２ １
あ 十 を
る 六 十 い 宿 「
も 号 九 う 泊 青

宿備 泊
を考 伴
わ

使

用

な うの い備 使使考 用 用２
か
ら
４
ま
で
は
、

い 修 ） る 教
も 、 に 専 育
の 野 規 修 法
と 外 定 学 に
す 活 す 校 規
る 動 る 若 定
。 等 保 し す

を 育 く る
行 所 は 学
う 又 各 校
た は 種

の ） 歳 。 を 少
が に 未 伴 年
使 規 満 う 」
用 定 の 使 と
す す 者 用 は
る る 又 の 、
場 高 は 場 満
合 等 十 合 二
に 学 九 の 十
お 校 歳 五「
い 、 以 一 歳

な
い
使
用

そ 青
の 少
他 年
の
者

一
日
に
つ
き

こ
の 一 一場 日 日合 一 一に 人 人準 に に用 つ つす き きる
。

（
め 少 学 大
に 年 校 学
使 団 、 を
用 体 児 除
す が 童 く
る 教 福 。
場 育 祉 ）
合 活 法 、
に 動 主（
お 又 昭 と
い は 和 し

て 中 上 日 以
は 等 の 」 下
、 教 者 と の
利 育 で は 者
用 学 学 、 を
料 校 校 午 い
金 若 教 前 う
を し 育 十 。
徴 く 法 時
収 は か（
し 特 昭 ら

一 一
日 日
一 一
人 人
に に
つ つ
き き

七
千
円

四
百 百
六 四
十 十
円 円

て 団 二 て
は 体 十 十
、 活 二 九
利 動 年 歳
用 と 法 未
料 し 律 満
金 て 第 の
を 集 百 者
徴 団 六 が

な 別 和 翌
い 支 二 日
も 援 十 の
の 学 二 午
と 校 年 前
す の 法 十
る 生 律 時
。 徒 第 ま

で 二 で

百
六 五
十 十
円 円

七
五



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

よ
る 専

る を 。 用
と い 使

集
団
宿
泊
室

器備
具考
の

専
用
使
用

一
般
宿
泊
室

備
る 基
。 県 考準

の額
住の「

き い 延 用
、 、 長 の
又 当 料 場
は 該 」 合
そ 許 と の
の 可 は 利
時 使 、 用
間 用 許 料
が 時 可 金
一 間 使 の
時 を 用 基

使

用

午 午
一 前 後
点 九 一

い宿 場宿
場泊 合泊
合し す
な る

午 午 午
前 後 後
九 六 一 午

民百
以分
外の
の五
者十
がに
使相
用当
すす
るる 場

間 超 時 準
未 え 間 額
満 て を の
で 使 超 計
あ 用 え 算
る し て に
と た 使 つ
き 時 用 い
は 間 し て
、 に た は
そ 一 部 、

又 延 時 時
は 長 か か
一 料 ら ら
組 一 午 午
一 時 後 後
回 間 十 十
に に 時 時
つ つ ま ま
き き で で

め千

時 時 時 前
か か か 九
ら ら ら 時
午 午 午 か
後 後 後 ら 一
五 十 五 正 日
時 時 時 午 に
ま ま ま ま つ
で で で で き

額 合を の当 利該 用利 料用 金料 の
金 基
の 準
基 額
準 は

の 時 分 次
端 間 に に
数 未 対 定
の 満 す め
時 の る る
間 端 利 と
は 数 用 こ
、 が 料 ろ
一 あ 金 に

る円
額の
範
囲 七
内 千
で 一 五
知 千 万 百
事 五 五 三
が 十 十 十
定 円 円 円

五 三 二
千 四 千 千
八 千 三 五 一
百 百 百 百 万
七 八 五 二 六
十 十 十 十 千
円 円 円 円 円

額 、
に 前
加 記
算 の
し 利
た 用
額 料
と 金
す の

七
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

器備
具考
の

研

修

室

専
用
使
用 す 時

る 一 間
使

用

午 午
一 前 後
点 九 一

休
日
等

午 午 午
前 後 後
九 六 一 午

平

日

午 午 午 午 午
前 後 前 後 後
九 一 九 六 一 午

。 の と
項 し
の て
備 計
考 算
４ す
及 る
び 。
一
般
宿又 延 時 時

は 長 か か
一 料 ら ら
組 一 午 午
一 時 後 後
回 間 十 十
に に 時 時
つ つ ま ま
き き で で

め千

時 時 時 前 延
か か か 九 長
ら ら ら 時 料
午 午 午 か 一
後 後 後 ら 時
五 十 五 正 間
時 時 時 午 に
ま ま ま ま つ
で で で で き

時 時 時 時 時 前
か か か か か 九
ら ら ら ら ら 時
午 午 午 午 午 か
後 後 後 後 後 ら
十 十 五 十 五 正
時 時 時 時 時 午
ま ま ま ま ま ま
で で で で で で

泊
室
に
関
す
る
部
分
の
備
考る円

額の
範
囲 五
内 千
で 七 七 二
知 百 千 百
事 三 三 六
が 十 十 十
定 円 円 円

二 二
千 千 千
九 三 七

四 百 百 百 六
千 二 四 六 百
百 十 十 十 十
円 円 円 円 円

五 四 三 二
千 千 千 千 千 千
八 三 四 四 九 四
百 百 百 百 百 百
六 九 二 四 五 七
十 十 十 十 十 十
円 円 円 円 円 円

は
、
こ
の
場
合
に
準
用

七
七



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

器

具

の

創

作

室

専
用
使
用

よ
る 専

は 。 用
、 一 使

使 休
日

用 等

午 午 午
一 前 後 前
点 九 一 九

午 午 午
後 後 前
六 一 午 九

平

日

午 午 午 午
後 前 後 後
一 九 六 一 午

「
こ 般 休 用
の 宿 日 の
場 泊 等 場
合 室 」 合
に に と の
準 関 は 利
用 す 、 用
す る 日 料
る 部 曜 金
。 分 日 の

の 及 基又 延 時 時 時
は 長 か か か
一 料 ら ら ら
組 一 午 午 午
一 時 後 後 後
回 間 十 十 五
に に 時 時 時
つ つ ま ま ま
き き で で で

千

時 時 前 延 時
か か 九 長 か
ら ら 時 料 ら
午 午 か 一 午
後 後 ら 時 後
十 五 正 間 十
時 時 午 に 時
ま ま ま つ ま
で で で き で

時 時 時 時 前
か か か か 九
ら ら ら ら 時
午 午 午 午 か
後 後 後 後 ら
十 五 十 五 正
時 時 時 時 午
ま ま ま ま ま
で で で で で

備 び 準
考 土 額
及 曜 の
び 日 計
集 並 算
団 び に
宿 に つ
泊 休 い
室 日 て
に を は
関 い 、二

百
三
十 五
円 七 千 四
の 七 千 三 千
範 百 百 百 百
囲 四 七 七 八
内 十 十 十 十
で 円 円 円 円

二 二 五
千 千 千
九 三 六 九
百 百 千 百 百
八 八 八 二 八
十 十 百 十 十
円 円 円 円 円

四 三 二
千 千 千 千
四 四 四 九
百 百 百 百 千
八 九 九 九 五
十 十 十 十 百
円 円 円 円 円

す う 次
る 。 に
部 定
分 め
の る
備 と
考 こ
の ろ

に

七
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

三
の青山
家少口
年県
自由
然宇

イ
ベ
ン
ト
ホ

器

具

の

専
用
使
用

備
修
室 一 考
に 般
関 宿

休使
日

用 等

午 午 午
一 前 後 前
点 九 一 九

午 午 午
後 後 前
六 一 午 九

平

日

午 午 午 午
後 前 後 後
一 九 六 一 午

す 泊
る 室
部 に
分 関
の す
備 る
考 部
の 分

の
は 備
、 考又 延 時 時 時

は 長 か か か
一 料 ら ら ら
組 一 午 午 午
一 時 後 後 後
回 間 十 十 五
に に 時 時 時
つ つ ま ま ま
き き で で で

で六

時 時 前 延 時
か か 九 長 か
ら ら 時 料 ら
午 午 か 一 午
後 後 ら 時 後
十 五 正 間 十
時 時 午 に 時
ま ま ま つ ま
で で で き で

時 時 時 時 前
か か か か 九
ら ら ら ら 時
午 午 午 午 か
後 後 後 後 ら
十 五 十 五 正
時 時 時 時 午
ま ま ま ま ま
で で で で で

専 、
用 集
使 団
用 宿
の 泊
場 室
合 に
に 関
準 す
用 る 知す 部知千

事六 一
が百 万
定四 二 九 七
め十 千 千 千 千
る円 三 九 六 五
額の 百 百 百 百
範 四 二 八 四
囲 十 十 十 十
内 円 円 円 円

五 三 一
千 千 万
三 四 二 千 七
百 千 百 百 百
七 三 四 二 七
十 百 十 十 十
円 円 円 円 円

六 四 三
千 千 千

八 二 四 五 二
千 百 百 百 千
七 九 八 九 七
十 十 十 十 百
円 円 円 円 円

事る 分 が。 の 定備 め考 るの 額
及
び
研

七
九



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

専

用
び
研

料 に
一 金 練 加

の 料 し 金
区 金 、 入 の

ー
ル

備
よ
る 専 考

額 。 用
は 営 使

使 修
室
に用 関
す
る
部
分午 午 午 の前 後 後 備九 六 一 午 考

般 の 習 二 千 算
宿 基 又 千 円 し
泊 準 は 円 以 た
室 額 準 以 上 額
に の 備 上 二 と
関 半 の 千 す
す 額 た 百 円 る
る と め 分 未 。
部 す に の 満
分 る 使 百
の 。 用 百

分 の か 基場
に 基 つ 準料
応 準 、 額そ
じ 額 営 にの
そ は 利 加他
れ 、 又 算こ
ぞ 前 は しれ
れ 記 宣 たに
次 の 伝 額類
に 利 を とす掲 用 目 す

、 利 用
前 又 の
記 は 場
の 宣 合
利 伝 の
用 を 利
料 目 用
金 的 料
の と 金
基 す の
準 る 基時 時 時 前 のか か か 九

ら ら ら 時 は午 午 午 か 、後 後 後 ら こ五 十 五 正 の時 時 時 午 場ま ま ま ま 合で で で で に
準
用

備 す 分
考 る の
、 場 七
集 合 十
団 の
宿 利
泊 用
室 料
に 金
関 の
す 基

るげ 料 的 る料る 金 と 。金割 の し
合 基 な （

以を 準 い 下乗 額 催
じ に 物 「

入た 次 の
場額 に た
料を 掲 め
等当 げ に

額 催 準
の 物 額
百 の の
分 た 計
の め 算
百 に に
五 使 つ
十 用 い
に す て
相 る は
当 場 、

す
る
。三 二

千 千 二 千
八 七 千 六
百 百 百 百
四 四 九 五
十 十 十 十
円 円 円 円

る 準
部 額
分 は
の 、
備 前
考 記
の の

利
及 用

」該 る 使
と利 入 用
い用 場 す
う料 料 る
。金 等 場
）の の 合
を基 最 の
徴準 高 利
収額 額 用

す 合 次
る の に
額 利 定
を 用 め
当 料 る
該 金 と
利 の こ
用 基 ろ
料 準 に

八
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

専
用
使
用

備

一 考
般
宿

音

楽

室

器 専 備
こ具 の 一 考用
場 般の 合 宿

控

室

平

日

午 午 午
前 後 前

午 九 一 九

泊
室
に
関
す
る
部
分午 午 の後 後 備六 一 午 考

使 に 泊使 準 室
用 に用 用 す 関
る す
。 る

部
分
の一 備点 考

午 午
前 後
九 一

前 延 時 時 時
九 長 か か か
時 料 ら ら ら
か 一 午 午 午
ら 時 後 後 後
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